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平成２３年度業務実績評価シート（案）

委員名：



評価区分 ２３年度計画記載項目 項 評価区分 ２３年度計画記載項目 項

評価シート１ 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 １ 評価シート８ （2）障害者職業能力開発校の運営業務の実施に関する事項 43
効率的・効果的な業務 障害者職業能力開発校 （1）の①の「イ 障害者の個々の特性に応じた専門的支援
運営体制の確立、業務 １ 効果的・効率的な業務運営体制の確立 １ の運営 の実施」の広域障害者職業センターについて
運営の効率化に伴う経
費削減等、事業の費用 ２ 業務運営の効率化に伴う経費節減等 １ 評価シート９ （3）納付金関係業務等の実施に関する事項 47
対効果、障害者雇用納 障害者雇用納付金の徴収
付金を財源に行う講習 ３ 事業の費用対効果 ４ 及び障害者雇用調整金 ①障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用調整金、報奨金等の 47、
及び啓発の事業規模の 報奨金の支給業務 支給
配慮、給付金及び助成 ４ 障害者雇用納付金を財源に行う講習及び啓発の事業規模の配慮 ４
金業務の効率化 評価シート１０ ②障害者雇用納付金に基づく助成金業務の適切な実施 53

５ 給付金及び助成金業務の効率化 ４ 障害者雇用納付金に基
づく助成金の支給業務

評価シート２ 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関 ９ ③障害者の雇用に関する各種講習、相談・援助、実践的手法の 56
関係者のニーズ等の把 する目標を達成するためとるべき措置 評価シート１１ 開発、啓発等の実施
握、業績評価の実施及 障害者雇用に関する各
び公表、内部統制の在 １ 共通的事項 種講習、相談・援助、 イ 各種講習、相談・援助等の実施 56
り方、高年齢者等及び 実践的手法の開発、啓 ロ 障害者雇用に関する実践的手法の開発・提供の実施
障害者雇用支援業務の (1）関係者のニーズ等の把握 発等 ハ 就労支援機器の普及・啓発等
連携によるサービスの (2）業績評価の実施及び公表 ニ 障害者雇用に係る啓発事業の実施
充実、高年齢者等や障 (3) 内部統制の在り方
害者の雇用情報等及び (4) 高年齢者等及び障害者雇用支援業務の連携によるサービスの充実 評価シート１２ ④障害者の技能に関する競技大会の開催 61
求職者や在職者等に対 (5）高年齢者等や障害者の雇用情報等及び求職者や在職者等に対 障害者技能競技大会
する職業訓練実施状況 する職業訓練実施状況等の情報の提供並びに広報の実施 （ｱﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ）の開催
等の情報の提供並びに (6) 東日本大震災に係る対策の実施
広報の実施 (7) 情報セキュリティ対策の推進 評価シート１３ ４ 職業能力開発業務に関する事項 63

(8) 見直しの基本方針に盛り込まれた改革の実施 〔離職者訓練〕
（1）職業能力開発促進センター等及び職業能力開発総合大学校 63

評価シート３ ２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事項 13 の設置及び運営の実施等に関する事項
〔給付金の支給業務〕

（1）高年齢者等の雇用の機会の確保等に資する事業主又はその ②離職者を対象とする職業訓練の実施について 63
事業主の団体に対して給付金を支給することに関する事項

評価シート１４ ③高度技能者の養成のための職業訓練について 65
評価シート４ （2）高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その 17 〔高度技能者養成訓練〕
高年齢者雇用ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ 他の関係者に対して相談その他の援助を行うことに関する事項
ｰ等による相談・援助 評価シート１５ ④在職者を対象とする職業訓練の実施について 67、
高年齢者雇用に関する （3）労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うこ 22 在職者訓練、事業主 ⑤事業主等との連携・支援について
実践的手法の開発・提 とを容易にするために必要な助言又は指導を行うことに関する事項 等との連携・支援
供、開発等

（4）65歳までの雇用確保措置の導入・定着のための小規模企業 22 評価シート１６ ⑥職業訓練指導員の養成について 70
に重点をおいた支援を行うことに関する事項 指導員の養成、訓練コ ⑦訓練コースの開発等について

ースの開発、国際連携 ⑧職業能力開発分野の国際連携・協力の推進について
（5）高年齢者雇用支援業務の政策転換を見据えた見直しに関する事項 22 ・協力の推進等

評価シート５ ３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項 26 評価シート１７ ①効果的な職業訓練の実施について 72
地域障害者職業センタ 効果的な職業訓練の ⑨公共職業能力開発施設等について
ーにおける障害者及び （1）障害者職業センターの設置運営業務の実施に関する事項 26 実施、公共職業能力開
事業主に対する専門的 発施設等
な支援 ①職業リハビリテーションの総合的・効果的な実施 26

評価シート１８ （2）求職者支援制度に係る職業訓練の認定業務等に関する事項 75
イ 障害者の個々の特性に応じた専門的支援の実施 26 求職者支援制度に係る
ロ 障害者の雇用管理に関する専門的な支援の実施 職業訓練認定業務等
ホ 職業ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ関係業務と障害者雇用納付金関係業務との

評価シート６ 協力・連携の強化 評価シート１９ 第３ 予算、収支計画及び資金計画 76
地域の関係機関に対す 予算、収支計画及び 第４ 短期借入金の限度額
る助言・援助等及び職 ハ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する 34 資金計画 第５ 財産の処分等に関する計画
業ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの専門的 助言・援助等の実施 第６ 剰余金の使途
な人材の育成 ニ 職業リハビリテーションの専門的な人材の育成

評価シート２０ 第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 80
評価シート７ ②職業リハビリテーションに係る調査・研究及び新たな技法の 38 人事に関する計画、施
職業ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝに係る 開発の実施とその普及・活用の推進 設・設備に関する計画
調査・研究
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成す第２ 業務運営の効率化に関する事項 第１ 業務運営の効率化に関する目標を
るためとるべき措置通則法第２９条第２項第２号の業務 達成するためとるべき措置

運営の効率化に関する事項は、次のと
おりとする。

１ 効果的・効率的な業務運営体制の確立１ 機構の組織体制については、業務の １ 効果的・効率的な業務運営体制の確
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援効率的かつ効果的実施等の観点から以 立

機構（以下「機構」という ）の組織体制に下のように見直すほか、適宜弾力的に 機構の組織体制については、業務の 。
ついては、業務の効果的・効率的実施等の観見直すこと。 効果的・効率的実施等の観点から、以
点から、以下のとおり見直すほか、機動的・下のとおり見直すほか、機動的・弾力
弾力的な組織運営を行う。的な組織運営を行う。

① 高年齢者雇用に関する給付金の支 ① 高年齢者雇用に関する給付金の支
給業務については、事業規模が大幅 給業務については、業務実施体制を
に縮小していることに伴い、支給業 事業規模に合わせて縮小する。
務の実施体制を事業規模に合わせて
縮小すること。

② 駐在事務所 ５か所 については ② 駐在事務所（全国５か所）につい（ ） 、
廃止するものとし、納付金の調査等 ては廃止し、納付金の調査等必要な
必要な業務は本部組織において実施 業務は本部組織において実施する。
すること。

③ せき髄損傷者職業センターについ ③ せき髄損傷者職業センターについ
ては、支援ニーズが大きく減少して ては廃止し、当該センターの業務は

。いることから廃止し、当該センター 福岡障害者職業センターが引き継ぐ
の業務は福岡障害者職業センターが
引き継ぐこと。

④ 地域センターの管理事務について ④ 地域障害者職業センター 以下 地（ 「
は、おおむね４分の１程度のセンタ 域センター」という ）の管理事務に。
ーに事務処理を集約化すること。 ついては、おおむね４分の１程度の

。地域センターに事務処理を集約する

(1)地方において委託により実施してきた高年⑤ 地方において委託により実施して ⑤ 地方において委託により実施して
齢者等に係る雇用関係業務及び障害者雇用納きた高年齢者等に係る雇用関係業務 きた高年齢者等に係る雇用関係業務
付金関係業務（以下「地方業務」という ）及び障害者雇用納付金関係業務につ 及び障害者雇用納付金関係業務（以 。
については、委託方式を廃止し、機構が直接いては、委託方式を廃止し、機構が 下 地方業務 という については「 」 。） 、
実施することにより、業務の効率化及び一括直接実施することにより、業務の効 委託方式を廃止し、機構が直接実施
調達、業務実施体制の合理化等による管理経率化及び管理経費の縮減を図ること することにより、業務の効率化及び。
費の縮減を図る。管理経費の縮減を図る。

(2)本部機能については、平成２４年４月に幕⑥ 本部機能については、平成２４年 ⑥ 本部機能については、平成２４年
張本部に集約化するため、その準備作業を進４月に幕張本部に集約化すること。 ４月に幕張本部に集約化する。
める。

２ 業務運営の効率化に伴う経費節減等２ 一般管理費（人件費、新規に追加さ ２ 業務運営の効率化に伴う経費節減等
(1)一般管理費及び業務経費の効率化目標れる業務（旧雇用・能力開発機構から (1)一般管理費及び業務経費の効率化

一般管理費（人件費、旧雇用・能力開発機移管される業務及び求職者支援制度に 目標
構から移管される業務（業務移管に伴う一時係る業務を含む。以下同じ 、拡充業 一般管理費（人件費、新規に追加さ。）
的経費等を含む ）及び求職者支援制度に係務分等を除く ）については効率的な れる業務（旧雇用・能力開発機構から。 。
る業務を除く ）については、業務運営の効利用に努め、第２期中期目標期間中、 移管される業務及び求職者支援制度に 。
率化を推進し、前年度と比べて３％程度の額毎年度平均で３％程度の額を節減する 係る業務を含む。以下同じ 、拡充業。）
を節減する。とともに、平成２１年度から開始する 務分等を除く ）について、業務運営。
また、節電・節水による省資源、省エネル個別実践型リワークプログラムによる の効率化を推進し、第２期中期目標期

ギーに努めるなどの経費節減に向けた日常的精神障害者の復職支援に係る経費、地 間中、毎年度平均で３％程度の額を節
取組の継続に努めるほか、一般競争入札の積域の関係機関に対する職業リハビリテ 減するとともに、平成２１年度から開
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極的な実施等に努めることにより、経費節減ーションに関する助言・援助等に係る 始する個別実践型リワークプログラム
を行う。経費及び特注型の訓練メニューに基づ による精神障害者の復職支援事業に係

く企業内訓練と就業継続のための技術 る経費、地域の関係機関に対する職業
的支援の一体的実施による先導的職業 リハビリテーションに関する助言・援
訓練に係る経費の合計額については、 助等事業に係る経費及び特注型の訓練
事業開始後１年間と比べて毎年度平均 メニューに基づく企業内訓練と就業継
で３％程度の額を節減すること。旧雇 続のための技術的支援の一体的実施に
用・能力開発機構から移管される業務 よる先導的職業訓練事業に係る経費の
に係る経費については、効率的な利用 合計額については、事業開始後１年間
に努め、平成２３年度（移管される業 と比べて毎年度平均で３％程度の額を
務に係る経費と移管される業務に係る 節減する。旧雇用・能力開発機構から
旧雇用・能力開発機構経費との合計 移管される業務に係る経費について
額）と比較し、年度平均で３％程度の は、効率的な利用に努め、平成２３年
額を節減すること。 度（移管される業務に係る経費と移管

される業務に係る旧雇用・能力開発機
構経費との合計額）と比較し、年度平
均で３％程度の額を節減する。

業務経費（事業主等に支給する障害者雇用また、業務経費（事業主等に支給す 業務経費（事業主等に支給する障害
調整金等、旧雇用・能力開発機構から移管さる障害者雇用調整金等、新規に追加さ 者雇用調整金等、新規に追加される業
れる業務及び求職者支援制度に係る業務を除れる業務、拡充業務分等を除く ）に 務 拡充業務分等を除く について。 、 。） 、
く ）については、業務運営の効率化を推進ついては、第２期中期目標期間中、毎 業務運営の効率化を推進し、第２期中 。
し、前年度と比べて総額１．９％程度の額を年度平均で総額１．９％程度の額を節 期目標期間中、毎年度平均で総額１．
節減するとともに、個別実践型リワークプロ減するとともに、平成２１年度から開 ９％程度の額を節減するとともに、平
グラムによる精神障害者の復職支援事業に係始する個別実践型リワークプログラム 成２１年度から開始する個別実践型リ
る経費、地域の関係機関に対する職業リハビによる精神障害者の復職支援に係る経 ワークプログラムによる精神障害者の
リテーションに関する助言・援助等事業に係費、地域の関係機関に対する職業リハ 復職支援事業に係る経費、地域の関係
る経費及び特注型の訓練メニューに基づく企ビリテーションに関する助言・援助等 機関に対する職業リハビリテーション
業内訓練と就業継続のための技術的支援の一に係る経費及び特注型の訓練メニュー に関する助言・援助等事業に係る経費
体的実施による先導的職業訓練事業に係る経に基づく企業内訓練と就業継続のため 及び特注型の訓練メニューに基づく企
費の合計額については、前年度と比べて総額の技術的支援の一体的実施による先導 業内訓練と就業継続のための技術的支
１．２％程度の額を節減する。的職業訓練に係る経費の合計額につい 援の一体的実施による先導的職業訓練
また、一般競争入札の積極的な実施等に努ては、事業開始後１年間と比べて毎年 事業に係る経費の合計額については、

めることにより、経費節減を行う。度平均で１．２％程度の額を節減する 事業開始後１年間と比べて毎年度平均
こと。旧雇用・能力開発機構から移管 で１．２％程度の額を節減する。旧雇
される業務（宿舎等業務を除く ）に 用・能力開発機構から移管される業務。
係る経費については、効率的な利用に （宿舎等業務を除く ）に係る経費に。
努め、平成２３年度（移管される業務 ついては、平成２３年度（移管される
に係る経費と移管される業務に係る旧 業務に係る経費と移管される業務に係
雇用・能力開発機構経費との合計額） る旧雇用・能力開発機構経費との合計
と比較し、年度平均で総額３％程度の 額）と比較し、年度平均で総額３％程
額を節減すること。 度の額を節減する。

なお、上記目標の実現に当たっては、不要なお 上記目標の実現に当たっては なお 上記目標の実現に当たっては、 、 、 、
な支出の削減を図るため、人事評価の基準へ不要な支出の削減を図るため、無駄削 不要な支出の削減を図るため、無駄削
の「コスト意識・ムダ排除」の導入、無駄削減・業務効率化に関する取組の人事評 減・業務効率化に関する取組の人事評
減に関する職員からの提言募集、無駄削減の価への反映など自律的な取組のための 価への反映など自律的な取組のための
実施連携体制の構築など職員の意識改革に関体制整備を行うとともに、レクリエー 体制整備を行うとともに、レクリエー
する取組を実施するとともに、公用車・業務ション経費の廃止、公用車・業務用車 ション経費の廃止、公用車・業務用車
用車の効率化、タクシー使用の適正化、事務の効率化、タクシー使用の適正化等、 の効率化、タクシー使用の適正化等、
用品の一括調達等、徹底した冗費の削減を行徹底した冗費の削減を行うこと。 徹底した冗費の削減を行う。
う。

総人件費については、簡素で効率的３
な政府を実現するための行政改革の推
進に関する法律（平成１８年法律第４
７号）等に基づく平成１８年度以降の
５年間で５％以上を基本とする削減
、 、を 引き続き着実に実施するとともに

「経済財政運営と構造改革に関する基
本方針２００６ （平成１８年７月７」

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
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日閣議決定）に基づき、国家公務員の
改革を踏まえ、人件費改革を平成２３
年度まで継続するものとすること。
さらに、機構の給与水準について、

以下のような観点からの検証を行い、
これを維持する合理的な理由がない場
合には必要な措置を講ずることによ
り、給与水準の適正化に速やかに取り
組むとともに、その検証結果や取組状
況については公表するものとするこ
と。
① 職員の在職地域や学歴構成等の要
因を考慮してもなお国家公務員の給
与水準を上回っていないか。

② 職員に占める管理職割合が高いな
ど、給与水準が高い原因について、
是正の余地はないか。

③ 国からの財政支出の大きさ、累積
欠損の存在、類似の業務を行ってい

、る民間事業者の給与水準等に照らし
現状の給与水準が適切かどうか十分
な説明ができるか。

④ その他、給与水準についての説明
が十分に国民の理解の得られるもの
となっているか。

(2)随意契約の見直し４ 随意契約の見直し (2)随意契約の見直し
契約については、原則として一般競争入札契約については、原則として一般競 契約については、原則として一般競

等によるものとし、以下の取組により、随意争入札等によるものとし、以下の取組 争入札等によるものとし、以下の取組
契約の適正化を推進し、業務運営の一層の効により、随意契約の適正化を推進する により、随意契約の適正化を推進し、
率化を図るとともに予算の適正な執行に努めこと。 業務運営の一層の効率化を図る。
る。

① 「随意契約見直し計画」に基づく取組を① 機構が策定する「随意契約見直し ① 「随意契約見直し計画」に基づく
着実に実施するとともに、その取組状況を計画」に基づく取組を着実に実施す 取組を着実に実施するとともに、そ
公表する。るとともに、その取組状況を公表す の取組状況を公表する。

ること。

② 一般競争入札等により契約を行う場合で② 一般競争入札等により契約を行う ② 一般競争入札等により契約を行う
あっても、特に企画競争や公募を行う場合場合であっても、特に企画競争や公 場合であっても、特に企画競争や公
には、競争性及び透明性が十分確保される募を行う場合には、競争性、透明性 募を行う場合には、競争性、透明性
方法により実施する。が十分確保される方法により実施す が十分確保される方法により実施す

ること。 る。

③ 平成１９年１１月１５日付け事務連絡 各③ 監事及び会計監査人による監査に ③ 監事及び会計監査人による監査に （
府省官房長あて、行政管理局長、行政評価おいて、入札・契約の適正な実施に おいて、入札・契約の適正な実施に
局長発）の「独立行政法人における随意契ついて徹底的なチェックを受けるこ ついて徹底的なチェックを受ける。
約の適正化の推進について」を踏まえ、監と。
事及び会計監査人による監査において、入
札・契約の適正な実施について徹底的なチ
ェックを受ける。
平成２１年１１月１７日付け閣議決定 独「

立行政法人の契約状況の点検・見直しにつ
いて」を踏まえ 「独立行政法人高齢・障害、
・求職者雇用支援機構契約監視委員会」に
より、競争性のない随意契約の見直しを更
に徹底して行うとともに、一般競争入札等
についても真に競争性が確保されているか
の点検、見直しを行う。点検、見直しにあ
たり、コスト削減の観点から、民間企業に
おける購買・調達部門の経験者であるオブ
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ザーバーの意見を活用する。

(3)業務・システムの最適化(3)業務・システムの最適化
平成２１年度から運用を開始した障害者雇「障害者雇用支援システム」につい

用支援システムについて、最適化計画に基づて、平成１９年度に策定した最適化計
くシステム経費の削減とともに、処理機能の画に基づくシステム構成の見直し、処

。理機能の拡充等により、システム経費 強化による業務処理の効率化・合理化を図る
の削減及び業務処理の効率化・合理化
を図る。

保有資産の見直し５
せき髄損傷者職業センターの廃止に

伴い生ずる遊休資産については、国の
資産債務改革の趣旨を踏まえ、処分す
ること。
また、職業能力開発促進センター等

の敷地、職員宿舎等旧雇用・能力開発
機構が保有していた資産のうち機構が
承継した資産については、引き続き、
その必要性について厳しく検証を行い
不要資産については処分すること。

３ 事業の費用対効果６ 事業の費用対効果 ３ 事業の費用対効果
事業の実施費用を随時把握したうえで、事事業の実施に要した費用及び事業に 事業の実施に要した費用及び事業に

業によって得られた効果を把握・分析し、そよって得られた効果を把握・分析し、 よって得られた効果を把握・分析し、
の結果を事業実施内容の見直しや新たな事業その結果を事業実施内容の見直しや新 その結果を事業実施内容の見直しや新
展開につなげる。たな事業展開につなげること。 たな事業展開につなげる。

４ 障害者雇用納付金を財源に行う講習及び啓７ 実践的手法の開発、講習及び啓発事 ４ 障害者雇用納付金を財源に行う実践
発の事業規模の配慮業の事業規模についての配慮 的手法の開発、講習及び啓発の事業規

模の配慮
障害者雇用納付金を財源に行う講習及び啓機構が行う障害者の雇用に関する実 障害者雇用納付金を財源に行う実践

発の事業については、障害者雇用調整金、報践的手法の開発、講習の事業、障害者 的手法の開発、講習及び啓発の事業に
奨金、在宅就業障害者特例調整金及び在宅就の雇用について事業主その他国民一般 ついては 障害者雇用調整金 報奨金、 、 、
業障害者特例報奨金並びに障害者雇用納付金の理解を高めるための啓発の事業につ 在宅就業障害者特例調整金及び在宅就
制度に基づく各種助成金の支給に支障が生じいては、障害者雇用調整金、報奨金、 業障害者特例報奨金並びに障害者雇用
ないよう、その事業規模について配慮する。在宅就業障害者特例調整金及び在宅就 納付金制度に基づく各種助成金の支給

業障害者特例報奨金並びに障害者雇用 に支障が生じないよう、その事業規模
納付金制度に基づく各種助成金の支給 について配慮する。
に支障をきたさないように、その事業
規模について配慮すること。

５ 給付金及び助成金業務の効率化５ 給付金及び助成金業務の効率化
高年齢者等の雇用の確保に資する措置を講高年齢者等の雇用の確保に資する措

ずる事業主又はその事業主の団体に対する給置を講ずる事業主又はその事業主の団
付金及び障害者雇用納付金制度に基づく助成体に対する給付金及び障害者雇用納付
金の支給業務については、円滑かつ迅速な支金制度に基づく助成金の支給業務につ
給、支給に係るトラブル防止等のため、事業いては、円滑かつ迅速な支給、支給に
主等に対して、支給申請書等の記入方法等の係るトラブル防止等のため、事業主等
教示など事前相談を行うとともに、申請からに対して、支給申請書等の記入方法等
支給決定までの期間等について十分な説明をの教示など事前相談を行うとともに、
行う。また、適正支給の観点に留意しつつ、申請から支給決定までの期間等につい
１件当たりの平均処理期間（支給申請の受付て十分な説明を行う。また、適正支給
から支給決定までの期間）の短縮に向け、次の観点に留意しつつ、①添付書類の簡
の措置を講ずる。素合理化、進捗管理の厳格化等による

事務手続の効率化、②事業主等に分か
りやすい資料の作成配布等による申請
方法の周知徹底、③担当者会議の開催
等による審査能力の向上等の取組を行
い、第２期中期目標の最終年度には、
１件当たりの平均処理期間（支給申請
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の受付から支給決定までの期間）を５
％短縮する。

(1)添付書類の簡素合理化、進捗管理の厳格化
等による事務手続の効率化

、「 」① 給付金業務については 給付金システム
を活用して支給決定案件ごとの処理期間の
把握を通じた遅滞部署への指導や必要に応
じて審査業務の見直しを行い事務処理の効
率化を図る。また、機構本部が地域障害者
職業センター（以下「地域センター」とい
。） （ 「 」う の地方業務部門 以下 地方業務部門

という ）に対し支給申請書の処理期間１５。
日以内を厳守するように個別指導するなど
進捗管理の徹底を図る。

② 助成金業務については、適正支給の確保
に留意しつつ、申請様式及び添付書類の簡
素合理化並びに審査点検の効率化を図るべ
く検討を加え、検討結果に基づき迅速に
実施する。
また、書類の受理方法や保管方法の改善

等により進捗状況を日常的に把握するとと
もに、機構本部からの疑義照会に対する地
方業務部門の回答の迅速化に取り組むこと
により、進捗管理等の徹底を図る。

③ また、ホームページに掲載している申請
書等の様式、添付書類一覧表、支給申請手
続の説明等について、申請事業主が容易に
理解できるよう内容の改善を図る。

(2)事業主等に分かりやすい資料の作成配布等
による申請方法の周知徹底
給付金及び助成金の種類ごとのパンフレッ

トをより一層分かりやすいものに改善し、事
業主等に対して給付金及び助成金の支給要件
及び手続等を周知する。
また、円滑かつ迅速な支給、支給申請の際

のトラブル防止のため、地方業務部門の窓口
において事業主等に対して、支給申請書等の
記入方法、審査に要する手続及び期間等につ
いて、十分な事前説明を行う。

(3)地方業務部門の担当者会議の開催等による
審査能力の向上等の取組
地方業務部門の担当者会議等を開催し、審

査手順、審査に当たっての留意事項等の説明
及び事例検討の実施により、審査能力の向上
等を図る。
地方業務部門の審査業務等の効率的・効果

的な実施に資するため、審査点検に係るチェ
ックリストの活用による厳密な審査点検の徹
底を図る。

【評価項目１ 効果的・効率的な業務運営体制の確立、業務 自己評価 評定
運営の効率化に伴う経費節減等、事業の費用対効果、障害
者雇用納付金を財源に行う実践的手法の開発、講習及び啓
発の事業規模の配慮、給付金及び助成金業務の効率化】
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評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に ［数値目標］※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値について、
ついて、年度計画において設定した目標値 年度計画において設定した目標値

・一般管理費（人件費、新規に追加される業務、拡充業務分 ・一般管理費（人件費、新規に追加される業務（旧雇用・能力開発機 ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づく変
等を除く ）については効率的な利用に努め、第２期中期 構から移管される業務及び求職者支援制度に係る業務を含む 、拡 更。。 。）
目標期間中、毎年度平均で３％程度の額を節減すること。 充業務分等を除く。以下同じ ）については効率的な利用に努め、。

、 。第２期中期目標期間中 毎年度平均で３％程度の額を節減すること
一般管理費については、前年度と比べて３％程度の額を節 一般管理費については、前年度と比べて３％程度の額を節減する
減すること。 こと。

平成22年度 △7.1％（平成21年度比）
平成21年度 △3.1％（平成20年度比）
平成20年度 △3.1％（平成19年度比）

・業務経費（事業主等に支給する障害者雇用調整金等、新規 ・業務経費（事業主等に支給する障害者雇用調整金等、新規に追加さ
に追加される業務、拡充業務分等を除く ）については、 れる業務、拡充業務分等を除く。以下同じ ）については、第２期。 。
第２期中期目標期間中、毎年度平均で総額１．９％程度の 中期目標期間中、毎年度平均で総額１．９％程度の額を節減するこ
額を節減すること。 と。
業務経費については、前年度と比べて総額１．９％程度 業務経費については、前年度と比べて総額１．９％程度の額を節
の額を節減すること。 減すること。

平成22年度 △24.5％（平成21年度比）
平成21年度 △ 3.1％（平成20年度比）
平成20年度 △ 2.4％（平成19年度比）

・高年齢者等の雇用の確保に資する措置を講ずる事業主又は ・高年齢者等の雇用の確保に資する措置を講ずる事業主又はその事業
その事業主団体に対する給付金及び障害者雇用納付金制度 主団体に対する給付金及び障害者雇用納付金制度に基づく助成金の
に基づく助成金の支給業務について、第２期中期目標の最 支給業務について、第２期中期目標の最終年度には、１件当たりの
終年度には、１件当たりの平均処理期間（支給申請の受付 平均処理期間（支給申請の受付から支給決定までの期間）を５％短
から支給決定までの期間）を５％短縮すること。 縮すること。

平均処理期間 短縮率

平成22年度 40.5日 21.8％
平成21年度 45.4日 12.4％
平成20年度 49.8日 3.9％
平成19年度 51.8日 ―

［評価の視点］ ［評価の視点］
、 、・機構の組織体制について、業務の効果的・効率的実施等の ・機構の組織体制について 業務の効果的・効率的実施等の観点から

観点から、見直しを行っているか。 見直しを行っているか。

・駐在事務所の廃止、せき髄損傷者職業センターの廃止、地 ・駐在事務所の廃止、せき髄損傷者職業センターの廃止、地域障害者
。域障害者職業センターの管理事務の集約化等を行うべく取 職業センターの管理事務の集約化等を行うべく取組を行っているか

組を行っているか。

・地方業務については、委託方式を廃止し、機構が直接実施すること ・平成２３年３月３１日付け変更認可された中期計画に基づき新
により、業務の効率化及び管理経費の縮減を図ったか。 たに設定。

・一般管理費について、第２期中期目標期間中、毎年度平均 ・一般管理費について、第２期中期目標期間中、毎年度平均で３％程
で３％程度の額を節減するための取組を進めているか。 度の額を節減するための取組を進めているか。

・業務経費について、第２期中期目標期間中、毎年度平均で ・業務経費について、第２期中期目標期間中、毎年度平均で総額１．

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
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総額１．９％程度の額を節減するための取組を進めている ９％程度の額を節減するための取組を進めているか。
か。

・事業費における冗費を点検し、その削減を図っているか。 ・事業費における冗費を点検し、その削減を図っているか。

・受託法人への業務の委託について、競争性のある契約形態 （削除） ・平成２３年３月３１日付け変更認可された中期計画に基づく削
への移行を実施するための取組を進めているか。 除。

・契約について 「随意契約見直し計画」が計画どおり進む ・契約について 「随意契約見直し計画」が計画どおり進むなど随意、 、
など随意契約の適正化のための取組を進めているか （政 契約の適正化のための取組を進めているか （政・独委評価の視点。 。
・独委評価の視点「５契約 (2)随意契約見直し計画」と同 「５契約 (2)随意契約見直し計画」と同趣旨）
趣旨）

・ 随意契約見直し計画」の実施・進捗状況や目標達成に向 ・ 随意契約見直し計画」の実施・進捗状況や目標達成に向けた具体「 「
けた具体的取組状況について 必要な評価が行われているか 的取組状況について、必要な評価が行われているか （政・独委評、 。 。
（政・独委評価の視点「５契約 (2)随意契約見直し計画 ） 価の視点「５契約 (2)随意契約見直し計画 ）」 」

・委託業務に係る会計監査の強化及び精算報告書等に係る審 （削除） ・平成２３年３月３１日付け変更認可された中期計画に基づく削
査の徹底を図るなど、事業の適正な執行に努めているか。 除。

・ 障害者雇用支援システム」について、最適化計画に基づ ・ 障害者雇用支援システム」について、最適化計画に基づくシステ「 「
くシステム構成の見直しによりシステム経費の削減及び業 ム構成の見直しによりシステム経費の削減及び業務処理の効率化・
務処理の効率化・合理化を図ったか。 合理化を図ったか。

・業務改善の取組を適切に講じているか。 ・業務改善の取組を適切に講じているか。

・国民のニーズとずれている事務・事業や、費用に対する効 ・国民のニーズとずれている事務・事業や、費用に対する効果が小さ
果が小さく継続する必要性の乏しい事務・事業がないか等 く継続する必要性の乏しい事務・事業がないか等の検証を行い、そ
の検証を行い その結果に基づき 見直しを図っているか の結果に基づき、見直しを図っているか。、 、 。

・障害者雇用納付金を財源に行う実践的手法の開発、講習及 ・障害者雇用納付金を財源に行う実践的手法の開発、講習及び啓発の
び啓発の事業について、障害者雇用調整金、報奨金等及び 事業について、障害者雇用調整金、報奨金等及び障害者雇用納付金
障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金の支給に支障が 制度に基づく各種助成金の支給に支障が生じない事業規模となって
生じない事業規模となっているか。 いるか。

・事業主等に対して、支給申請書等の記入方法等の教示など ・事業主等に対して、支給申請書等の記入方法等の教示など十分な事
十分な事前相談を行っているか。 前相談を行っているか。

・給付金及び助成金の支給業務について、第２期中期目標の ・給付金及び助成金の支給業務について、第２期中期目標の最終年度 ・平成２３年３月３１日付け変更認可された中期計画に基づく変
最終年度に、１件当たりの平均処理期間を５％短縮するた に、１件当たりの平均処理期間を５％短縮するため、事務手続の効 更。
め、事務手続の効率化、事業主等に対する申請方法の周知 率化、事業主等に対する申請方法の周知徹底、審査能力の向上等を
徹底、受託法人における審査能力の向上等を図るための取 図るための取組を進めているか。
組を進めているか。

・契約方式等、契約に係る規程類について、整備内容や運用 ・契約方式等、契約に係る規程類について、整備内容や運用の適切性
の適切性等、必要な評価が行われているか。 等、必要な評価が行われているか。

・契約事務手続に係る執行体制や審査体制について、整備・ ・契約事務手続に係る執行体制や審査体制について、整備・執行等の
執行等の適切性等、必要な評価が行われているか （政・ 適切性等、必要な評価が行われているか （政・独委評価の視点「５。 。
独委評価の視点「５契約 (1)契約に係る規程類、体制 ） 契約 (1)契約に係る規程類、体制 ）」 」

・契約の締結に当たって、透明性・競争性等が確保されてい ・契約の締結に当たって、透明性・競争性等が確保されているか （政。
るか （政・独委評価の視点「５契約 (3)個々の契約」と ・独委評価の視点「５契約 (3)個々の契約」と同趣旨）。
同趣旨）

・契約監視委員会での見直し・点検は適切に行われたか（そ ・契約監視委員会での見直し・点検は適切に行われたか（その後のフ
の後のフォローアップを含む 。 ォローアップを含む 。。） 。）

・法人の特定の業務を独占的に受託している関連法人につい ・法人の特定の業務を独占的に受託している関連法人について、当該
て、当該法人と関連法人との関係が具体的に明らかにされ 法人と関連法人との関係が具体的に明らかにされているか。
ているか。
当該関連法人との業務委託の妥当性についての評価が行わ 当該関連法人との業務委託の妥当性についての評価が行われている
れているか。 か。

、 、 （ 「 」 、 、 （ 「 」 。）・関連法人に対する出資 出えん 負担金等 以下 出資等 ・関連法人に対する出資 出えん 負担金等 以下 出資等 という
。 、 。という ）について、法人の政策目的を踏まえて適切な出 について 法人の政策目的を踏まえて適切な出資等行われているか
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資等行われているか 政・独委評価の視点 ７関連法人 （政・独委評価の視点「７関連法人 ）。（ 「 」） 」
・関連公益法人との関係について、透明性確保に向けた見直 ・関連公益法人との関係について、透明性確保に向けた見直しを図っ

しを図っているか。 ているか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（２） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

１ 共通的事項１ 共通的事項
(1)関係者のニーズ等の把握(1)関係者のニーズ等の把握

使用者、労働者及び障害者を代表する者並機構に対する関係者のニーズ等につ
びに学識経験を有する者により構成される評いて 以下の取組により幅広く把握し、 、
議員会を開催し、情報交換を行うほか、機構ニーズ等に即した業務運営を行うた
の業務に対する意見等を伺い、ニーズに即しめ、必要な措置を迅速に実施する。
た業務運営を図る。事業主団体、障害者団体等と情報交
利用者の意見、ニーズ等を把握し、その結換を行うとともに、機構の業務に対す

果を業務運営に反映させるため、各種サービる意見等を障害者、事業主、学識経験
ス終了時における有用度に関する調査やサー者等から聞く場を設定する。
ビス実施後一定期間経過後における具体的な利用者に対するアンケートによる終
課題改善効果に関する追跡調査等を積極的に了時の調査及び必要に応じ追跡調査を
実施する。また、これらのアンケート調査結積極的に実施し、その結果から業務改
果を自由記述欄の内容を含め分析し、サービ善につなげるべき点を分析し、現場に
スを提供している施設、地方業務部門にフィフィードバックする。
ードバックすることにより、現場レベルでの
業務改善を促す。

(2)業績評価の実施及び公表(2)業績評価の実施及び公表
平成２２年度業務実績については、外部の適正な業務の推進に資するため、外

学識経験者、リハビリテーションの専門家等部の学識経験者、リハビリテーション
により構成される外部評価委員会の評価を受の専門家、職業能力開発の専門家等に
け、その結果を職員に周知するとともに業務よる業績評価を行い、その結果を業務
運営に反映させ、機構におけるＰＤＣＡサイ運営に反映させ、機構におけるＰＤＣ
クルの徹底を図る。Ａサイクルの徹底を図る。
また、平成２３年度業務については、内部

評価委員会において、業務の進捗状況を定期
的に把握するとともに、進捗管理重点テーマ
を設定して当該重点テーマに関する進捗状況
を点検し、その結果を踏まえて、各職員の年
度計画の達成に向けた意識の向上と業務の改
善を図る。
さらに、業務内容の透明性を高め、業務内さらに、業務内容の透明性を高め、

容の充実を図る観点から、設定した目標の達業務内容の充実を図る観点から、設定
成状況、業績評価の結果や機構の業務の内容した目標の達成状況、業績評価の結果
について、ホームページ等において、積極的や機構の業務の内容について、ホーム
かつ分かりやすく公表する。ページ等において、積極的かつ分かり

やすく公表する。

(3)内部統制の在り方(3)内部統制の在り方
① 内部統制の更なる向上を図るため、平成機構における役職員の職務執行の在
２３年度においては、リスクの発生の防止り方をはじめとする内部統制につい
又は発生した場合の損失の最小化を図るたて、会計監査人等の指導を得つつ、向
め、対応方針を作成する。上を図るものとし、講じた措置につい
また、すべての役職員についてそれぞれのて積極的に公表する。
職位・職務におけるコンプライアンスの一
層の徹底を図るため、職員研修、機構内Ｌ
ＡＮ、社内報等のあらゆる機会・ツールを
活用し、新たに、民間企業等におけるコン
プライアンス違反の原因、内容とその対処
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方法に関する事例及びコンプライアンス徹
底の取組とそれによる成果が見られた事例
の紹介を行う。
内部監査については、計画的かつ的確に

実施する。
内部統制の向上のために講じた措置につ

いて積極的に公表する。

② ホームページを活用した業務運営に関すホームページを活用したモニター制
るモニター制度により、モニターから機構度を導入し、機構の業務運営に参考と
の業務運営に参考となる意見等を広く募集なる意見等を広く募集する。
し、業務運営の改善につなげる。

(4)高年齢者等及び障害者雇用支援業務の連携(4)高年齢者等及び障害者雇用支援業務
によるサービスの充実の連携によるサービスの充実

① 高年齢者雇用支援業務に係る担当者及び高年齢者等及び障害者に係る各雇用
障害者雇用支援業務に係る担当者が、支援支援業務について、相互に支援ノウハ
のメニューやツール等について相互の必要ウ、各種情報等の共有化を図ることに
な知識を保有するとともに、給付金・助成より、事業主相談における高齢者及び
金、高齢・障害者の雇用施策等の情報の共障害者雇用に関する基礎的事項につい
有化により、事業主相談における高年齢者ての即時対応、助成金・給付金の効果
等及び障害者の雇用に関する基礎的事項に的な周知、実践的手法の開発・提供等
ついて即時対応できるようにする。また、のサービスにおける相乗効果を発揮す
専門的支援を要する相談案件のうち、障害る。
者雇用支援業務に係る担当者が把握した高
年齢者雇用に係る案件については高年齢者

、雇用支援業務に係る担当者に確実に伝達し
伝達を受けた担当者はアドバイザーと連携
することも含め適切に対応する。また、高
年齢者雇用アドバイザー又は高年齢者雇用
支援業務に係る担当者が把握した障害者雇
用に係る案件については障害者雇用支援業
務に係る担当者に確実に伝達し、伝達を受
けた担当者は障害者雇用納付金、助成金、
講習、情報提供、啓発活動等については適
切に対応するとともに、それ以外の専門的
な支援を要する案件については適切な関係
機関に取次ぐ等の対応を行う。

② 給付金業務及び助成金業務について、担
当部署による連絡会議を定期的に開催し、
給付金及び助成金の活用例を掲載したパン
フレットの作成等による効果的な周知・広
報並びに給付金及び助成金それぞれの審査
や調査実施により蓄積されたノウハウを相
互に活用するための情報の共有による不正
受給の防止等を図る。

③ 高年齢者等及び障害者の雇用に関する実
践的手法の開発・提供に係る検討連絡会議
を開催し、開発手法・成果普及方策の共有
化により一層効果的な開発等を推進すると
ともに、高齢者を雇用することが障害者の
雇用にも資する等の企業事例を収集・提供
する等により、実践的手法の開発・提供に
おける相乗効果の発揮を図る。

(5)高年齢者等や障害者の雇用情報等及び求職(5)高年齢者等や障害者の雇用情報等及
者や在職者等に対する職業訓練実施状況等のび求職者や在職者等に対する職業訓練
情報の提供並びに広報の実施実施状況等の情報の提供並びに広報の
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実施
高年齢者等及び障害者の雇用に関する知識高年齢者等及び障害者の雇用に関す

の普及を図るとともに事業主等による当該雇る知識の普及を図るとともに事業主等
用の安定等に向けた自主的な取組を支援するによる当該雇用の安定等に向けた自主
ため、高年齢者等や障害者の雇用に関する情的な取組を支援するため、高年齢者等
報を収集・整備し、これらの情報を容易に利や障害者の雇用に関する情報を収集・
用できるよう、ホームページ等を通じて提供整備し、これらの情報を容易に利用で
する。きるよう、ホームページ等を通じて提

供する。
また、機構が実施する高年齢者等及び障害また、機構が実施する高年齢者等及

者の雇用支援に係る業務の内容、相談窓口のび障害者の雇用支援に係る業務の内
紹介、各種セミナー・講習会・研修等の開催容、相談窓口の紹介、各種セミナー・
案内等について、ホームページ等を通じて積講習会・研修等の開催案内等につい
極的に広報を行う。て、ホームページ等を通じて積極的に

広報を行う。
さらに、求職者や在職者等に対する職業訓さらに、求職者や在職者等に対する

、 、 、職業訓練については、訓練コースの実 練については 訓練コースの実施時期 期間
募集定員等の情報をホームページ等を通じて施時期、期間、募集定員等の情報をホ
積極的に広報を行う。ームページ等を通じて積極的に広報を

行う。

(6)東日本大震災に係る対策の実施

① 東日本大震災の被害を受けた事業主に対
しては、障害者雇用納付金の納付期限の延
長、給付金及び助成金の支給申請等に係る
手続きの弾力化等を行うとともに、被害を
受けた地域における雇用面への影響等を踏
まえ、高年齢者等及び障害者の雇用の確保
・安定のための対策を機動的に検討し、実
施する。

② 東日本大震災で被災した離職者等の再就
職を支援するため、震災復興訓練を実施す
るとともに、被災により住宅が被害を受け
居住できなくなった方々への雇用促進住宅
の一時的貸与を行うなど、求職者等の雇用
の安定のための対策を機動的に実施する。

(7)情報セキュリティ対策の推進(6)情報セキュリティ対策の推進
「第２次情報セキュリティ基本計画 （平「 」第２次情報セキュリティ基本計画 」

成２１年２月３日情報セキュリティ政策会議（平成２１年２月３日情報セキュリテ
決定）等の政府の方針を踏まえ、適切な情報ィ政策会議決定）等の政府の方針を踏
セキュリティ対策を推進する。まえ、適切な情報セキュリティ対策を

推進する。

(8)見直しの基本方針に盛り込まれた改革の実(7)見直しの基本方針に盛り込まれた改
施革の実施
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基「独立行政法人の事務・事業の見直

本方針 （平成２２年１２月７日閣議決定）しの基本方針 （平成２２年１２月７」 」
に盛り込まれた改革を着実に実施する。日閣議決定）に盛り込まれた改革を着

実に実施する。

自己評価 評定

評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等

【評価項目２ 関係者のニーズ等の把握、業績評価の実施及 【評価項目２ 関係者のニーズ等の把握、業績評価の実施及び公表、 ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づく変
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び公表、内部統制の在り方、高年齢者等及び障害者雇用支 内部統制の在り方、高年齢者等及び障害者雇用支援業務の連携によ 更。
援業務の連携によるサービスの充実、高年齢者等や障害者 るサービスの充実、高年齢者等や障害者の雇用情報等及び求職者や
の雇用情報等の提供等】 在職者等に対する職業訓練実施状況等の情報の提供等、情報セキュ

リティ対策の推進、見直しの基本方針に盛り込まれた改革の実施】

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［評価の視点］ ［評価の視点］
・関係者のニーズ等を事業主団体、障害者団体等との情報交 ・関係者のニーズ等を事業主団体、障害者団体等との情報交換等によ

換等により幅広く把握し、当該ニーズ等に即した業務運営 り幅広く把握し、当該ニーズ等に即した業務運営を行っているか。
を行っているか。

・各種事業の効果や関係者のニーズを具体的に把握するため ・各種事業の効果や関係者のニーズを具体的に把握するためのアンケ
のアンケート調査等を積極的に実施し その結果を分析し ート調査等を積極的に実施し、その結果を分析し、現場にフィード、 、
現場にフィードバックしているか。 バックしているか。

・機構が実施する業務に対して外部の学識経験者等による業 ・機構が実施する業務に対して外部の学識経験者等による業績評価を
績評価を行い その結果を業務運営に反映させるとともに 行い、その結果を業務運営に反映させるとともに、その結果や機構、 、

、 。その結果や機構の業務内容をホームページ等において、分か の業務内容をホームページ等において 分かりやすく公表しているか
りやすく公表しているか。

・コンプライアンス体制の整備のための取組を進めるととも ・コンプライアンス体制の整備のための取組を進めるとともに、講じ
に、講じた措置について公表しているか （政・独委評価 た措置について公表しているか （政・独委評価の視点「６内部統。 。
の視点「６内部統制」事項に該当） 制」事項に該当）

・ホームページを活用したモニター制度を導入し、業務運営 ・ホームページを活用したモニター制度を導入し、業務運営に参考と
に参考となる意見等を広く募集しているか。 なる意見等を広く募集しているか。

・高年齢者等及び障害者に係る各雇用支援業務について、相 ・高年齢者等及び障害者に係る各雇用支援業務について、相互に支援
互に支援ノウハウ 各種情報等の共有化を図ることにより ノウハウ、各種情報等の共有化を図ることにより、サービスにおけ、 、
サービスにおける相乗効果を発揮させるための取組を進め る相乗効果を発揮させるための取組を進めているか。
ているか。

・機構が収集・整備した高年齢者等や障害者の雇用に関する情 ・機構が収集・整備した高年齢者等や障害者の雇用に関する情報及び機
報及び機構の業務の内容、各種セミナー・講習会等の開催案 構の業務の内容、各種セミナー・講習会等の開催案内等について、ホ
内等について、ホームページ等を通じて情報提供や広報を ームページ等を通じて情報提供や広報を行っているか。
行っているか。 ・求職者や在職者等に対する職業訓練について、訓練コースの実施時 ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づく変

期、期間、募集定員等の情報をホームページ等を通じて積極的に広 更。
報を行っているか。

・ 第２次情報セキュリティ基本計画 （平成２１年２月３日情報セキ「 」
ュリティ政策会議決定）等の政府の方針を踏まえ、適切な情報セキ
ュリティ対策を推進しているか。 平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づ

き新たに設定。
・ 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針 （平成２２年１２「 」

月７日閣議決定）に盛り込まれた改革を着実に実施しているか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（３） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事１ 高年齢者等に係る雇用関係業務に ２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に
項関する事項 関する事項
団塊の世代が平成２４年には６５歳に到達

し始めること、平成２５年４月から高年齢者
雇用確保措置の義務年齢が６５歳に引き上げ
られること等を踏まえ、高年齢者雇用確保措
置の完全実施 「７０歳まで働ける企業」の、
普及・促進に向けて、その社会的重要性と企
業にとっての必要性を事業主に確実に理解し
てもらえるよう創意工夫をこらし、積極性を
持って業務に取り組むとともに、必要に応じ
て職業安定機関との連携の下、高齢者雇用を
めぐる状況の変化に対応した機動的な業務運
営に努める。

(1)高年齢者等の雇用の機会の確保等に資する(1)高年齢者等の雇用機会の確保等に資 (1)高年齢者等の雇用機会の確保等に資
事業主又はその事業主の団体に対して給付金する事業主又はその事業主の団体に対 する事業主又はその事業主の団体に対
を支給することに関する事項して給付金を支給することに関する事 して給付金を支給することに関する事

項項

高年齢者等の雇用の安定を図る観点から、① 高年齢者等の雇用の安定を図る観 高年齢者等の雇用の安定を図る観点
定年の廃止又は引上げ、継続雇用制度の導入点から、定年の廃止、６５歳以上 から、定年の廃止又は引上げ、継続雇
・定着等による高年齢者等の雇用の確保や再への定年の引上げ及び継続雇用制 用制度の導入・定着等による高年齢者
就職援助等を図るため、機構が実施する各種度の導入等による高年齢者等の雇 等の雇用の確保や再就職援助等を図る
給付金支給業務については、その政策目的に用の確保や再就職援助等を図るた ため、機構が実施する各種給付金支給
のっとり、適正かつ効率的な運営を図る。め、機構が実施する各種給付金支 業務については、その政策目的にのっ

給業務については、法律の目的に とり、適正かつ効率的な運営を図る。
のっとり、適正かつ効率的な運営
を図ること。

① 給付金の効果的活用の促進に向けた周知ア 給付金の効果的活用の促進に向け
・広報及び事務手続の簡素合理化た周知・広報及び事務手続の簡素合

理化

イ ホームページに掲載している各種給付金事業主等の利便性を図るため、各
の支給要件、助成額、申請方法、申請書等種給付金の支給要件、助成額、申請
の様式及び申請書等に添付する添付書類一窓口の所在地等をホームページ等で
覧表等の説明について、一層容易に理解で公開するとともに、支給要件等に変
きるよう改善を行う。更があった場合は当該変更が確定し
支給要件等に変更があった場合は当該変た日から７日以内にホームページ等

更が確定した日から７日以内にホームペーで公開する。
ジ等で公開する。

ロ 地方業務部門は職業安定機関、関係機関給付金の効果的活用を促進するた
・団体等との連携の下、周知業務を積極的め、職業安定機関との連携を図り、
に行う。様々な機会を通じて事業主等に対す
地方業務部門は職業安定機関との間に連る積極的な周知・広報を行う。

絡会議を設け、相互の情報交換を密にする
とともに、事業主説明会の共催、各種対外
配布文書等への給付金関係記事の掲載依頼
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等を行う。また、機構本部は、地方業務部
門の周知活動の状況を把握し、その結果に
ついて全国の地方業務部門にフィードバッ
クすることにより、連携による給付金の効
果的な活用の更なる促進を図る。

ハ 「定年引上げ等奨励金」について 「７重点的に周知・広報を行うべきと 、
０歳まで働ける企業」の実現に向けた企業認められる給付金については、予算
の取組を促進・支援するため、制度の内容の範囲内で、新聞広告、一般誌の広
を新聞広告、事業主団体の広報誌等を活用告等を活用して周知を図る。
して広く周知を図る。
このうち新設される「高年齢者職域拡大

等助成金」及び「高年齢者雇用確保充実奨
励金」については、機構本部が所有してい
る事業所情報等に基づき作成する活用が見
込まれる企業又は事業主団体のリストに基
づき地方業務部門が直接訪問等により周知
の徹底に努める。
「高年齢者等共同就業機会創出助成金」

については、平成２３年６月末日をもって
制度が廃止されることから、ホームページ
や定期刊行誌「エルダー」等への掲載によ
り制度廃止について広く周知を図る。

ニ 事業主にとって分かりやすいパンフレッ事業主にとって分かりやすい各種
トや支給申請の手引等を作成し、地方業務給付金のパンフレットや支給申請の
部門の窓口において配布するとともに、職手引等を作成し、地域センターの地
業安定機関その他の関係機関において配布方業務部門（以下「地方業務部門」
する。という ）及び職業安定機関等におい。

て事業主等に配布する。

ホ 適正支給に配慮しつつ、被保険者資格や適正支給に配慮しつつ、申請様式
雇用保険料納付の確認書類を必要最小限にの簡略化、添付書類の簡素化等によ
するなど添付書類を簡素化し事務手続の簡る事務手続の簡素合理化を図る。
素合理化を図る。

② 適正な支給業務の実施② 高年齢者等の雇用に関する事業主 イ 適正な支給業務の実施
イ 支給申請事業所に対する計画的な調査を等への給付金支給については、職 厳正な審査と支給申請事業所に対
実施するため、地方業務部門ごとの調査実業安定機関と密接な連携を図る体 する計画的な調査を行い、疑義のあ
施件数の目標値を示し、地方業務部門はこ制を確保し、適切な情報提供等を るものについては電話での所在確認、
れに基づき、調査を実施する。図ることにより、適正な支給業務 無予告での事業所訪問、実地での従
特に、高年齢者等共同就業機会創出助成の実施を図ること。 業員の雇用確認等を行うことにより、

金については、支給申請書提出時の現況確不正受給防止対策を一層強化する。
認のための調査に加え、事業計画提出時の
事業所の活動や就業実態の確認のための調
査を全申請事業主に対して実施することと
し、２度にわたり全申請事業主の調査を実
施するほか、電話での所在確認及び無予告
での事業所訪問を徹底するなど不正受給防
止対策を更に強化する。

ロ 不正受給が発生した場合は、再発防止の不正受給が発生した場合は、再発
観点からその原因を究明し、厚生労働省又防止の観点からその原因を究明し、
は都道府県労働局等その他関係機関に対し関係機関に対して適切な情報提供を
て適切な情報提供を行うとともに、必要な行うとともに、必要な不正受給防止
不正受給防止対策を講ずる。対策を講ずる。

ハ 適正な支給業務を実施するため、機構適正な支給業務を実施するため、
本部は、４月に地方業務部門の給付金業務給付金業務担当者会議を開催し、支
担当者会議、６月に給付金調査業務担当者給業務に関する問題点等について情
地区別研修会を開催し、高年齢者等共同就報交換を行う。
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業機会創出助成金について、機構本部が過
去の不適正支給事例を分析し防止策をまと
めた「不正受給事例集」を活用し、地方業
務部門に対して、不正受給の手口、傾向に
ついて具体的に説明し、防止するための確
認方法を指導するとともに、他の給付金に
ついても、申請事業所における定年引上げ
等申請内容の実態確認の具体的な方法等を
指示すること等により効果的な給付金調査
業務の実施を図る。

ニ 機構本部及び地方業務部門は、厚生労働厚生労働省又は都道府県労働局等
省又は都道府県労働局等その他関係機関とその他関係機関との間において、支
の間において、支給業務の問題点等に対す給業務の問題点等に対する情報交換
る情報交換等を定期的に行い、適切な支給等を定期的に行い、適切な支給業務
業務の実施を図る。の実施を図る。

【評価項目３ 給付金の支給業務】 自己評価 評定

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］ ［数値目標］
・支給要件等の変更があった場合は当該変更が確定した日か ・支給要件等の変更があった場合は当該変更が確定した日から７日以

ら７日以内にホームページ等で公開すること。 内にホームページ等で公開すること。

平成22年度 ６日後に公開
平成21年度 ６日後及び３日後（仕事始めの１月４日）に公開
平成20年度 変更日から２日以内に公開

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ２ (１) ① 給付金の効果的活用の促進に向けた周 第２ ２ (１) ① 給付金の効果的活用の促進に向けた周知・広報

知・広報及び事務手続の簡素合理化 及び事務手続の簡素合理化

・ホームページ等で事業主等の利便性に配慮した情報提供を ・ホームページ等で事業主等の利便性に配慮した情報提供を行ってい
行っているか。 るか。

・支給要件等に変更があった場合は７日以内にホームページ ・支給要件等に変更があった場合は７日以内にホームページ等を修正
等を修正しているか。 しているか。

・事業主等に対する積極的な周知・広報を行うため、職業安 ・事業主等に対する積極的な周知・広報を行うため、職業安定機関と
定機関との連携を図っているか。 の連携を図っているか。

、・事業主にとって分かりやすい各種給付金のパンフレット等 ・事業主にとって分かりやすい各種給付金のパンフレット等を作成し
を作成し、事業主等に配布しているか。 事業主等に配布しているか。

・事務手続の簡素合理化を図るため、申請様式の簡略化、添 ・事務手続の簡素合理化を図るため、申請様式の簡略化、添付書類の
付書類の簡素化等を図っているか。 簡素化等を図っているか。

第２ ２ (１) ② 適正な支給業務の実施 第２ ２ (１) ② 適正な支給業務の実施

・不正受給防止を図るため、厳正な審査と支給申請事業所に ・不正受給防止を図るため、厳正な審査と支給申請事業所に対する計
対する計画的な調査を行っているか。 画的な調査を行っているか。

・不正受給が発生した場合は、原因を究明した上で、必要な ・不正受給が発生した場合は、原因を究明した上で、必要な不正受給
不正受給防止対策を講じているか。 防止対策を講じているか。
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・機構及び受託法人は、厚生労働省又は都道府県労働局等と ・厚生労働省又は都道府県労働局等との間において、支給業務の問題 ・平成２３年３月３１日付け変更認可された中期計画に基づく変
の間において、支給業務の問題点等に対する情報交換等を 点等に対する情報交換等を定期的に行っているか。 更。
定期的に行っているか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（４） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事１ 高年齢者等に係る雇用関係業務に ２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に
項関する事項 関する事項

(2)高年齢者等の雇用に関する技術的事項につ(2)高年齢者等の雇用に関する技術的事 (2)高年齢者等の雇用に関する技術的事
いて、事業主その他の関係者に対して相談そ項について、事業主その他の関係者に 項について、事業主その他の関係者に
の他の援助を行うことに関する事項対して相談その他の援助を行うことに 対して相談その他の援助を行うことに

関する事項関する事項

希望者全員を対象とする継続雇用制度の導高年齢者等の安定した雇用の確保、 高年齢者雇用確保措置に関する事業
入 「７０歳まで働ける企業」の実現、小規雇用管理改善等の実施、高年齢者等の 主の取組、高年齢者等の雇用管理改善 、
模企業における６５歳までの雇用確保措置の多様な就業ニーズに応じた就業機会の 等、高年齢者等の職業の安定を図るた
完全実施等の重点課題に資するため、高年齢確保を図るために、職業安定機関と連 めの多様な就業機会の確保に関して、
者雇用確保措置に関する事業主の取組、高年携しつつ、事業主等に対して必要な支 事業主等に対する支援を職業安定機関
齢者等の雇用管理改善等、高年齢者等の職業援を実施すること。 と十分に連携しつつ、効果的に実施す
の安定を図るための多様な就業機会の確保にる。
関して、相談・援助、実践的手法の開発、啓
発広報活動等を職業安定機関と十分に連携し
つつ、効果的に実施する。

① 高年齢者雇用アドバイザー及び７０歳雇① 高年齢者雇用アドバイザー等によ ア 高年齢者雇用アドバイザー等によ
用支援アドバイザーによる相談・援助等のる相談・援助等の実施 る相談・援助等の実施
実施
高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援「希望者全員を対象とする継続雇 希望者全員を対象とする継続雇用
助は、６５歳までの安定した雇用を確保す用制度の導入 「７０歳まで働ける 制度の導入 ７０歳まで働ける企業」、 、「 」
るため、雇用管理改善に取り組もうとする企業の実現 「小規模企業における の実現、小規模企業における６５歳」、
又は取り組む必要がある事業主に対して実６５歳までの雇用確保措置の完全実 までの雇用確保措置の完全実施等の
施する。施」等に資するため、高年齢者雇用 重点課題に資するため、高年齢者雇
その実施に当たっては、６５歳までの高アドバイザー等を活用して、執行の 用アドバイザー及び７０歳雇用支援

年齢者雇用確保措置の未実施企業、とりわ効率化を図りつつ、機構の蓄積する アドバイザーが 事業主等に対して、 、
け小規模企業に対する高年齢者雇用確保措専門的知見を基に事業主等に対する 企業診断システムを活用して対象企
置の実施・定着を図るための相談・援助及高年齢者等の雇用の技術的問題全般 業の課題等を把握する等により、毎
び希望者全員を対象とする制度を導入するに関する相談・援助を行い、相談・ 年度延べ３０，０００件の相談・援

。援助を実施した事業主等に対して追 助を計画的かつきめ細かく実施する。 ための相談・援助に重点を置いて実施する
小規模企業に対する６５歳までの高年齢跡調査を実施し、７０％以上の利用 実施後は、相談・援助を行った事業

者雇用確保措置の実施・定着を図るための事業主等において、具体的な課題改 主等に対して追跡調査を実施し、有
相談・援助については、職業安定機関が重善効果が見られるようにすること。 効回答のうち７０％以上の事業主等
点的に行う集団指導・個別指導との一体的また、当該調査結果を分析し、高 において、具体的な課題改善効果が
取組として、３１人以上５０人以下規模企年齢者雇用アドバイザー等の業務の 見られるようにする。
業に対して実施する。質の向上を図ること。 高年齢者雇用アドバイザーによる
また、継続雇用制度の年齢を義務年齢に相談・援助は、６５歳までの高年齢

合わせて段階的に引き上げることとしてい者雇用確保措置の未実施企業、とり
る企業に対しては、平成２５年４月１日かわけ小規模な企業に対する高年齢者
ら義務年齢が６５歳へ引き上げられること雇用確保措置の実施・定着を図るた
を周知するとともに、６５歳までの引上げめの相談・援助、希望者全員を対象
及び希望者全員が働ける制度への変更を促とする制度を導入するための相談・
す。援助及び継続雇用制度の対象者を就

業規則等により定めることができる
経過措置期間の終了後において、労
使協定による適切な基準を定めるた
めの相談・援助に重点を置いて実施
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する。

７０歳雇用支援アドバイザーによる相談７０歳雇用支援アドバイザーによ
・援助は 「７０歳まで働ける企業」の実現る相談・援助は 「 ７０歳まで働け、「 、
に向けた提言を踏まえ 「７０歳まで働けるる企業」の実現に向けた提言」を踏 、
企業」の普及促進のため、６５歳までの高まえ、６５歳までの高年齢者雇用確
年齢者雇用確保措置の実施企業を中心に、保措置の実施企業を中心に、６５歳
６５歳を超える定年延長等の企業の自主的を超える定年延長等の企業の自主的
な取組を支援する。な取組を支援する。
支援に当たっては、これまでの取組の進

展を踏まえて平成２３年３月に取りまとめ
た提言「 ７０歳まで働ける企業」の取組み「

（ ）」の進展・拡大を目指して ２０１１年提言
に基づき、企業において７０歳雇用に取り
組むメリットや雇用管理面の課題への対応
のポイントを整理したリーフレットを新た

、 、に作成し ７０歳雇用支援アドバイザーが
これを活用して企業の高齢化や制度導入の
それぞれの状況に応じ、①６５歳以上の高
齢者を雇用していない企業に対してはまず
は６５歳以上の雇用を一歩前に進める、②
６５歳以上雇用を実現している企業に対し
ては次の段階として自然体で７０歳雇用に
つなげる、③運用により７０歳雇用を実現
している企業に対しては７０歳雇用が制度
として定着するよう、効果的かつ的確な相
談・援助を実施する。

平成２１年度をもって廃止した職場活性
化研修により行ってきた事業主に対するサ
ービスについてのニーズに応えるため、高
年齢者雇用アドバイザー及び７０歳雇用支
援アドバイザー（以下「高年齢者雇用アド
バイザー等」という ）が行う高齢者等の雇。

、用に関する事業主等への相談・援助として
企業等を会場として当該企業の職場管理者

。又は中高年従業員に対する研修を実施する

イ 高年齢者雇用確保措置等については、
事業主が取り組む際に課題となる賃金・退
職金制度又は人事管理制度等の見直し等に
対して、高年齢者雇用アドバイザー等が３
０，０００件以上の相談・援助を実施する
ことにより、高年齢者等の雇用管理の改善
に関する事業主の取組を支援する。
特に７０歳雇用支援アドバイザーによる

相談・援助は、都道府県労働局が策定する
国の目標（ ７０歳まで働ける企業」の割「
合を平成２２年度末を目途に２０％以上と
した上で、一層の普及を図る）を踏まえ、
年度別目標と具体的な取組等の戦略に基づ
き、６５歳までの雇用確保措置を導入して
いる企業であって７０歳雇用の制度化に至
っていない企業を重点に、支援効果が見込
まれる企業のリスト等を活用し、訪問対象
企業を労働局と共同して選定するなど、職
業安定機関と密接な連携を図りながら、計
画的に実施する。
また、企業診断システム及び仕事能力把

握ツール（以下「企業診断システム等」と
いう ）を積極的に活用して対象企業の能。
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力開発、職場環境整備、人事管理制度及び
健康・安全管理等に係る課題を把握するこ
とにより、具体的な解決案を提案する相談

、 ，・援助につなげることとし 運用件数は２
６００件以上とする。

相談・援助実施後は、利用事業主等に対
して追跡調査を実施し、有効回答のうち７
０％以上の事業主等において、具体的な課
題改善効果が見られるようにする。また、
効果がなかった旨の評価に対しては、自由
回答欄の記載を分析し、その原因等を把握
する等により、より利用者の満足が得られ
る内容となるよう随時見直しを図る。

ロ 高年齢者雇用アドバイザー等が、企業
に対する相談・援助の過程で、中高年従業
員の活用方法等や職業意欲の向上等の支援
のニーズを把握した場合には、企業の職場
管理者の能力向上及び意識改革、中高年従
業員の自己啓発促進等による職務遂行能力
の向上を図るための研修（以下「企業ニー
ズによる研修」という ）を効果的に実施。
する。

高年齢者雇用アドバイザー等は、企業診高年齢者雇用アドバイザー等は、 ハ
断システム等の活用や相談・援助によって相談・援助によって明らかになった
明らかになった課題に対して、その解決に高年齢者の継続雇用に当たっての条
向けた助言を行い、自力で解決することが件整備に関する具体的な解決案を提
できない事業主に対して具体的な解決案を案するなど企画立案サービスを積極
提案する企画立案サービスを積極的に実施的に実施する。
する。

ニ 高年齢者雇用アドバイザー等によるサー高年齢者雇用アドバイザー等によ
ビスの一層の質の向上を図るため、活動実るサービスの一層の質の向上を図る
態の把握を行うとともに、継続雇用制度等ため 相談・援助等の好事例の提供、 、
を導入した企業等の賃金・退職金制度、人事例検討会 実務研修等を実施する、 。
事管理制度等について、事例発表・意見交
換等を行う事例検討会を行う。
また、事例検討会で出された好事例を収

集・整理し、事例集等を作成し、高年齢者
雇用アドバイザー等に提供する。

ホ 社会の変化や事業主の経営環境の状態等
に対応した相談・援助の技術の向上を図る
ため、高年齢者雇用アドバイザー等に対し
て、企業診断システム等の効果的な活用や
企画立案サービス、企業ニーズによる研修
の効果的実施に資する実務研修等を実施す
る。
なお、実施に当たっては、企業等に対す

る高年齢者雇用に係る人事・労務管理上の
諸問題の具体的な解決策の提案や「７０歳
まで働ける企業」の実現に向けた企業の実
情に合わせた提案を行う資質や技術を高め
るため、事例発表、グループ討議を中心と
した研修内容とする。

ヘ 機構は、高年齢者雇用アドバイザー等が
実施する勉強会など自主的な資質向上への
取組を支援するため、研修会、勉強会等へ
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の機構職員の参加やメールマガジンの発行
を行う。

ト 高年齢者雇用に関する高度に専門的ない
し技術的な知識及び相談・援助の高い能力
と豊富な経験を有するゼネラルアドバイザ
ーを本部に配置し、高年齢者雇用アドバイ
ザー等に対し、企画立案等に係る相談・指

、 、導を行うとともに 必要に応じ現地に赴き
企業に対する相談・援助を当該アドバイザ
ーとともに実施する。

② 実践的手法の開発・提供② 実践的手法の開発・提供 イ 実践的手法の開発・提供
企業における高年齢者等の雇用に係る問高年齢者等の安定した雇用の確保 企業における高年齢者等の雇用に

、 、の促進を図るため、賃金、人事処遇 係る問題の解決、雇用管理の改善等 題の解決 雇用管理の改善等に資するため
事業主のニーズに配慮しつつ、高年齢者等制度等高年齢者等の雇用を進めてい に資するため、事業主のニーズに配

、く上での課題解決に資する実践的手 慮しつつ、高年齢者等の雇用に関す の雇用に関する必要な実践的手法を開発し
高年齢者雇用アドバイザー等が行う相談・法を開発し、また、事業主等と共同 る必要な実践的手法を開発し、高年
援助への活用を図るとともに、開発成果を研究を行うことにより、これらの成 齢者雇用アドバイザー等が行う相談
ホームページ等を通じて提供することによ果について高年齢者雇用アドバイザ ・援助への活用を図るとともに、開
り、事業主等の自主的な取組を支援する。ー等が行う相談・援助への活用を図 発成果をホームページ等を通じて提

るとともに、開発成果を事業主の利 供することにより、事業主等の自主
用しやすい報告書、マニュアル等の 的な取組を支援する。
成果物として事業主等に提供し、そ
の自主的な取組を支援すること。

イ 事業主支援手法等の開発① 事業主支援手法等の開発
「７０歳まで働ける企業」の普及・促進高年齢者雇用アドバイザー等に

等を進めていく上での課題となる要因を明よる相談・援助の効果的な実施に
らかにし、その解決を図るため、賃金・人資するため、事業主支援手法等を
事処遇制度等に関する調査研究等を行い、開発する。
事業主支援手法等を開発し、併せてその研
究成果を高年齢者雇用アドバイザー等の行
う相談・援助業務等への活用を図る。
また 「７０歳まで働ける企業」の普及、

を加速するため、高年齢者雇用アドバイザ
ー等が相談・援助を行う際にどのような情
報が必要か、また、どのような手法が効果
的かなどについてアドバイザー等からニー
ズ把握を行い、それをもとに新たな相談手
法や企業への情報提供のあり方について検
討を行う。

ロ 共同研究の実施及び先進企業事例の収集② 共同研究の実施及び先進企業の事
・提供例の収集・提供

、 、高年齢者等の雇用確保のための 高年齢者等の能力の有効活用 職域開発
モチベーション向上等に必要な調査研究を条件整備に必要な調査研究を事業
行おうとしている事業主等と共同して 職主等と共同で実施する。また、高 、「
務再設計 「人事・賃金 「能力開発 「健年齢者等の意欲、能力を活用した 」 」 」
康管理」をテーマとし、７０歳まで働ける多様な就業形態の開発等を支援す
企業への取組を中心とした共同研究を１０るとともに、高年齢者等の雇用を
件以上実施する。推進している先進企業の事例の収
また 「７０歳まで働ける企業」を実現集・提供を行う。 、

するためには、多様な働き方を考慮する必
要があることから、高齢者のニーズに応じ
た様々な就業形態を取り入れている企業の
事例を収集・提供するとともに、多様な就
業形態の開発等に取り組む企業を支援す
る。
さらに、高年齢者等の雇用を推進してい

る先進企業の事例を収集・提供するため、
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高齢者雇用に創意工夫を行っている先進的
企業等を表彰する「高年齢者雇用開発コン
テスト」の実施、７０歳までいきいきと働
ける企業事例を内容とする「７０歳いきい
き企業１００選（２０１１年版 」の作成）
を行う。

ハ 産業別ガイドライン策定支援③ 産業別ガイドライン策定支援
産業団体が学識経験者、産業団体代表者産業団体が学識経験者、産業団

等から構成する産業別高年齢者雇用推進委体代表者等から構成する産業別高
員会を開催し、高年齢者等の雇用促進のた年齢者雇用推進委員会を開催し、
めに解決すべき課題等について検討を行高年齢者等の雇用促進のために解
い、その結果に基づき高年齢者等の雇用を決すべき課題等について検討を行
より一層促進するために必要なガイドライい、その結果に基づき高年齢者等
ンを自主的に策定することを支援する。の雇用をより一層促進するために
平成２３年度は、新たに５団体（学習塾必要なガイドラインを自主的に策

業、内装工事業、牛乳・乳製品製造業、金定することを支援する。
属プレス加工業、パルプ・紙・紙加工品製
造業）について設置し、平成２２年度から
活動を続けている医療業等５団体と併せ
て、計１０団体について取組を支援する。

ニ 開発成果の普及・活用の促進④ 開発成果の普及・活用の促進
上記イからハまでによる実践的手法の開上記①から③までによる実践的

発等により得られた成果については、７０手法の開発により得られた成果に
歳雇用実現に向けた企業の取組事例、産業ついては、冊子等を作成し、事業
別ガイドライン等を簡潔にとりまとめた冊主等に配布するほか、常に情報の
子等を作成し、事業主等に配布するほか、抽出・整理ができるようデータベ
常に情報の抽出・整理ができるようデータースを構築し、当該開発成果に係
ベースを構築し、当該開発成果に係る情報る情報を蓄積・管理した上で、事
を蓄積・管理した上で、事業主等が有効に業主等が有効に活用できるようホ
活用できるようホームページで公開する。ームページで公開する。

③ 啓発広報活動等の実施③ 啓発広報活動等の実施 ウ 啓発広報活動等の実施
希望者全員を対象とする継続雇用制度の高年齢者等の雇用問題に関する情 希望者全員を対象とする継続雇用

導入 「７０歳まで働ける企業」の実現、６報の効率的な活用と国民の理解の促 制度の導入 ７０歳まで働ける企業、「 」 、
５歳までの高年齢者雇用確保措置の完全実進を図るため、高年齢者雇用確保措 の実現、６５歳までの高年齢者雇用
施など、意欲と能力がある限り年齢に関わ置及び高年齢者等の雇用に関する情 確保措置の完全実施など、意欲と能
りなく働き続けることができる社会の実現報及び資料の収集を計画的かつ効果 力がある限り年齢に関わりなく働き
に向け、事業主をはじめ社会全体の意識を的に実施するとともに、事業主等に 続けることができる社会の実現に向
醸成するため、１０月の高年齢者雇用支援対する情報の提供については、高齢 け、事業主をはじめ社会全体の意識
月間に高年齢者雇用開発コンテスト表彰式者雇用を支援する月間を設け、各種 を醸成するため、高齢者雇用を支援
を開催する。行事の開催、刊行誌の発行、ホーム する月間を設け、企業等が高齢者等
高年齢者雇用開発コンテスト表彰式は、ページへの掲載、マスメディア等の にとって働きやすい雇用環境にする

入賞企業の表彰、入賞企業等が創意工夫を活用により啓発広報活動を効果的か ために創意工夫を行った改善の事例
、つ積極的に展開すること。 の発表等を内容とする行事を開催す 行った改善事例の発表及び意見・情報交換

機構が開発した実践的手法及び共同研究等る。
の成果の公開等を効果的に組み合わせて実
施する。

また、高齢化対策、高年齢者等の雇用問高齢化対策、高年齢者等の雇用
題について、その具体的対応事例等を掲載問題について、その具体的対応事
した定期刊行誌「エルダー」を毎月作成・例等を掲載した定期刊行誌を毎月
発行し、事業主等に配布する。なお、作成発行する。また、ホームページを
に当たっては、読者アンケートや編集委員活用した情報提供、新聞・テレビ
会等の意見を踏まえ誌面の一層の充実を図といったマスメディア等の活用等
る。による啓発広報活動を実施する。
さらに、高齢化・高齢者雇用に関連する

統計データを取りまとめた冊子を作成し、
事業主等に配布するほか、ホームページを
活用した情報提供及びマスメディア等を活
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用した啓発広報活動を行う。

(3)労働者に対して、その高齢期における職業(3)労働者に対して、その高齢期におけ (3)労働者に対して、その高齢期におけ
生活の設計を行うことを容易にするために必る職業生活の設計を行うことを容易に る職業生活の設計を行うことを容易に
要な助言又は指導を行うことに関する事項するために必要な助言又は指導を行う するために必要な助言又は指導を行う

ことに関する事項ことに関する事項

高年齢者雇用確保措置の実施状況や団塊の高年齢者雇用確保措置の実施状況や 高年齢者雇用確保措置の実施状況や
世代の全員が６０歳に到達し、さらに平成２団塊の世代が６０歳に到達し、さらに 団塊の世代が６０歳に到達し、さらに
４年には６５歳に到達しはじめることを踏ま平成２４年には６５歳に到達しはじめ 平成２４年には６５歳に到達しはじめ
え、労働者が早い段階から自らのキャリア設ることを踏まえ、６５歳以降を視野に ることを踏まえ、６５歳以降を視野に
計を含めた職業生活の設計を行い、６５歳以入れた職業生活設計に重点を移し、労 入れた職業生活設計に重点を移し、労
降まで多様な働き方を選択し、自らの希望と働者が早い段階から自らの希望と能力 働者が早い段階から自らの希望と能力
能力に応じて働くことができるようにするたに応じた多様な働き方を選択し、実現 に応じた多様な働き方を選択し、実現
め、職業安定機関等と密接な連携を図りなができるようにするため、職業安定機関 できるようにするため、職業安定機関
ら、高齢期における職業生活の設計のための等と密接な連携を図りながら、高齢期 等と密接な連携を図りながら、高齢期
助言、援助を行う。における職業生活の設計のための助 における職業生活の設計のための助
実施に当たっては、高齢者雇用アドバイザ言、援助を行うこと。 言、援助を行う。

ー等が企業に対する相談・援助を行う過程で
把握したニーズに応じ、企業等を会場として
研修又は相談会により行う。

(4)６５歳までの雇用確保措置の導入・定着の(4)６５歳までの雇用確保措置の導入・ (4)６５歳までの雇用確保措置の導入・
ための小規模企業に重点をおいた支援を行う定着のための小規模企業に重点をおい 定着のための小規模企業に重点をおい
ことに関する事項た支援を行うことに関する事項 た支援を行うことに関する事項

小規模な企業において雇用確保措置の導入小規模な企業において雇用確保措置 小規模な企業において雇用確保措置
・定着が遅れている状況を踏まえ、支援対象の導入・定着が遅れている状況を踏ま の導入・定着が遅れている状況を踏ま
を小規模な企業に重点化し、小規模企業の特え、支援対象を小規模な企業に重点化 え、支援対象を小規模な企業に重点化
性を踏まえた、より効果的かつ効率的な事業し、小規模企業の特性を踏まえた、よ し、小規模企業の特性を踏まえた、よ
手法を検討し、その結果に基づき効果的かつり効果的かつ効率的な事業手法を検討 り効果的かつ効率的な事業手法を検討
効率的な運営を図る。し、その結果に基づき効果的かつ効率 し、その結果に基づき効果的かつ効率

的な業務運営を図ること。 的な運営を図る。

(5)高年齢者雇用支援業務の政策転換を見据え(5)高年齢者雇用支援業務の政策転換を (5)高年齢者雇用支援業務の政策転換を
た見直しに関する事項見据えた見直しに関する事項 見据えた見直しに関する事項

機構による高年齢者雇用支援業務は、６５機構による高年齢者雇用支援業務 機構による高年齢者雇用支援業務
歳までの雇用確保措置に係る相談援助等の対は、６５歳までの雇用確保に係る相談 は、６５歳までの雇用確保措置に係る
象企業の重点化・縮小や、新たな課題として援助等の対象企業の重点化・縮小や、 相談援助等の対象企業の重点化・縮小
６５歳以上の雇用確保に係る業務が見込まれ新たな課題として６５歳以上の雇用確 や、新たな課題として６５歳以上の雇
る一方、社会経済情勢や法施行の状況等の関保に係る業務が見込まれる一方、社会 用確保に係る業務が見込まれる一方、
連諸施策の動向に影響を受けることなどを勘経済情勢や法施行の状況等の関連諸施 社会経済情勢や法施行の状況等の関連
案し、平成２５年度以降の高年齢者雇用支援策の動向に影響を受けることなどを勘 諸施策の動向に影響を受けることなど
業務の実施体制・実施方法については、引き案し、平成２５年度以降の高年齢者雇 を勘案し、平成２５年度以降の高年齢
続き現行の枠組みで実施することが合理的か用支援業務の実施体制・実施方法につ 者雇用支援業務の実施体制・実施方法
つ効果的・効率的かについて、第２期中期目いては、引き続き現行の枠組みで実施 については、引き続き現行の枠組みで
標期間終了時までに検討し、結論を得ることすることが合理的かつ効果的・効率的 実施することが合理的かつ効果的・効
としているので、厚生労働省の検討に資するかについて、第２期中期目標期間終了 率的かについて、第２期中期目標期間
ように必要な連携を図る。時までに検討し、結論を得ることとし 終了時までに検討し、結論を得ること

ているので、厚生労働省の検討に資す としているので、厚生労働省の検討に
るように必要な連携を図ること。 資するように必要な連携を図る。

自己評価 評定

評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等

【評価項目４ 高年齢者雇用アドバイザー等による相談・援 評価項目４ 高年齢者雇用に関する相談・援助 実践的手法の開発 ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づく変【 、 、
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助及び小規模企業に重点を置いた６５歳までの雇用確保措 啓発等】 更。
置の導入・定着支援】

【評価項目５ 高年齢者雇用に関する実践的手法の開発・提
供】

【評価項目６ 啓発事業（高齢者関係 】）

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に ［数値目標］※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値について、
ついて、年度計画において設定した目標値 年度計画において設定した目標値

・高年齢者雇用アドバイザー及び７０歳雇用支援アドバイザ ・高年齢者雇用アドバイザー及び７０歳雇用支援アドバイザーが、事
ーが、事業主等に対して、毎年度延べ３０，０００件の相 業主等に対して、毎年度延べ３０，０００件の相談・援助を計画的
談・援助を計画的かつきめ細かく実施すること。 かつきめ細かく実施すること。

平成22年度 33,702件
平成21年度 32,893件
平成20年度 32,456件

・企業診断システム及び仕事能力把握ツールの運用件数は２ ・企業診断システム及び仕事能力把握ツールの運用件数は２，６００，
６００件以上とすること。 件以上とすること。

平成22年度 3,150件（平成22年度目標：2,600件）
平成21年度 2,795件（平成21年度目標：2,100件）
平成20年度 2,791件（平成20年度目標：1,800件）

・相談・援助を行った事業主等に対して追跡調査を実施し、 ・相談・援助を行った事業主等に対して追跡調査を実施し、有効回答
有効回答のうち７０％以上の事業主等において、具体的な のうち７０％以上の事業主等において、具体的な課題改善効果が見
課題改善効果が見られるようにすること。 られるようにすること。

平成22年度 82.3％
平成21年度 83.0％
平成20年度 86.9％

・高年齢者等の能力の有効活用等に必要な調査研究を行おう ・高年齢者等の能力の有効活用等に必要な調査研究を行おうとしてい
としている事業主等と共同して、７０歳まで働ける企業へ る事業主等と共同して、７０歳まで働ける企業への取組を中心とし
の取組を中心とした共同研究を１０件以上実施すること。 た共同研究を１０件以上実施すること。

平成22年度 10件
平成21年度 11件
平成20年度 11件

・新たに５団体（水産煉製品製造業、葬儀業、医療業、添乗 ・新たに５団体（学習塾業、内装工事業、牛乳・乳製品製造業、金属 ・平成２３年度計画に基づく変更。
サービス業、とび・土工工事業）について産業別高年齢者 プレス加工業、パルプ・紙・紙加工品製造業）について産業別高年
雇用推進委員会を設置すること。 齢者雇用推進委員会を設置すること。

平成22年度 ５団体
平成21年度 ５団体
平成20年度 ５団体
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・平成２１年度から活動を続けている警備業等５団体と併せ ・平成２２年度から活動を続けている医療業等５団体と併せて、計１ ・平成２３年度計画に基づく変更。
て、計１０団体について高年齢者等の雇用をより一層促進 ０団体について高年齢者等の雇用をより一層促進するために必要な
するために必要なガイドラインを自主的に策定することを ガイドラインを自主的に策定することを支援すること。
支援すること。

平成22年度 10団体（新規５、継続５）
平成21年度 15団体（新規５、継続10）
平成20年度 16団体（新規５、継続11）

・高齢化対策、高年齢者等の雇用問題について、その具体的 （削除） ・平成２３年度計画に基づく削除。
対応事例等を掲載した定期刊行誌「エルダー」を月６０，
０００部作成・発行し、事業主等に配布すること。

平成22年度 月60,000部
平成21年度 月60,000部
平成20年度 月60,000部

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ２ (2) ① 高年齢者雇用アドバイザー及び７０歳雇 第２ ２ (2) ① 高年齢者雇用アドバイザー及び７０歳雇用支援ア

用支援アドバイザーによる相談・援助等の実施 ドバイザーによる相談・援助等の実施

・高年齢者雇用アドバイザー等が、事業主等に対して、毎年 ・高年齢者雇用アドバイザー等が、事業主等に対して、毎年度延べ３
， 。度延べ３０，０００件の相談・援助を計画的かつきめ細か ０ ０００件の相談・援助を計画的かつきめ細かく実施しているか

く実施しているか。

・追跡調査の回答者のうち７０％以上から具体的な課題改善 ・追跡調査の回答者のうち７０％以上から具体的な課題改善効果が見
効果が見られた旨の評価が得られたか。 られた旨の評価が得られたか。

・高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助は、６５歳ま ・高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助は、６５歳までの高年
での高年齢者雇用確保措置の未実施企業、とりわけ小規模 齢者雇用確保措置の未実施企業、とりわけ小規模な企業に対する相
な企業に対する相談・援助、希望者全員を対象とする制度 談・援助、希望者全員を対象とする制度を導入するための相談・援
を導入するための相談・援助及び継続雇用制度の対象者の 助及び継続雇用制度の対象者の基準を労使協定により定めるための
基準を労使協定により定めるための相談・援助に重点を置 相談・援助に重点を置いて実施しているか。
いて実施しているか。

・７０歳雇用支援アドバイザーによる相談・援助は、６５歳 ・７０歳雇用支援アドバイザーによる相談・援助は、６５歳までの高
までの高年齢者雇用確保措置の実施企業を中心に、６５歳 年齢者雇用確保措置の実施企業を中心に、６５歳を超える定年延長
を超える定年延長等の企業の自主的な取組を支援している 等の企業の自主的な取組を支援しているか。
か。

・高年齢者雇用アドバイザー等は、企画立案サービスを積極 ・高年齢者雇用アドバイザー等は、企画立案サービスを積極的に実施
的に実施しているか。 しているか。

・高年齢者雇用アドバイザー等によるサービスの一層の質の ・高年齢者雇用アドバイザー等によるサービスの一層の質の向上を図
向上を図るため、相談・援助等の好事例の提供、事例検討 るため、相談・援助等の好事例の提供、事例検討会、実務研修等を
会、実務研修等を実施しているか。 実施しているか。

第２ ２ (2) ② イ 事業主支援手法等の開発 第２ ２ (2) ② イ 事業主支援手法等の開発

・高年齢者雇用アドバイザー等による相談・援助の効果的な ・高年齢者雇用アドバイザー等による相談・援助の効果的な実施の観
実施の観点から調査研究のテーマを設定しているか。 点から調査研究のテーマを設定しているか。

・研究成果を相談・援助業務等に活用しているか。 ・研究成果を相談・援助業務等に活用しているか。

第２ ２ (2) ② ロ 共同研究の実施及び先進企業事例の 第２ ２ (2) ② ロ 共同研究の実施及び先進企業事例の収集・提
収集・提供 供
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・高年齢者等の雇用確保のための条件整備に必要な調査研究 ・高年齢者等の雇用確保のための条件整備に必要な調査研究を事業主
を事業主等と共同で実施しているか。 等と共同で実施しているか。

・高年齢者等の雇用を推進している先進企業の事例の収集・ ・高年齢者等の雇用を推進している先進企業の事例の収集・提供を行
提供を行っているか。 っているか。

第２ ２ (2) ② ハ 産業別ガイドライン策定支援 第２ ２ (2) ② ハ 産業別ガイドライン策定支援

・産業別高年齢者雇用推進委員会において、高年齢者等の雇 ・産業別高年齢者雇用推進委員会において、高年齢者等の雇用促進の
用促進のために解決すべき課題等について検討を行ってい ために解決すべき課題等について検討を行っているか。
るか。

・産業団体がガイドラインを自主的に策定することについて ・産業団体がガイドラインを自主的に策定することについて支援を行
支援を行っているか。 っているか。

第２ ２ (2) ② 二 開発成果の普及・活用の促進 第２ ２ (2) ② 二 開発成果の普及・活用の促進

・実践的手法の開発により得られた成果について、冊子等を ・実践的手法の開発により得られた成果について、冊子等を作成し、
作成し、事業主等に配布するほか、事業主等が有効に活用 事業主等に配布するほか、事業主等が有効に活用できるようホーム
できるようホームページで情報提供を行っているか。 ページで情報提供を行っているか。

第２ ２ (2) ③ 啓発広報活動等の実施 第２ ２ (2) ③ 啓発広報活動等の実施

・高齢者雇用を支援する月間における事例発表等について、 ・高齢者雇用を支援する月間における事例発表等について、高年齢者
高年齢者等の雇用の確保の重要性を参加者に理解させるよ 等の雇用の確保の重要性を参加者に理解させるような内容になって
うな内容になっているか。 いるか。

・定期刊行誌の一層の充実に向けた検討を行っているか。 ・定期刊行誌の一層の充実に向けた検討を行っているか。

・ホームページを活用した情報提供、新聞・テレビといった ・ホームページを活用した情報提供、新聞・テレビといったマスメデ
マスメディア等の活用等による啓発広報活動を実施してい ィア等の活用等による啓発広報活動を実施しているか。
るか。

第２ ２ (4) ６５歳までの雇用確保措置の導入・定着のた 第２ ２ (4) ６５歳までの雇用確保措置の導入・定着のための小規
めの小規模企業に重点をおいた支援を行うことに関する事 模企業に重点をおいた支援を行うことに関する事項
項

、 、・支援対象を小規模な企業に重点化し、小規模企業の特性を ・支援対象を小規模な企業に重点化し 小規模企業の特性を踏まえた
踏まえた、より効果的かつ効率的な事業手法を検討し、そ より効果的かつ効率的な事業手法を検討し、その結果に基づく効果
の結果に基づく効果的かつ効率的な運営に取り組んでいる 的かつ効率的な運営に取り組んでいるか。
か。

第２ ２ (5) 高年齢者雇用支援業務の政策転換を見据えた 第２ ２ (5) 高年齢者雇用支援業務の政策転換を見据えた見直しに
見直しに関する事項 関する事項

・平成２５年度以降の高年齢者雇用支援業務の実施体制・実 ・平成２５年度以降の高年齢者雇用支援業務の実施体制・実施方法に
、 。施方法に関する厚生労働省の検討に資するよう、必要な連 関する厚生労働省の検討に資するよう 必要な連携を図っているか

携を図っているか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（５） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す
る事項る事項

(1)障害者職業センターの設置運営業務の実施(1)障害者職業センターの設置運営業務 (1)障害者職業センターの設置運営業務
に関する事項の実施に関する事項 の実施に関する事項

障害者職業センターにおける職業リハビリ障害者職業センターにおける職業リ 障害者職業センターにおける職業リ
テーション関係業務については、障害者雇用ハビリテーションについては、障害者 ハビリテーション関係業務について
納付金関係業務等と有機的な連携を図るとと各人の障害の種類及び程度並びに希 は、障害者雇用納付金関係業務等と有
もに、サービスを希望する者の就労支援ニー望、適性、職業経験等の条件に応じ、 機的な連携を図るとともに、サービス
ズをできる限り的確に把握しつつ、職業安定総合的かつ効果的に実施すること。そ を希望する者の就労支援ニーズをでき
機関を始め、福祉、教育、医療機関等の関係のために、各関係機関との連携を図る る限り的確に把握しつつ、職業安定機
機関との密接な連携の下、適正かつ効果的にとともに、職業リハビリテーションの 関を始め、福祉、教育、医療機関等の
業務を実施する。実施に係る目標を設定し、厳格な外部 関係機関との密接な連携の下、適正か
また、効率的かつ効果的な業務の実施に資評価を実施すること。 つ効果的に業務を実施する。

するため、外部のリハビリテーション専門家・ 障害者職業総合センター 以下 総 また、効率的かつ効果的な業務の実（ 「
から構成する職業リハビリテーション専門部合センター」という ）については、 施に資するため、外部のリハビリテー。
会において厳格な評価を実施する。職業リハビリテーションの中核的機 ション専門家による厳格な評価を実施

関としての機能を最大限発揮するこ する。
と。

・ 広域障害者職業センター 以下 広（ 「
域センター」という ）については、。
全国の広範な地域から職業的重度障
害者を受け入れるとともに、地域セ
ンターについては、各都道府県にお
ける中核的な職業リハビリテーショ
ン機関として、職業安定機関、障害
者就業・生活支援センター、就労移
行支援事業者等とのネットワークを
構築し、連携の強化や各種情報の共
有化を図り、職業リハビリテーショ
ンに係る人材の育成や関係機関に対
する助言・援助に取り組むこと。

①職業リハビリテーションの総合的・効果的① 職業リハビリテーションの総合的 ア 職業リハビリテーションの総合的
な実施・効果的な実施 ・効果的な実施
イ 障害者の個々の特性に応じた専門的支援ア 障害者の個々の特性に応じた専門 ① 障害者の個々の特性に応じた専門
の実施的支援の実施 的支援の実施
・ 地域センターにおいては、発達障害者・ 地域センターについては、サー ・ 地域センターにおいては、発達
等に対する専門的支援を始め、地域におビスを希望する者の就労支援ニー 障害者等に対する専門的支援を始

、ズをできる限り的確に把握し、第 め、地域における就労支援機関の ける就労支援機関の整備状況等を踏まえ
どの地域においても適切な職業リハビリ２期中期目標期間中に延べ１２ 整備状況等を踏まえ、どの地域に
テーションを均等・公平に受けられるよ５ ０００人以上の障害者に対し おいても適切な職業リハビリテー， 、
うにした上で、他の機関では支援が困難より就職・職場定着に結びつく効 ションサービスを均等・公平に受
な障害者に対する職業リハビリテーショ果的な職業リハビリテーションサ けられるようにした上で、他の機

、ービスを実施すること。 関では支援が困難な障害者に対す ンサービスを重点的に実施することとし
２５，０００人以上の障害者に対し、効各地域における就労支援機関の る職業リハビリテーションサービ
果的な職業リハビリテーションサービス状況を踏まえ、どの地域において スを重点的に実施することとし、
を実施する。も、適切な職業リハビリテーショ 第２期中期目標期間中に延べ１２
なお、メンタルヘルス分野等におけるンを均等・公平に受けられるよう ５ ０００人以上の障害者に対し， 、

医療機関と積極的に連携し、精神障害者にした上で、就職等の困難性の高 効果的な職業リハビリテーション
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の復職支援（リワーク支援 ・再就職支援い障害者（精神障害者、発達障害 サービスを実施する。なお、メン ）
を効果的に行うとともに、ニート等の自者、難病者等）に対する専門的支 タルヘルス分野等における医療機

、援を重点的に実施すること。 関との連携による精神障害者に対 立支援機関や教育機関との連携を強化し
発達障害を有するより多くの若者に対しなお、メンタルヘルス分野にお する復職（リワーク ・再就職支）
て、的確かつ幅広い職業リハビリテーシける医療機関との連携による精神 援を行うとともに、ニート等の自
ョンサービスを実施する。障害者に対するリワーク・再就職 立支援機関や教育機関との連携に

支援を行うとともに、ニート等の よる、発達障害を有する若者に対
自立支援機関や教育機関との連携 する支援の充実を図る。
による、発達障害を有する若者に
対する支援の充実に努めること。

福岡障害者職業センターにおいては、
平成２０年度末に廃止したせき髄損傷者
職業センターから引き継いだ業務につい
て、利用者一人一人の特性・ニーズ等に
対応した職業リハビリテーションを実施
するとともに、総合せき損センターから
の要請に応じて、訪問による職業評価及
び職業指導を行う。

・ 効果的な職業リハビリテーションサー・ 的確な職業評価とインフォーム
ビスを実施するため、的確な職業評価とドコンセント（説明と同意）に基

（ ）づいて、個々の障害者の特性に応 インフォームドコンセント 説明と同意
に基づいて、個々の障害者の特性に応じじた職業リハビリテーション計画
た職業リハビリテーション計画を１７，を策定することとし、第２期中期
０００件以上策定する。目標期間中に当該計画を延べ８

５，０００件以上策定する。

・ 個々の障害者の特性を踏まえ作成した・ 障害者の就労の可能性を高め ・ 個々の障害者の特性を踏まえ作
指導カリキュラムに基づき、基本的労働るため、地域センターにおける職 成した指導カリキュラムに基づ
習慣の獲得、職業に関する知識の習得、業準備訓練、職業講習の実施によ き、職業準備訓練及び職業講習を
社会生活技能の向上等を図る職業準備支り、第２期中期目標期間中におい 的確かつ効果的に実施することに
援(※)を的確かつ効果的に実施することて７５％以上の対象者が就職等に より、障害者の就労の可能性を高
により、障害者の就労の可能性を高め、向かう次の段階（職業紹介、ジョ め、第２期中期目標期間中に７５
７５％以上の対象者が就職等に向かう次ブコーチ支援事業、職業訓練、職 ％以上の対象者が就職等に向かう
の段階（職業紹介、ジョブコーチ支援事場実習等）に移行できるようにす 次の段階（職業紹介、ジョブコー
業、職業訓練、職場実習等）へ移行できること。 チ支援事業、職業訓練、職場実習
るようにするとともに、職業紹介等の業また、経済・雇用失業情勢を踏 等）へ移行できるようにするとと
務を担当する職業安定機関との緊密な連まえつつ、職業紹介等の業務を担 もに、職業紹介等の業務を担当す
携を図り、その修了者の就職率が５０％当する職業安定機関との緊密な連 る職業安定機関との緊密な連携を
以上となることに資するため、その内容携を図り、第２期中期目標期間中 図り、その修了者の就職率が５０
の充実を図る。においてその修了者の就職率が５ ％以上となることに資するため、
さらに、発達障害者に対しては、総合０％以上となることに資するた その内容の充実を図る。なお、Ｏ

センター職業センターで開発された「ワめ、その内容の充実を図ること。 Ａ講習は、地域センターの専門的
ークシステム・サポートプログラム」のなお、ＯＡ講習は、地域センタ 支援への重点化、民間機関におけ
技法を活用し、東京など１０か所の地域ーの専門的支援への重点化、民間 る訓練機会の拡大及び障害者委託
センターにおいて実施している「発達障機関における訓練機会の拡大及び 訓練の拡大状況も踏まえ、廃止す

」 、障害者委託訓練の拡大状況も踏ま る。 害者に対する専門的支援 の試行実施を
北海道、埼玉及び香川に拡大して実施すえ、廃止すること。
ることにより、地域センターの規模、都
道府県ごとの地域特性等に照らし、試行
の検証を行い、すべての地域センターに
よる本格実施の支援内容及び体制のあり
方を検討する。
また、当該専門的支援を試行実施する

地域センターのカウンセラー、総合セン
ターの研究員等による「発達障害者に対
する専門的支援プロジェクト委員会」を
設け、試行センターのバックアップを行
うとともに、効果的な支援技法の検証を
行う。
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（※ 「職業準備支援」は、職業準備訓練）
若しくは職業講習又はこれらの組み合
わせにより行う、就職等に向かう次の
段階へ着実に移行させるための支援で
ある。具体的には、職業準備訓練又は
職業講習を組み合わせ、地域センター
内での作業支援、職業準備講習カリキ
ュラム又は精神障害者自立支援カリキ
ュラムの方式により、個々の対象者の
特性を踏まえて実施している。

・ 職場適応援助者（ジョブコーチ）によ・ ジョブコーチ支援事業について ・ 職場適応援助者 ジョブコーチ（ ）
、 、は、社会福祉法人等に配置される による障害者、事業主等への支援 る障害者 事業主等への支援については

社会福祉法人等に配置されるジョブコージョブコーチの活動領域の拡大を については、社会福祉法人等に配
チの活動領域の拡大を図ること等を踏ま図ること等を踏まえ、第２期中期 置されるジョブコーチの活動領域
え、他の機関では支援が困難な障害者に目標期間中において１０，５００ の拡大を図ること等を踏まえ、第
対する支援を重点的に実施する。これに人以上の障害者を対象に支援を実 ２期中期目標期間中に１０，５０
より、１，９００人以上の障害者を対象施し、８０％以上の定着率を達成 ０人以上の障害者を対象に的確に
に支援を的確に実施し、支援終了者の職すること。 実施し、支援終了者の職場への定
場への定着率が８０％以上となるように着率が８０％以上となるようにす
する。る。
また、ジョブコーチ支援事業推進協議

会の開催等により、地域センターのジョ
ブコーチ及び社会福祉法人等に配置され
るジョブコーチが、それぞれ又は協同し
て行う支援が効果的に実施されるよう、

、当該支援事案についてのケーススタディ
支援技法等に関する情報交換・提供、連
携方法の協議等を行う。

・ 精神障害者の新規雇入れ、復職及び雇・ 精神障害者の新規雇入れ、復職 ・ 精神障害者の新規雇入れ、復職
用継続を促進するため、精神障害者雇用及び雇用継続を促進するため、地 及び雇用継続を促進するため、地
支援連絡協議会の効果的な運営等を通じ域における支援ネットワークを構 域における精神障害者雇用支援ネ
地域における精神障害者雇用支援ネット築して、主治医等関係者との密接 ットワークを構築・整備しつつ、
ワークを構築・整備しつつ、主治医、事な連携を図り、障害者に対する職 主治医、事業主、家族等関係者と
業主、家族等関係者との緊密な連携を図業指導及び作業支援、事業主に対 の緊密な連携を図り、障害者に対
り、障害者に対する職業指導及び作業支する雇用管理の助言・援助等を総 する職業指導及び作業支援、事業
援、事業主に対する雇用管理の助言・援合的に実施すること。 主に対する雇用管理の助言・援助
助等を総合的に行う精神障害者総合雇用また、最近におけるうつ病等の 等を総合的に行う精神障害者総合
支援を実施する。精神障害による休職者の大幅な増 雇用支援を実施する。
また、最近におけるうつ病等の精神障加や休職と復職を繰り返す、休職 また、最近におけるうつ病等の

害による休職者の大幅な増加及び休職と期間が長期化するといった復職支 精神障害による休職者の大幅な増
復職を繰り返す、休職期間が長期化する援の困難な事案の割合の高まりに 加や休職と復職を繰り返す、休職
といった復職支援の困難な事案の割合の対応するため、総合センターが中 期間が長期化するといった復職支
高まりに対応するため、総合センターが心となって開発した最新の支援技 援の困難な事案の割合の高まりに
中心となって開発した最新の支援技法を法を導入した個別実践型リワーク 対応するため、総合センターが中
導入した個別実践型リワークプログラムプログラムにより、多様な精神障 心となって開発した最新の支援技
により、多様な精神障害者を対象に復帰害者を対象に個別状況に応じたよ 法を導入した個別実践型リワーク
後の環境への適応にも重点を置きつつ個り効果的な復職支援を行うこと。 プログラムにより、多様な精神障
別状況に応じたより効果的な復職支援をこれらにより、第２期中期目標 害者を対象に復帰後の環境への適
実施する。支援に当たっては、事業主、期間中において、精神障害者９， 応にも重点を置きつつ個別状況に
主治医等に対する積極的な周知活動を行０００人以上を対象に専門的な支 応じたより効果的な復職支援を行
い、より多くの精神障害者が復職支援を援を行い、復職支援及び雇用継続 う。
受けられるようにするとともに、個別の支援終了者の７５％以上が復職又 これらにより、第２期中期目標
支援に際しては、これら関係者との十分は雇用継続できるようにするこ 期間中に精神障害者９，０００人

、 。と。 以上を対象に積極的かつ効果的に な連携を行い 効果的な支援を実施する
これらにより、精神障害者１，９５０実施し、復職支援及び雇用継続支

人以上を対象に積極的かつ効果的に支援援終了者の復職・雇用継続率が７
を実施する。５％以上となるようにする。
また、復職支援及び雇用継続支援終了

者について、復職・雇用継続率が７５％
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以上となるようにする。

・ 地域センターからジョブコーチによる・ 地域センターからジョブコーチ
支援又は精神障害者総合雇用支援を受けによる支援又は精神障害者総合雇
た障害者に対してアンケート調査を実施用支援を受けた障害者に対してア
し、有効回答のうち８０％以上の障害者ンケート調査を実施し、有効回答
から効果があった旨の評価が得られるよのうち８０％以上の障害者から効
うにする。果があった旨の評価を得られるよ

うにする。

・ 広域障害者職業センター（以下「広域・ 広域センターについては、全国 ・ 広域障害者職業センター(以下
センター」という ）については、全国のの広範な地域から職業的重度障害 「広域センター」という。)につ 。
広範な地域から職業的重度障害者を受け者を受け入れるという本来の役割 いては、全国の広範な地域から職
入れるという本来の役割を十分に果たすを十分に果たすよう、地域センタ 業的重度障害者を受け入れるとい
よう、職業安定機関、地域センター及びーと連携して対象者の把握・支援 う本来の役割を十分に果たすよ
その他関係機関との積極的な連携によりを行う等運営の改善を図ること。 う、職業安定機関及び地域センタ
対象者の把握・支援等を行う。ーと連携して対象者の把握・支援

等を行う。

ロ 障害者の雇用管理に関する専門的な支援イ 障害者の雇用管理に関する専門的 ② 障害者の雇用管理に関する専門的
の実施な支援の実施 な支援の実施
地域センターにおいて、職業安定機関が地域センターにおいて、職業リ 地域センターにおいて、障害者

実施する雇用率達成指導等と連携しつつ、ハビリテーション専門機関の立場 の雇用管理に関する事項について、
障害者の雇用管理に関する事項について、から、事業主に対する雇用管理に 職業リハビリテーション専門機関
職業リハビリテーション専門機関の立場か関する助言その他の援助を事業主 の立場から、事業主に対する的確
ら、事業主に対する的確な支援を実施し、のニーズに応じて的確に実施し、 な支援を実施し、障害者の就職又
障害者の就職又は職場適応を促進する。実障害者の就職又は職場適応を促進 は職場適応を促進する。実施に当
施に当たっては、必要に応じ医療、社会教すること。 たっては、必要に応じ医療、社会
、 、 、教育、社会福祉、工学等の専門家 育 社会福祉 工学等の専門家と連携して

事業主等に対する的確かつ効果的な支援がと連携して、事業主等に対する的
行われるようにする。確かつ効果的な支援が行われるよ
また、採用、職場定着等の各段階での事うにする。

業主の障害者雇用の取組に応じた支援を推
、 、進するため 共通の課題を有する事業主が

グループワーク方式で事例発表、意見交換
等を行うことにより雇用管理上の課題や解
決の糸口をつかむ機会を設けるとともに、
課題解決のための助言・援助を行う事業主
支援ワークショップを実施し、自主的な取
組を促進する。

的確な支援を実施するため、事業主のニ的確な支援を実施するため、事
ーズに応じた事業主支援計画に基づく支援業主のニーズに応じた事業主支援
を積極的に実施することとし、当該計画を計画に基づく支援を積極的に実施
５，５００件以上策定する。また、当該計することとし、第２期中期目標期
画に基づく支援を受けた事業主に対して追間中に事業主支援計画を延べ２７，
跡調査を実施し、有効回答のうち７０％以５００件以上策定する。また、当
上の事業主から具体的な課題改善効果が見該計画に基づく支援を受けた事業
られた旨の評価が得られるようにする。主に対して追跡調査を実施し、有

効回答のうち７０％以上の事業主
において具体的な課題改善効果が
見られるようにする。

ホ 職業リハビリテーション関係業務と障害
者雇用納付金関係業務との協力・連携の強
化
地方において委託により実施してきた障

害者雇用納付金関係業務について、平成２
３年度より機構が直接実施することから、
質の高い事業主支援を実施し、障害者の就
職又は職場適応を促進するため、定期的な
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連絡会議の開催、相互の業務に関する職員
研修、事業主からの照会・相談等に係る迅
速な取次ぎ、事業所への同行訪問を実施す
る等により、職業リハビリテーション関係
業務と障害者雇用納付金関係業務との協力
・連携の強化を図る。

自己評価 評定

評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等

【評価項目７ 地域障害者職業センターにおける障害者及び 【評価項目５ 地域障害者職業センターにおける障害者及び事業主に ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づく変
事業主に対する専門的支援】 対する専門的支援】 更。

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］ ［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に ［数値目標］ ［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値について、※ ※
ついて、年度計画において設定した目標値 年度計画において設定した目標値

， 、・第２期中期目標期間中に延べ１２５，０００人以上の障害 ・第２期中期目標期間中に延べ１２５ ０００人以上の障害者に対し
者に対し、より就職・職場定着に結びつく効果的な職業リ より就職・職場定着に結びつく効果的な職業リハビリテーションサ
ハビリテーションサービスを実施すること。 ービスを実施すること。
２５，０００人以上の障害者に対し、効果的な職業リハビ ２５，０００人以上の障害者に対し、効果的な職業リハビリテー
リテーションサービスを実施すること。 ションサービスを実施すること。

平成22年度 29,864人
平成21年度 28,428人
平成20年度 27,435人

・第２期中期目標期間中に職業リハビリテーション計画を延 ・第２期中期目標期間中に職業リハビリテーション計画を延べ８５，
べ８５，０００件以上策定すること。 ０００件以上策定すること。
個々の障害者の特性に応じた職業リハビリテーション計画 個々の障害者の特性に応じた職業リハビリテーション計画を１７，
を１７，０００件以上策定すること。 ０００件以上策定すること。

平成22年度 24,493件
平成21年度 23,204件
平成20年度 19,823件

・第２期中期目標期間中に７５％以上の対象者が就職等に向 ・第２期中期目標期間中に７５％以上の対象者が就職等に向かう次の
かう次の段階（職業紹介、ジョブコーチ支援事業、職業訓 段階（職業紹介、ジョブコーチ支援事業、職業訓練、職場実習等）
練、職場実習等）へ移行できるようにすること。 へ移行できるようにすること。
７５％以上の対象者が就職等に向かう次の段階 職業紹介 ７５％以上の対象者が就職等に向かう次の段階（職業紹介、ジョ（ 、
ジョブコーチ支援事業、職業訓練、職場実習等）へ移行で ブコーチ支援事業、職業訓練、職場実習等）へ移行できるように
きるようにすること。 すること。

平成22年度 88.1％
平成21年度 83.6％
平成20年度 80.1％

・第２期中期目標期間中において職業準備訓練及び職業講習 ・第２期中期目標期間中において職業準備訓練及び職業講習の修了者
の修了者の就職率が５０％以上となることに資するため、 の就職率が５０％以上となることに資するため、その内容の充実を
その内容の充実を図ること。 図ること。
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職業準備訓練及び職業講習の修了者の就職率が５０％以上 職業準備訓練及び職業講習の修了者の就職率が５０％以上となる
となることに資するため、その内容の充実を図ること。 ことに資するため、その内容の充実を図ること。

平成22年度 67.5％
平成21年度 56.7％
平成20年度 52.2％

・ジョブコーチ支援事業については、第２期中期目標期間中 ・ジョブコーチ支援事業については、第２期中期目標期間中において
において１０ ５００人以上の障害者を対象に支援を実施し １０，５００人以上の障害者を対象に支援を実施し、８０％以上の定， 、
８０％以上の定着率を達成すること。 着率を達成すること。
職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援については、 職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援については、１，９ ・平成２３年度計画に基づく変更。
２，１００人以上の障害者を対象に支援を的確に実施し、 ００人以上の障害者を対象に支援を的確に実施し、支援終了者の
支援終了者の職場への定着率が８０％以上となるようにす 職場への定着率が８０％以上となるようにすること。
ること。

【対象者数】 【定着率】

平成22年度 3,302人 平成22年度 87.6％
平成21年度 3,087人 平成21年度 84.8％
平成20年度 3,064人 平成20年度 84.5％

・第２期中期目標期間中において、精神障害者９，０００人 ・第２期中期目標期間中において、精神障害者９，０００人以上を対
以上を対象に専門的な支援を行い、復職支援及び雇用継続支 象に専門的な支援を行い、復職支援及び雇用継続支援終了者の７５％
援終了者の７５％以上が復職又は雇用継続できるようにす 以上が復職又は雇用継続できるようにすること。
ること。
精神障害者総合雇用支援を精神障害者１，９５０人以上を 精神障害者総合雇用支援を精神障害者１，９５０人以上を対象に
対象に積極的かつ効果的に実施する。また、復職支援及び 積極的かつ効果的に実施する。 また、復職支援及び雇用継続支援
雇用継続支援終了者について、復職・雇用継続率が７５％ 終了者について、復職・雇用継続率が７５％以上となるようにす
以上となるようにすること。 ること。

【対象者数】 【復職・雇用継続率】

平成22年度 2,459人 平成22年度 82.0％
平成21年度 2,023人 平成21年度 80.8％
平成20年度 1,467人 平成20年度 80.2％

・地域センターからジョブコーチによる支援又は精神障害者 ・地域センターからジョブコーチによる支援又は精神障害者総合雇用
総合雇用支援を受けた障害者に対してアンケート調査を実 支援を受けた障害者に対してアンケート調査を実施し、有効回答の
施し、有効回答のうち８０％以上の障害者から効果があっ うち８０％以上の障害者から効果があった旨の評価が得られるよう
た旨の評価が得られるようにすること。 にすること。

【ジョブコーチ支援】 【精神障害者総合雇用支援】

平成22年度 94.0％ 平成22年度 99.1％
平成21年度 91.4％ 平成21年度 96.7％
平成20年度 92.7％ 平成20年度 96.3％

・第２期中期目標期間中に事業主支援計画を延べ２７，５０ ・第２期中期目標期間中に事業主支援計画を延べ２７，５００件以上
０件以上策定すること。 策定すること。
事業主のニーズに応じた事業主支援計画を５，５００件 事業主のニーズに応じた事業主支援計画を５，５００件以上策定
以上策定すること。 すること。

平成22年度 10,874件
平成21年度 9,831件
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平成20年度 7,120件

・第２期中期目標期間中に事業主支援計画に基づく支援を受 ・第２期中期目標期間中に事業主支援計画に基づく支援を受けた事業
けた事業主に対して追跡調査を実施し、有効回答のうち７ 主に対して追跡調査を実施し、有効回答のうち７０％以上の事業主
０％以上の事業主において具体的な課題改善効果が見られ において具体的な課題改善効果が見られるようにする。
るようにする。
事業主支援計画に基づく支援を受けた事業主に対して追跡 事業主支援計画に基づく支援を受けた事業主に対して追跡調査を
調査を実施し、有効回答のうち７０％以上の事業主から具 実施し、有効回答のうち７０％以上の事業主から具体的な課題改
体的な課題改善効果が見られた旨の評価が得られるように 善効果が見られた旨の評価が得られるようにすること。
すること。

平成22年度 92.1％
平成21年度 91.5％
平成20年度 90.3％

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ３ (1) ① イ 障害者の個々の特性に応じた専門的 第２ ３ (1) ① イ 障害者の個々の特性に応じた専門的支援の実

支援の実施 施

， 、・第２期中期目標期間中に延べ１２５，０００人以上の障害 ・第２期中期目標期間中に延べ１２５ ０００人以上の障害者に対し
者に対し、効果的な職業リハビリテーションサービスを実 効果的な職業リハビリテーションサービスを実施するための取組を
施するための取組を進めているか。 進めているか。

・的確な職業評価とインフォームドコンセント 説明と同意 ・的確な職業評価とインフォームドコンセント（説明と同意）に基づ（ ）
に基づいて、第２期中期目標期間中に延べ８５，０００件 いて、第２期中期目標期間中に延べ８５，０００件以上の職業リハ
以上の職業リハビリテーション計画を策定するための取組 ビリテーション計画を策定するための取組を進めているか。
を進めているか。

・第２期中期目標期間中に７５％以上の対象者が就職等に向 ・第２期中期目標期間中に７５％以上の対象者が就職等に向かう次の
かう次の段階に移行できるための取組を進めているか。 段階に移行できるための取組を進めているか。

・第２期中期目標期間中において職業準備訓練、職業講習の ・第２期中期目標期間中において職業準備訓練、職業講習の修了者の
修了者の就職率が５０％以上となることに資するため、内 就職率が５０％以上となることに資するため、内容の充実を図って
容の充実を図っているか。 いるか。

・ＯＡ講習については、廃止するための取組を進めたか。 ・ＯＡ講習については、廃止するための取組を進めたか。

・第２期中期目標期間中にジョブコーチ支援対象者数１０， ・第２期中期目標期間中にジョブコーチ支援対象者数１０，５００人
５００人以上、定着率８０％以上となるための取組を進め 以上、定着率８０％以上となるための取組を進めているか。
ているか。

・第２期中期目標期間中に精神障害者９，０００人以上、復 ・第２期中期目標期間中に精神障害者９，０００人以上、復職支援及
職支援及び雇用継続支援終了者の復職・雇用継続率７５％ び雇用継続支援終了者の復職・雇用継続率７５％以上となるための
以上となるための取組を進めているか。 取組を進めているか。

・アンケート調査において回答者のうち８０％以上の障害者 ・アンケート調査において回答者のうち８０％以上の障害者から効果
から効果があった旨の評価が得られたか。 があった旨の評価が得られたか。

・広域障害者職業センターについて、全国の広範な地域から ・広域障害者職業センターについて、全国の広範な地域から職業的重
職業的重度障害者を受け入れることができるよう、職業安 度障害者を受け入れることができるよう、職業安定機関及び地域障

。定機関及び地域障害者職業センターと連携して対象者の把 害者職業センターと連携して対象者の把握・支援等を行っているか
握・支援等を行っているか。

第２ ３ (1) ① ロ 障害者の雇用管理に関する専門的な 第２ ３ (1) ① ロ 障害者の雇用管理に関する専門的な支援の実
支援の実施 施

・第２期中期目標期間中に事業主支援計画を延べ２７，５０ ・第２期中期目標期間中に事業主支援計画を延べ２７，５００件以上
０件以上策定するための取組を進めているか。 策定するための取組を進めているか。
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・追跡調査の回答者のうち７０％以上から具体的な課題改善 ・追跡調査の回答者のうち７０％以上から具体的な課題改善効果が見
効果が見られた旨の評価が得られたか。 られた旨の評価が得られたか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（６） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す
る事項る事項

(1)障害者職業センターの設置運営業務の実施(1)障害者職業センターの設置運営業務 (1)障害者職業センターの設置運営業務
に関する事項の実施に関する事項 の実施に関する事項

①職業リハビリテーションの総合的・効果的① 職業リハビリテーションの総合的 ア 職業リハビリテーションの総合的
な実施・効果的な実施 ・効果的な実施

ハ 地域の関係機関に対する職業リハビリテウ 地域の関係機関に対する職業リ ③ 地域の関係機関に対する職業リ
ーションに関する助言・援助等の実施ハビリテーションに関する助言・ ハビリテーションに関する助言・

援助等の実施援助等の実施
各地域における障害者就業・生活支援セ各地域における障害者就業・生 各地域における障害者就業・生

ンター、就労移行支援事業者その他の関係活支援センター、就労移行支援事 活支援センター、就労移行支援事
機関がより効果的な職業リハビリテーショ業者その他の関係機関がより効果 業者その他の関係機関がより効果
ンサービスの事業を実施することができる的な職業リハビリテーションサー 的な職業リハビリテーションサー
よう、地域センターにおいて、これらの関ビスを実施することができるよう ビスの事業を実施することができ、
係機関に対する職業リハビリテーションに地域センターにおいて、これらの るよう、地域センターにおいて、
関する技術的事項についての助言その他の関係機関に対する職業リハビリテ これらの関係機関に対する職業リ
援助を行うとともに、総合センターとの共ーションに関する技術的事項につ ハビリテーションに関する技術的
同によりこれらの関係機関の職員等への職いての助言その他の援助を行うと 事項についての助言その他の援助
業リハビリテーションに関する実践的な知ともに、総合センターとの共同に を行うとともに、総合センターと
識・技術等の向上のためのマニュアル・教よりこれらの関係機関の職員等へ の共同によりこれらの関係機関の
材の作成及び提供並びに実務的研修を実施の職業リハビリテーションに関す 職員等への職業リハビリテーショ
する。る実践的な知識・技術等の向上の ンに関する実践的な知識・技術等
実務的研修については、次により実施すためのマニュアル・教材の作成及 の向上のためのマニュアル・教材

る。び提供並びに実務的研修を実施す の作成及び提供並びに実務的研修
・ 地域センターにおける就労移行支援事ること。 を実施する。
業者の就労支援員等に対する職業リハビ
リテーションに関する実践的な知識・技
術等の向上のための実務的研修（年４７
回）

・ 総合センターにおける第１号又は第２
号ジョブコーチの支援スキル向上のため
の実務的研修（各年１回）
実施後は、助言・援助等を受けた関係機実施後は、助言・援助等を受け

関及びマニュアル・教材の提供を受けた者た関係機関及びマニュアル・教材
又は研修受講者の在籍する所属長に対しての提供を受けた者又は研修受講者
アンケート調査を実施し、有効回答のうちの在籍する所属長に対してアンケ
８０％以上の関係機関等から有用であったート調査を実施し、有効回答のう
旨の評価を得られるようにする。なお、こち８０％以上の関係機関等から有
れらのアンケート結果を踏まえ、助言・援用であった旨の評価を得られるよ
助等及びマニュアル・教材の内容、研修カうにする。
リキュラム等の充実を図る。
また、地域センターにおいて、障害者の

就業支援に関する関係機関等の共通認識を
形成するための職業リハビリテーション推
進フォーラムを開催する。

ニ 職業リハビリテーションの専門的な人材エ 職業リハビリテーションの専門的 ④ 職業リハビリテーションの専門的
の育成な人材の育成 な人材の育成
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職業リハビリテーション専門職である障職業リハビリテーションの発展 職業リハビリテーション専門職
害者職業カウンセラーの養成及び研修を実及び円滑な推進に資するため、総 である障害者職業カウンセラーの
施するとともに、医療・福祉等の分野の職合センターにおいて、障害者職業 養成及び研修を実施するとともに、
員等を対象に、職業リハビリテーションにカウンセラーの養成及び研修を実 医療・福祉等の分野の職員等を対
関する次の専門的、技術的研修を職種別・施するとともに、障害者就業・生 象に、職業リハビリテーションに
課題別に実施する等により、職業リハビリ活支援センターの職員や医療・福 関する次の専門的、技術的研修を
テーションの専門的な人材の育成を図る。祉等の分野の支援担当者等を対象 職種別・課題別に実施する等によ

に、職業リハビリテーションに関 り、職業リハビリテーションの専
する専門的・技術的研修を実施し 門的な人材の育成を図る。、
職業リハビリテーション人材の育
成を図ること。

・ 障害者就業・生活支援センターの就業・ 障害者就業・生活支援センター
支援担当者を養成するための研修（年７の就業支援担当者を養成するため
回）の研修

・ 職場適応援助者（ジョブコーチ）を養・ 職場適応援助者 ジョブコーチ（ ）
成するための研修（年７回）を養成するための研修

・ 発達障害者支援センターや発達障害者
の支援をしている機関において就業支援
を担当する職員を養成するための研修 年（
２回）

・ 医療・福祉等の分野における職業リハ・ 医療・福祉等の分野における職
ビリテーション実務者を養成するための業リハビリテーション実務者を養
研修（年２回）成するための研修

研修修了後は、研修受講者に対するアン
ケート調査を実施し、有効回答のうち８５
％以上の受講者から有用であった旨の評価
が得られるようにする。また、研修受講者
に対する追跡調査を実施し、有効回答のう
ち８０％以上の受講者から実務において研
修が役立っている旨の評価が得られるよう
にする。併せて、研修受講者の在籍する所
属長に対する追跡調査を実施し、有効回答
のうち６０％以上の所属長から実務におい
て研修が役立っている旨の評価が得られる
ようにする。なお、これらのアンケート結
果を踏まえ、研修カリキュラム等の充実を
図る。

自己評価 評定

評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等

【評価項目８ 地域の関係機関に対する助言・援助等及び職 【評価項目６ 地域の関係機関に対する助言・援助等及び職業リハビ ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づく変
業リハビリテーションの専門的な人材の育成】 リテーションの専門的な人材の育成】 更。

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］ ［数値目標］
・地域センターにおける就労移行支援事業者の就労支援員等 ・地域センターにおける就労移行支援事業者の就労支援員等に対する

に対する職業リハビリテーションに関する実務的研修を年 職業リハビリテーションに関する実務的研修を年４７回実施するこ
４７回実施すること。 と。

平成22年度 61回
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平成21年度 66回

・総合センターにおける第１号又は第２号ジョブコーチの支 ・総合センターにおける第１号又は第２号ジョブコーチの支援スキル
援スキル向上のための実務的研修を各年１回実施すること 向上のための実務的研修を各年１回実施すること。。

平成22年度 各１回
平成21年度 各１回

・助言・援助等を受けた関係機関に対してアンケート調査を ・助言・援助等を受けた関係機関に対してアンケート調査を実施し、
実施し、有効回答のうち８０％以上の関係機関から有用で 有効回答のうち８０％以上の関係機関から有用であった旨の評価が
あった旨の評価が得られるようにすること。 得られるようにすること。

平成22年度 99.3％
平成21年度 97.8％

・マニュアル・教材の提供を受けた者又は研修受講者の在籍 ・マニュアル・教材の提供を受けた者又は研修受講者の在籍する所属
する所属長に対してアンケート調査を実施し、有効回答の 長に対してアンケート調査を実施し、有効回答のうち８０％以上の
うち８０％以上の所属長から有用であった旨の評価が得ら 所属長から有用であった旨の評価が得られるようにすること。
れるようにすること。

平成22年度 93.9％
平成21年度 90.8％

・障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者を養成す ・障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者を養成するための
るための研修を年７回実施すること。 研修を年７回実施すること。

平成22年度 ７回（平成22年度目標：年７回）
平成21年度 ７回（平成21年度目標：年７回）
平成20年度 ９回（平成20年度目標：年９回）

・職場適応援助者（ジョブコーチ）を養成するための研修を ・職場適応援助者（ジョブコーチ）を養成するための研修を年７回実
年７回実施すること。 施すること。

平成22年度 ７回
平成21年度 ７回
平成20年度 ７回

・発達障害者支援センターや発達障害者の支援をしている機 ・発達障害者支援センターや発達障害者の支援をしている機関におい
関において就業支援を担当する職員を養成するための研修 て就業支援を担当する職員を養成するための研修を年２回実施する
を年２回実施すること。 こと。

平成22年度 ２回
平成21年度 ２回
平成20年度 ２回

・医療・福祉等の分野における職業リハビリテーション実務 ・医療・福祉等の分野における職業リハビリテーション実務者を養成
者を養成するための研修を年２回実施すること。 するための研修を年２回実施すること。

平成22年度 ２回
平成21年度 ２回
平成20年度 ２回

・研修修了後は、研修受講者に対するアンケート調査を実施 ・研修修了後は、研修受講者に対するアンケート調査を実施し、有効
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し、有効回答のうち８５％以上の受講者から有用であった 回答のうち８５％以上の受講者から有用であった旨の評価が得られ
旨の評価が得られるようにすること。 るようにすること。

平成22年度 98.3％
平成21年度 98.4％
平成20年度 97.8％

・研修受講者に対する追跡調査を実施し、有効回答のうち８ ・研修受講者に対する追跡調査を実施し、有効回答のうち８０％以上
０％以上の受講者から実務において研修が役立っている旨 の受講者から実務において研修が役立っている旨の評価が得られる
の評価が得られるようにすること。 ようにすること。

平成22年度 90.3％
平成21年度 91.1％
平成20年度 93.8％

・研修受講者の在籍する所属長に対する追跡調査を実施し、 ・研修受講者の在籍する所属長に対する追跡調査を実施し、有効回答
有効回答のうち６０％以上の所属長から実務において研修 のうち６０％以上の所属長から実務において研修が役立っている旨
が役立っている旨の評価が得られるようにすること。 の評価が得られるようにすること。

平成22年度 92.8％
平成21年度 92.6％
平成20年度 93.3％

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ３ (1) ① ハ 地域の関係機関に対する職業リハビ 第２ ３ (1) ① ハ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーシ

リテーションに関する助言・援助等の実施 ョンに関する助言・援助等の実施

・地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する ・地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援
助言・援助を行うとともに、マニュアル・教材の作成、提 助を行うとともに、マニュアル・教材の作成、提供及び実務的研修
供及び実務的研修を実施しているか。 を実施しているか。

・アンケート調査の回答者のうち８０％以上の関係機関等か ・アンケート調査の回答者のうち８０％以上の関係機関等から有用で
ら有用であった旨の評価が得られたか。 あった旨の評価が得られたか。

第２ ３ (1) ① ニ 職業リハビリテーションの専門的な 第２ ３ (1) ① ニ 職業リハビリテーションの専門的な人材の
人材の育成 育成

・職業リハビリテーションの専門的な人材の育成のための措 ・職業リハビリテーションの専門的な人材の育成のための措置を計画
置を計画的に行っているか。 的に行っているか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（７） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す
る事項る事項

(1)障害者職業センターの設置運営業務の実施(1)障害者職業センターの設置運営業務 (1)障害者職業センターの設置運営業務
に関する事項の実施に関する事項 の実施に関する事項

② 職業リハビリテーションに係る調査・研② 職業リハビリテーションに係る調 イ 職業リハビリテーションに係る調
究及び新たな技法の開発の実施とその普及査・研究及び新たな技法の開発の実 査・研究及び新たな技法の開発の実
・活用の推進施とその普及・活用の推進 施とその普及・活用の推進

総合センターにおいて、福祉から
雇用への流れを踏まえ、障害者雇用

、対策の対象者の拡大を図る観点から
新たな職業リハビリテーション技術
や支援ツールの開発を行い、その成
果の機構内外への普及を積極的に行
うとともに、成果の具体的な活用状
況を把握し、それを関係機関で共有
化し、さらなる活用を図ること。

イ 職業リハビリテーションに関する調査・ア 職業リハビリテーションに関する ① 職業リハビリテーションに関する
研究の実施調査・研究の実施 調査・研究の実施
障害者の職業リハビリテーションに関す職業リハビリテーションの充実 障害者の職業リハビリテーショ、

る施策の充実及び障害者職業センター等に向上に資するため、職業リハビリ ンに関する施策の充実及び障害者
おける関係業務の推進に資するため、中期テーションに関する調査・研究を 職業センター等における関係業務
計画に掲げる事項に重点を置いて調査・研実施すること。 の推進に資するため、次の事項に
究を実施する。平成２３年度に終了する下また、各研究テーマについて、 重点を置いて職業リハビリテーシ
記の（ｲ）のａ、ｂ、ｄ、ｅ、ｇ及びｈの研究の質を評価することが可能な ョンに関する調査・研究を実施す
６テーマについては、研究評価委員による指標を設定すること。 る。
評価を行い、中期計画に掲げる評価結果が
得られるようにする。
なお、総合的な研究テーマである下記のなお、通常の研究のほか、総合

（ｲ）のｃ及びｆ並びに（ﾛ）のｃについて的な研究テーマについてプロジェ
は、プロジェクト方式による研究を実施すクト方式による研究を実施する。
る。

・ 発達障害、精神障害、高次脳機
(ｲ) 継続テーマ能障害及び難病者等の職業リハビ
ａ 精神障害者の常用雇用への移行のたリテーションに関する先駆的な研

めの支援に関する研究究
ｂ 若年性認知症者の就労継続に関する・ 職業リハビリテーション業務を

研究－事業所における対応の現状と支行う地域センター等の現場の課題
援のあり方の検討－解決に資するための研究

ｃ 中小企業における障害者雇用促進の・ 地域の就労支援機関向けの有効
方策に関する研究な支援ツール等の開発のための研

ｄ 企業に対する障害者の職場定着支援究
の進め方に関する研究・ 国の政策立案に資する研究

ｅ 精神障害者の雇用管理のあり方に関
する研究第２期中期目標期間中に終了し

ｆ 障害の多様化に応じたキャリア形成た調査・研究について外部評価を
支援のあり方に関する研究行い、各調査・研究について、３

ｇ 欧米の障害者雇用法制及び施策に関分の２以上の評価委員から、４段
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する調査研究階中上から２段階以上の評価が得
ｈ 障害のある労働者の職業サイクルにられるようにする。

関する調査研究（第２期）

(ﾛ) 新規テーマ
ａ 若年者就労支援機関を利用する発達

障害のある若者の就労支援の課題に関
する研究

ｂ 視覚障害者の事務系職種での企業内
における職域拡大の取組に関する研究

ｃ 医療機関における精神障害者の就労
支援の実態についての調査研究

ｄ ＳＳＴを活用した事業主による支援
プログラムの開発

ロ 職業リハビリテーションに係る技法の開イ 職業リハビリテーションに係る技 ② 職業リハビリテーションに係る技
発法の開発 法の開発
福祉から雇用への流れを踏まえ、障害者福祉から雇用への流れを踏まえ 福祉から雇用への流れを踏まえ、 、

雇用対策の対象者の拡大に資するため、発障害者雇用対策の対象者の拡大に 障害者雇用対策の対象者の拡大に
達障害者や精神障害者等これまでの支援技資するため、先駆的な職業リハビ 資するため、発達障害者や精神障
法では効果の現れにくい障害者に対して、リテーション技法の開発を行い、 害者等これまでの支援技法では効
イで行う調査研究とあいまって、以下の３これまで開発した支援技法のニー 果の現れにくい障害者に対して、
テーマについて障害特性及び事業主ニーズズに応じた改良を行うこと。 ①で行う調査・研究とあいまって、
に応じた先駆的な職業リハビリテーション障害特性及び事業主のニーズに応
技法の開発を行い、実践報告書、研究発表じた先駆的な職業リハビリテーシ
等を通じて、その普及に努める。また、職ョン技法を開発する。
業センターにおいて新たに開発した技法を新たに開発した技法を活用した
活用したプログラムを実施するなどによ職業準備訓練等を実施するなどに
り、多様な障害者に対し効果的な職業リハより、多様な障害者に対し効果的
ビリテーションサービスを提供するとともな職業リハビリテーションを実施
に、開発した技法に改良を加える。するとともに、必要に応じ開発し

た技法に改良を加える。
(ｲ) 発達障害者の就労支援に関し、個々人
の多様な職業的課題に対応したアセスメ
ント技法や事業主支援技法の開発

(ﾛ) 在職精神障害者の職場復帰に関し、障
害特性に対応した効果的な支援技法の開
発

(ﾊ) 高次脳機能障害者の就労支援に関し、
失語症を伴う高次脳機能障害の特性に対
応した支援技法の開発

ハ 研究・開発成果の積極的な普及・活用ウ 研究・開発成果の積極的な普及・ ③ 研究・開発成果の積極的な普及・
活用活用

(ｲ) 職業リハビリテーション研究発表会の事業主や関係機関に対して、研 研究・開発成果の普及・活用を
開催究・開発の成果の普及を図るため 図るため、研究発表会の開催、学
職業リハビリテーションに関する調査の場を設けるとともに、職業リハ 会等での発表 各種研修での講義、 、

・研究、実践活動の成果を発表し、成果ビリテーションに関して職業リハ インターネット等を活用した情報
の普及を図り、我が国における職業リハビリテーションの関係者や事業主 提供等を行うとともに、職業リハ

、にとって利用しやすいマニュアル ビリテーションの関係者や事業主 ビリテーションの質的向上に資するため
職業リハビリテーションの研究及び実践や教材等を作成・公開すること。 にとって利用しやすいマニュアル、
に携わる関係者の参加を得て職業リハビまた、成果を関係機関で共有化す 教材、ツール等を第２期中期目標
リテーション研究発表会を障害者職業総るため、具体的な活用状況を把握 期間中に２０件以上作成する。
合センター及び地方会場（２か所以上）し、さらなる活用を図ること。
において開催する。

(ﾛ) 学会等での発表、各種研修での講義
研究成果について、関係学会等で２０

件以上発表するとともに、各種研修、講
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演会等において講義等を行う。

(ﾊ) インターネット等による研究成果の情
報発信
職業リハビリテーションに関する調査

・研究及び支援技法の開発の成果を研究
部門ホームページにおいて公開する。

(ﾆ) マニュアル、教材、ツール等の作成
職業リハビリテーションの関係者や事

業主にとって利用しやすいマニュアル、
教材、ツール等を４件以上作成する。

(ﾎ) 研究・開発成果の共有化研究・開発成果を関係機関で共
広域センター、地域センター、障害者有化するため、広域センター、地

就業・生活支援センター及び障害者雇用域センター及び障害者就業・生活
支援センターを対象に、アンケート調査支援センター等における研究・開
により研究・開発成果の活用状況を把握発成果の活用状況を把握し、研究
し、十分に活用していない旨の回答に対・開発成果の更なる普及・活用を
しては、自由回答欄の記載を分析し、そ図る。
の原因等を把握する等により、一層利用
しやすいマニュアル、教材、ツール等と
なるよう見直しを行い、研究・開発成果
の更なる普及・活用を図る。

自己評価 評定

評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等

【評価項目９ 職業リハビリテーションに係る調査・研究】 【評価項目７ 職業リハビリテーションに係る調査・研究】 ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づく変
更。

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］ ［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に ［数値目標］ ［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値について、※ ※
ついて、年度計画において設定した目標値 年度計画において設定した目標値

・第２期中期目標期間中に終了した調査・研究について外部 ・第２期中期目標期間中に終了した調査・研究について外部評価を行
評価を行い、各調査・研究について、３分の２以上の評価 い、各調査・研究について、３分の２以上の評価委員から、４段階
委員から、４段階中上から２段階以上の評価が得られるよ 中上から２段階以上の評価が得られるようにすること。
うにすること。
平成２２年度に終了する７テーマについて、研究評価委員 平成２３年度に終了する６テーマについて、研究評価委員によ ・平成２３年度計画に基づく変更。
による評価を行い、中期計画に掲げる評価結果が得られる る評価を行い、中期計画に掲げる評価結果が得られるようにす
ようにすること。 ること。

、平成22年度終了した７テーマについて３分の２以上の評価委員から
４段階中上から２段階以上の評価を得た。
・発達障害者の企業における就労・定着支援の現状と課題に関する

基礎的研究
・難病のある人の雇用管理の課題と雇用支援のあり方に関する研究

他５テーマ

・障害特性及び事業主ニーズに応じた先駆的な職業リハビリ ・障害特性及び事業主ニーズに応じた先駆的な職業リハビリテーショ
テーション技法の開発を３テーマ実施すること。 ン技法の開発を３テーマ実施すること。
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平成22年度 ３テーマ
平成21年度 ３テーマ
平成20年度 ３テーマ

・職業リハビリテーション研究発表会を障害者職業総合セン ・職業リハビリテーション研究発表会を障害者職業総合センター及び
ター及び地方会場２か所以上で開催すること。 地方会場２か所以上で開催すること。

平成22年度 障害者職業総合センター
及び地方会場３か所（秋田、大阪、愛媛）

平成21年度 障害者職業総合センター
及び地方会場３か所（宮城、香川、鹿児島）

平成20年度 障害者職業総合センター
及び地方会場３か所（北海道、愛知、宮崎）

・研究成果について関係学会等で２０件以上発表すること。 ・研究成果について関係学会等で２０件以上発表すること。

平成22年度 24件
平成21年度 28件
平成20年度 21件

・職業リハビリテーション関係者や事業主にとって利用しや ・職業リハビリテーション関係者や事業主にとって利用しやすいマニ
すいマニュアル、教材、ツール等を第２期中期目標期間中 ュアル、教材、ツール等を第２期中期目標期間中に２０件以上作成
に２０件以上作成すること。 すること。
職業リハビリテーションの関係者や事業主にとって利用し 職業リハビリテーションの関係者や事業主にとって利用しやすい
やすいマニュアル、教材、ツール等を４件以上作成するこ マニュアル、教材、ツール等を４件以上作成すること。
と。

平成22年度 ６件
平成21年度 ５件
平成20年度 ７件

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ３ (1) ② イ 職業リハビリテーションに関する調 第２ ３ (1) ② イ 職業リハビリテーションに関する調査・研究

査・研究の実施 の実施

・発達障害等の職業リハビリテーションに関する先駆的な研 ・発達障害等の職業リハビリテーションに関する先駆的な研究、職業
究、職業リハビリテーション業務を行う現場の課題解決に リハビリテーション業務を行う現場の課題解決に資するための研究
資するための研究等に重点をおいて職業リハビリテーショ 等に重点をおいて職業リハビリテーションに関する調査・研究を実
ンに関する調査・研究を実施しているか。 施しているか。

・各調査・研究について、外部評価を行い、それぞれ３分の ・各調査・研究について、外部評価を行い、それぞれ３分の２以上の
２以上の評価委員から、４段階中上から２段階以上の評価 評価委員から、４段階中上から２段階以上の評価が得られたか。
が得られたか。

第２ ３ (1) ② ロ 職業リハビリテーションに係る技法 第２ ３ (1) ② ロ 職業リハビリテーションに係る技法の開発
の開発

・福祉から雇用への流れを踏まえ、障害者雇用対策の対象者 ・福祉から雇用への流れを踏まえ、障害者雇用対策の対象者の拡大に
の拡大に資するため、先駆的な職業リハビリテーション技 資するため、先駆的な職業リハビリテーション技法の開発や開発し
法の開発や開発した技法の改良を行っているか。 た技法の改良を行っているか。

第２ ３ (1) ② ハ 研究・開発成果の積極的な普及・活 第２ ３ (1) ② ハ 研究・開発成果の積極的な普及・活用
用
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・研究発表会の開催、学会等での発表、各種研修での講義、 ・研究発表会の開催、学会等での発表、各種研修での講義、インター
インターネット等を活用した情報提供等を行っているか。 ネット等を活用した情報提供等を行っているか。

・職業リハビリテーションの関係者や事業主にとって利用し ・職業リハビリテーションの関係者や事業主にとって利用しやすいマ
やすいマニュアル、教材、ツール等を第２期中期目標期間 ニュアル、教材、ツール等を第２期中期目標期間中に２０件以上作
中に２０件以上作成するための取組を進めているか。 成するための取組を進めているか。

・広域障害者職業センター、地域障害者職業センター及び障 ・広域障害者職業センター、地域障害者職業センター及び障害者就業
、害者就業・生活支援センター等における研究・開発成果の ・生活支援センター等における研究・開発成果の活用状況を把握し

活用状況を把握し、研究・開発成果の更なる普及・活用を 研究・開発成果の更なる普及・活用を図っているか。
図っているか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（８） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す
る事項る事項

(2)障害者職業能力開発校の運営業務の実施に(2)障害者職業能力開発校の運営業務の (2)障害者職業能力開発校の運営業務の
関する事項実施に関する事項 実施に関する事項
機構が運営業務を行う障害者職業能力開機構が運営業務を行う障害者職業能 機構が運営業務を行う障害者職業能

発校に関しては、広域センターとの密接な力開発校に関しては、職業的重度障害 力開発校に関しては、広域センターと
連携の下、職業的重度障害者に対して、個者に対して、個々の訓練生の障害の程 の密接な連携の下、職業的重度障害者
々の訓練生の障害の程度、態様等を十分考度、態様等を十分考慮し、弾力的な運 に対して 個々の訓練生の障害の程度、 、
慮し、弾力的な運営を図るほか、個々の訓営を図るほか、個々の訓練生に適した 態様等を十分考慮し、弾力的な運営を
練生に適した訓練内容を定めるなど、障害訓練内容を定めるなど、障害者の障害 図るほか、個々の訓練生に適した訓練
者の障害の特性に応じたよりきめ細かな配の特性に応じたよりきめ細かな配慮を 内容を定めるなど、障害者の障害の特
慮を加え、他の障害者職業能力開発校等に加えた先導的な職業訓練を実施するこ 性に応じたよりきめ細かな配慮を加
成果を提供できるような先導的な職業訓練と。 え、他の障害者職業能力開発校等に成
を実施する。果を提供できるような先導的な職業訓

練を実施する。

① 職業訓練上特別な支援を要する障害者に① 職業訓練上特別な支援を要する障 ア 職業訓練上特別な支援を要する障
対する職業訓練の充実害者に対する職業訓練の充実 害者に対する職業訓練の充実
福祉から雇用への流れを踏まえ、受講者福祉から雇用への流れを踏まえ、 福祉から雇用への流れを踏まえ、

の拡大を図る観点から、職業安定機関、地受講者の拡大を図る観点から、関係 受講者の拡大を図る観点から、関係
域センター及びその他関係機関との一層緊機関との一層緊密な連携を図り、職 機関との一層緊密な連携を図り、職
密な連携を図り、職業的重度障害者、とり業的重度障害者、とりわけ精神障害 業的重度障害者、とりわけ精神障害
わけ精神障害者、発達障害者を含む職業訓者や発達障害者を含む職業訓練上特 者や発達障害者を含む職業訓練上特
練上特別な支援を要する障害者を積極的に別な支援を要する障害者を重点的に 別な支援を要する障害者を積極的に
受け入れ、その受講者に占める割合が平成受け入れること。 受け入れ、定員充足率が毎年度９５
２２年度を上回るようにするとともに、定％以上となるようにする。
員充足率が９５％以上となるようにする。
特に、精神障害者及び発達障害者に対す

る職業訓練を積極的に実施する。
広域センターが実施する企業アンケートまた、企業ニーズに的確に対応す 企業ニーズに的確に対応するとと

を通じて、あるいは、企業を対象として行るとともに、障害者の職域拡大を念 もに、障害者の職域拡大を念頭にお
う訓練見学会や受入講座の機会等を活用し頭において、より就職に結びつく職 いて、より就職に結びつく職業訓練
て、企業の訓練ニーズの広範な把握をし、業訓練の実施に努めること。このた の実施に努める。このため、企業に
企業ニーズに的確に対応するとともに、障め、企業による採用や職場適応につ よる採用や職場適応についてのノウ
害者の職域拡大を念頭において、個別カリいてのノウハウが確立されていない ハウが確立されていない職業訓練上
キュラムによる個別訓練など、より就職に職業訓練上特別な支援を要する障害 特別な支援を要する障害者について、
結びつく職業訓練の実施に努める。このた者について、雇入れ可能性のある企 雇入れ可能性のある企業の協力・連
め、企業による採用や職場適応についての業の協力・連携の下に、特注型の訓 携の下に、特注型の訓練メニューに
ノウハウが確立されていない職業訓練上特練メニューに基づく企業内訓練と就 基づく企業内訓練と就業継続のため
別な支援を要する障害者について、雇入れ業継続のための技術的支援の一体的 の技術的支援の一体的実施による先
可能性のある企業の協力・連携の下に、特実施による先導的職業訓練に取り組 導的職業訓練に取り組む。
注型の訓練メニューに基づく企業内訓練とむこと。
就業継続のための技術的支援の一体的実施
による先導的職業訓練の取組を拡大する。
また、引き続き厳しい経済・雇用失業情また、経済・雇用失業情勢を踏ま また、経済・雇用失業情勢を踏ま

勢に対応して、訓練受講者に対するより早えつつ、職業紹介等の業務を担当す えつつ、職業紹介等の業務を担当す
期からの就職支援及び事業主に対する訓練る職業安定機関との緊密な連携を図 る職業安定機関との緊密な連携を図
受講者の職業能力の情報提供等を実施するり、第２期中期目標期間中において り、訓練修了者等の就職率が８０％
とともに、職業紹介等の業務を担当する職修了者等の就職率が８０％以上とな 以上となることに資するため、指導
業安定機関との緊密な連携を図り訓練修了ることに資するため、カリキュラム 技法の開発、訓練カリキュラムの見
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者等の就職率が８０％以上となることに資の見直し等による訓練内容の充実を 直し等によりその内容の充実を図る。
するため、指導技法の開発、訓練カリキュ図ること。
ラムの見直し等によりその内容の充実を図
る。

(1)障害者職業センターの設置運営業務の実施(1)障害者職業センターの設置運営業務 (1)障害者職業センターの設置運営業務
に関する事項の実施に関する事項 の実施に関する事項
①職業リハビリテーションの総合的・効果的① 職業リハビリテーションの総合的 ア 職業リハビリテーションの総合的
な実施・効果的な実施 ・効果的な実施
イ 障害者の個々の特性に応じた専門的支援ア 障害者の個々の特性に応じた専門 ① 障害者の個々の特性に応じた専門
の実施的支援の実施 的支援の実施
・ 広域障害者職業センター（以下「広域・ 広域センターについては、全国 ・ 広域障害者職業センター(以下
センター」という ）については、全国のの広範な地域から職業的重度障害 「広域センター」という。)につ 。
広範な地域から職業的重度障害者を受け者を受け入れるという本来の役割 いては、全国の広範な地域から職
入れるという本来の役割を十分に果たすを十分に果たすよう、地域センタ 業的重度障害者を受け入れるとい
よう、職業安定機関、地域センター及びーと連携して対象者の把握・支援 う本来の役割を十分に果たすよ
その他関係機関との積極的な連携によりを行う等運営の改善を図ること。 う、職業安定機関及び地域センタ
対象者の把握・支援等を行う。ーと連携して対象者の把握・支援

等を行う。

② 障害者に対する指導技法等の開発・普及② 障害者に対する訓練技法等の開発 イ 障害者に対する指導技法等の開発
・普及・普及

先導的な職業訓練実施の成果をもとに、先導的な職業訓練実施の成果をも 先導的な職業訓練実施の成果を基
職業訓練上特別な支援を要する障害者に対とに、精神障害者や発達障害者を含 に、職業訓練上特別な支援を要する
する職業訓練内容、指導技法等をマニュアむ職業訓練上特別な支援を要する障 障害者に対する職業訓練内容、指導
ル等にとりまとめる。害者に対する職業訓練内容、指導技 技法等をマニュアル等にとりまとめ、
平成２３年度は、職業訓練上特別な支援法等をマニュアル等に取りまとめ、 他の障害者職業能力開発校等への提

を要する障害者である発達障害者及び重度他の障害者職業能力開発校に提供す 供、その訓練指導員に対する研修の
視覚障害者について、近年の職業訓練実施ること等により、障害者職業訓練全 実施等により、障害者職業訓練全体
の成果をもとに、マニュアル等の取りまと体のレベルアップに貢献すること。 のレベルアップに貢献する。指導技
めを行う。法等の開発成果については、障害者
また、発達障害者及び重度視覚障害者に職業能力開発校等へのアンケート調

ついてのものを含め開発した指導技法等を査を実施し、開発した指導技法等に
取りまとめたマニュアル等を、他の障害者係る職業訓練を実施又は実施を検討
職業能力開発校等へ提供するとともに、そしている障害者職業能力開発校等の
の障害者職業能力開発校等の職業訓練指導有効回答のうち８０％以上のものか
員等に対する研修の実施、障害者に対するら有用であった旨の評価が得られる
職業訓練の指導技法等を普及する障害者能ようにする。
力開発指導者交流集会の開催等により障害
者職業訓練全体のレベルアップに貢献す
る。
指導技法等の開発成果については、障害

者職業能力開発校等へのアンケート調査を
実施し、開発した指導技法等に係る職業訓
練を実施もしくは実施を検討している障害
者職業能力開発校等の有効回答のうち８０
％以上のものから有用であった旨の評価が
得られるようにする。

自己評価 評定

評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等

【評価項目１０ 障害者職業能力開発校の運営】 【評価項目８ 障害者職業能力開発校の運営】 ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づく変
更。

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等
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［数値目標］ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に ［数値目標］ ］内は第２期中期目標期間中の目標値について、※［ ※［
ついて、年度計画において設定した目標値 年度計画において設定した目標値

・職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入れ ・職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入れ、その受 ・平成２３年度計画に基づく変更。、
その受講者に占める割合が平成２１年度を上回るようにす 講者に占める割合が平成２２年度を上回るようにすること。
ること。

平成22年度 49.0％（142人）
平成21年度 47.2％（134人）
平成20年度 41.0％（112人）

・職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入れ ・職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入れ、定員充、
定員充足率が毎年度９５％以上となるようにすること。 足率が毎年度９５％以上となるようにすること。
※定員 280名 ※定員 280名

平成22年度 103.6％（290人）
平成21年度 101.4％（284人）
平成20年度 97.5％（273人）

・第２期中期目標期間中において修了者等の就職率が８０％ ・第２期中期目標期間中において修了者等の就職率が８０％以上とな
以上となることに資するため、カリキュラムの見直し等に ることに資するため、カリキュラムの見直し等による訓練内容の充
よる訓練内容の充実を図ること。 実を図ること。
訓練修了者等の就職率が８０％以上となることに資するた 訓練修了者等の就職率が８０％以上となることに資するため、
め、指導技法の開発、訓練カリキュラムの見直し等により 指導技法の開発、訓練カリキュラムの見直し等によりその内容
その内容の充実を図ること。 の充実を図ること。

平成22年度 83.9％
平成21年度 86.2％
平成20年度 89.4％

・指導技法等の開発成果については、障害者職業能力開発校 ・指導技法等の開発成果については、障害者職業能力開発校等へのア
等へのアンケート調査を実施し、開発した指導技法等に係 ンケート調査を実施し、開発した指導技法等に係る職業訓練を実施
る職業訓練を実施又は実施を検討している障害者職業能力 又は実施を検討している障害者職業能力開発校等の有効回答のうち
開発校等の有効回答のうち８０％以上のものから有用であ ８０％以上のものから有用であった旨の評価が得られるようにする
った旨の評価が得られるようにすること。 こと。

平成21年度の開発成果 97.3％
平成20年度の開発成果 91.4％

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ３ (2) ① 職業訓練上特別な支援を要する障害者に 第２ ３ (2) ① 職業訓練上特別な支援を要する障害者に対する職

対する職業訓練の充実 業訓練の充実

・職業的重度障害者、とりわけ精神障害者や発達障害者を含 ・職業的重度障害者、とりわけ精神障害者や発達障害者を含む職業訓
む職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入 練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入れ、定員充足率が
れ、定員充足率が毎年度９５％以上になるように取組を行 毎年度９５％以上になるように取組を行っているか。
っているか。

・企業による採用や職場適応についてのノウハウが確立され ・企業による採用や職場適応についてのノウハウが確立されていない
ていない職業訓練上特別な支援を要する障害者について、 職業訓練上特別な支援を要する障害者について、特注型の訓練メニ
特注型の訓練メニューに基づく企業内訓練と就業継続のた ューに基づく企業内訓練と就業継続のための技術的支援の一体的実
めの技術的支援の一体的実施による先導的職業訓練に取り 施による先導的職業訓練に取り組んでいるか。
組んでいるか。
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・訓練修了者等の就職率が８０％以上となることに資するた ・訓練修了者等の就職率が８０％以上となることに資するため、指導
め、指導技法の開発、訓練カリキュラムの見直し等により 技法の開発、訓練カリキュラムの見直し等によりその内容の充実を
その内容の充実を図っているか。 図っているか。

第２ ３ (2) ② 障害者に対する指導技法等の開発・普及 第２ ３ (2) ② 障害者に対する指導技法等の開発・普及

・職業訓練上特別な支援を要する障害者に対する職業訓練内 ・職業訓練上特別な支援を要する障害者に対する職業訓練内容、指導
容、指導技法等をマニュアル等にとりまとめ、他の障害者 技法等をマニュアル等にとりまとめ、他の障害者職業能力開発校等
職業能力開発校等への提供、その訓練指導員に対する研修 への提供、その訓練指導員に対する研修の実施等を行っているか。
の実施等を行っているか。

・アンケート調査の回答者のうち８０％以上の障害者職業能 ・アンケート調査の回答者のうち８０％以上の障害者職業能力開発校
力開発校等から有用であった旨の評価が得られたか。 等から有用であった旨の評価が得られたか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（９） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す
る事項る事項

(3)納付金関係業務等の実施に関する事項(3)納付金関係業務等の実施に関する事 (3)納付金関係業務等の実施に関する事
項項

障害者の雇用に関する事業主の社会
連帯責任の円滑な実現を図る観点か
ら、障害者の雇用に伴う事業主の経済
的負担を調整するとともに、障害者の
雇用の促進等を図るため設けられた
「障害者雇用納付金制度」に基づく、
障害者雇用納付金の徴収並びに障害者
雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者
特例調整金、在宅就業障害者特例報奨
金及び各種助成金の支給等の機構が実
施する納付金関係業務については、障
害者の雇用の促進に寄与するために、
法律の目的にのっとり、適正かつ効率
的な運営を図ること。
また、障害者の雇用に関する実践的

手法の開発、講習の事業、啓発の事業
を効果的に実施することにより、事業
主の障害者雇用の取組を支援し、障害
者の雇用促進を図ること。
なお、障害者雇用納付金申告対象事

業主等に対する調査や就労支援機器の
貸出しなど、駐在事務所の廃止に伴い
本部組織に一元化される業務について
は、サービスの質の維持や不正受給の
防止に支障が生じないよう留意すると
ともに、集約化による専門性の向上等
業務の効率的かつ効果的な実施に努め
ること。

① 障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用① 障害者雇用納付金の徴収並びに障 ア 障害者雇用納付金の徴収及び障害
調整金、報奨金等の支給害者雇用調整金、報奨金、在宅就業 者雇用調整金、報奨金等の支給

障害者特例調整金及び在宅就業障害
者特例報奨金の支給に関する業務の
適切な実施

イ 障害者雇用納付金制度について適切な周ア 障害者雇用納付金の徴収並びに障 障害者雇用納付金制度について適
知、理解の促進害者雇用調整金、報奨金、在宅就 切な周知、理解の促進を図るため、
障害者雇用納付金制度については、事業業障害者特例調整金及び在宅就業 関係機関との連携を図りつつ、事業

主から的確な申告、支給申請がなされるよ障害者特例報奨金の支給について 主説明会を第２期中期目標期間中、
う、以下の各事業を実施する。は、適正かつ効率的に行うことは 毎年度平均で２５０回以上開催する

もとより、障害者雇用納付金制度 ほか、パンフレット、記入説明書等
(ｲ)事業主説明会の開催の周知、理解の促進を図るため、 の配布を行う。

事業主説明会については、平成２２年関係機関との連携を図りつつ、事
７月から常用雇用労働者数が２００人を業主説明会を幅広く実施すること。
超える中小企業事業主が障害者雇用納付
金制度の適用対象となり、対象者数が増
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加するとともに、新たに適用対象となる
中小企業事業主のうちには、手続き等に
ついて十分な知識、理解を持つに至って
いない事業主も少なくないと見込まれる

、 、ことから 関係機関との連携を図りつつ
事業主から申告、支給申請が的確になさ
れるよう４２０回以上開催するほか、今
後の事業主説明会の説明内容及び制度、
事務手続についての周知、理解の促進を
図るために作成するパンフレット、記入

、 、説明書等の充実に資するため 引き続き
事業主説明会において参加者アンケート
を実施する。

(ﾛ)パンフレット、申告書の記入説明書等
の作成、配付

、制度及び事務手続について適切な周知
理解の促進を図るため、制度について分
かりやすく記載したパンフレット、様々
な記入例を交えた申告書の記入説明書等

、 。 、 、（ ）を作成 配布する また その内容は ｲ
の参加者アンケート結果等の事業主から
の意見を十分踏まえたものとする。
また、パンフレット等の内容をホーム

ページに掲載することにより、事業主の
制度、手続に対する理解を深めるととも
に円滑かつ的確な申告・申請に資するも
のとする。

(ﾊ)職業安定機関との連携及び地方業務部
門の担当者会議の開催
障害者雇用率達成指導業務を実施する

職業安定機関と緊密な連携を図り、必要
な情報交換を行うとともに、１月に地方
業務部門の業務担当者を対象に「納付金
関係業務担当者全国会議」を開催し、制
度及びその運営についての共通の理解と
認識を深める。

ロ 障害者雇用納付金制度の改正に係る周知
・広報
改正障害者雇用促進法により平成２２年

７月から障害者雇用納付金制度の適用対象
となった常用雇用労働者数が２００人を超
え３００人以下の中小企業事業主が制度に
係る確実な知識、理解を得るようにすると
ともに、さらには平成２７年４月から適用
対象となる常用雇用労働者数が１００人を
超え２００人以下の中小企業事業主が翌年
４月からの申告・申請を的確に行えるよう
にするため、平成２３年度においては、次

、 。の周知・広報を効果的 積極的に実施する
・ リーフレットの作成・配布及び広報

誌、ホームページ、各種会議等を活用
した、常用雇用労働者数が１００人を
超え２００人以下の中小企業事業主へ
の対象事業主の拡大に係る今後のスケ
ジュール及び具体的な申告・申請手続
の広範な周知

・ 地域の経済団体、業界団体等に対する
協力要請による新たに適用対象となる
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傘下の中小企業事業主等への周知・広
報

・ 職業安定機関との連携による、障害者
雇用率達成指導と併せた周知・説明

・ 中小企業事業主の要望に応じた、個別
訪問等によるきめ細かな周知・説明

ハ 障害者雇用納付金の的確な徴収並びに障イ 障害者雇用納付金については、厳 障害者の雇用の促進等に関する法
害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者正な審査、調査の実施により、常 律（昭和３５年法律第１２３号）に
特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金用雇用労働者数が３００人を超え 基づき、障害者雇用納付金の的確な
の適正な支給る事業主については９９％以上の 徴収並びに障害者雇用調整金、報奨
障害者雇用納付金については、厳正な審収納率を維持するとともに、平成 金、在宅就業障害者特例調整金及び

査を実施するほか、正確な申告及び納付期２２年７月から新たに適用対象と 在宅就業障害者特例報奨金の適正な
限の遵守についての指導・督励を行うととなった常用雇用労働者数が２００ 支給を行うため、厳正な審査を実施

、 、人を超え３００人以下の事業主に するほか、障害者雇用納付金申告対 もに 機構本部及び地方業務部門において
電話、文書等により積極的に納付督励・督ついては、中期目標期間終了時ま 象事業主等に対して調査を的確に実
促を実施する。でに 同様の収納率を目指すこと 施することにより、障害者雇用納付、 。
特に、引き続き多くの企業が厳しい経営金については、常用雇用労働者数が

環境にあることに対応し、納付金の滞納や３００人を超える事業主については
倒産等による収納不能の事案の増加を抑制９９％以上の収納率を維持するとと
するため、事業主に対する未納付理由の把もに、平成２２年７月から新たに適
握及び納付督励をより早期に実施するとと用対象となった常用雇用労働者数が
もに、倒産企業の早期把握と迅速な対応に２００人を超え３００人以下の事業
取り組むこととし、実施に当たっては機構主については、中期目標期間終了時
本部及び地方業務部門の密接な連携のもまでに、同様の収納率を目指すもの
と、個々の事案の実情に応じた的確な対応とする。
を図る。
さらに、機構本部において、障害者雇用

納付金申告対象事業主等に対する調査を的
確に実施する。これらのことにより、常用
雇用労働者数が３００人を超える事業主に
ついては９９％以上の収納率を維持する。
新たに、平成２２年７月から適用対象と

なった常用雇用労働者数が２００人を超え
３００人以下の事業主については、上記に
加え、中期目標期間終了時までに、９９％

、 。以上の収納率を目指し 次の措置を講ずる
・ 障害者雇用納付金の申告が必要な中小

企業事業主に対して期限内の申告・納
付について電話等により勧奨を行うと
ともに、以後、申告・納付が遅れてい
る中小企業事業主に対しては重ねて期
限内の申告・納付に係る働きかけを行
う。

・ 申告期限経過後、速やかに未申告の中
小企業事業主に対して電話等により未
申告理由の把握及び申告督励を実施す
るとともに、必要に応じて、個別訪問
等により当該事業主に対し事務手続等
に係る指導、援助を行う。

・ 未納付の中小企業事業主を９月以降毎
月リストアップして地方業務部門に送
付し、迅速に未納付理由の把握及び納
付督励を行うとともに、その結果を踏
まえて個々の事案の実情に応じた的確
な対応を図る。
また、障害者雇用率達成指導業務を実施また、障害者雇用率達成指導業務

する職業安定機関と緊密な連携を図り、必を実施する職業安定機関と緊密な連
要な情報交換を行う。携を図り、必要な情報交換を行う。
なお、当該年度内に収納に至らなかった当該年度内に収納に至らなかった

未収納付金等についても、機構本部及び地未収納付金等については、納付督励
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方業務部門において、未納付事業主の状況・督促を継続的に実施する等により、
について情報を収集・把握し、その状況に確実な徴収を図る。
応じた電話、文書等による納付督励・督促
の継続的な実施とともに、未納付事業主を
訪問しての納付金の確約書面の取り付け等
により確実な徴収を図る。
また、障害者雇用調整金、報奨金、在宅

就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者
特例報奨金の支給に関しても、厳正な審査
を実施し、適正な支給を行う。

ニ 障害者雇用納付金申告対象事業主、調整障害者雇用納付金申告対象事業主、
金支給対象事業主等の利便性の向上調整金支給対象事業主等の利便性の
障害者雇用納付金電算機処理システムを向上を図るため、申告・申請手続の

活用することにより、申告・申請の迅速か簡素化及び電算機処理システムの改
つ厳正な審査を実施するほか、事業主から定等を実施する。
の直接又は地方業務部門を経由した照会等
に対して、的確で速やかな助言、指導等を
実施する。
また、事業主の申告・申請にかかる事務

手続の簡素化及び利便性の向上を図るた
め、申告・申請手続の簡素化等のための電
子申告システムの開発など電算機処理シス
テムの改定等を実施する。

ホ 調査の効率的かつ的確な実施なお、障害者雇用納付金申告対象
調査に当たっては、特に次の点に留意し事業主等に対する調査については、

実施する。駐在事務所の廃止及び本部組織への
(ｲ)効率的かつ的確な調査を行うため、地一元化に際し、不正受給の防止に支
方業務部門の把握する情報を積極的に活障が生じないよう留意するとともに、
用する。また、対象事業主の選定に当た集約化による専門性の向上等業務の
っては、障害者雇用納付金制度に基づく効率的かつ効果的な実施に努める。
助成金に係る調査とも連携し、より効率
的な調査を実施する。

(ﾛ)はじめて申告・申請を行った事業主に
係る申告・申請内容全般並びに出向者、
パートタイム労働者及び派遣労働者を雇
用する事業主に係る常用雇用労働者数の
取扱いに留意して、それらの正確な把握
に努める。

(ﾊ)なお、平成２２年度に本部組織に一元
化して行った障害者雇用納付金申告対象
事業主等に対する調査業務の実施上の問
題点の解消を図るべく、不正受給の防止
に支障が生じないよう地方業務部門及び
障害者雇用納付金制度に基づく助成金担

、当部との緊密な情報交換等に留意しつつ
障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡
大に伴う調査対象の増大に対応した体制
を整備するとともに、調査担当者間の機
動的な応援による事業主の事情等に応じ

、 、た柔軟な調査日程の編成 定期的な会議
研修の開催による多様な調査事例の共有
化や調査手法の検討等を通じた専門性の
向上等業務の効率的かつ効果的な実施を
図る。

ヘ 電子申告システム及び電子納付システム
の利用促進
事業主サービスの向上と事務処理の効率

化、迅速化を図るため、電子申告システム
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及び電子納付システムについて、納付書等
に利用案内チラシを同封するとともに、事
業主説明会において具体的な利用方法や利
便性等について説明するほか、経済団体、
業界団体等に対し、傘下事業主等への利用
促進のための周知・広報について協力要請
を行う。また、納付金の納付件数が多い都
道府県においては、機構本部が作成する事
業所のリストに基づき地方業務部門が直接
訪問等により利用の促進を図る。
さらに、障害者雇用納付金について電子

納付システムによる収納サービスを提供し
ていない金融機関を機構本部が訪問し、電
子納付システムのネットワークへの参加及
び機構本部との覚書の締結について協力要
請を行う。

自己評価 評定

評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等

【評価項目１１ 障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用調 【評価項目９ 障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用調整金、報奨 ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づく変
整金、報奨金等の支給業務】 金等の支給業務】 更。

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］ ［数値目標］ ［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値について、※
年度計画において設定した目標値

・事業主説明会を第２期中期目標期間中、毎年度平均で２５ ・事業主説明会を第２期中期目標期間中、毎年度平均で２５０回以上
０回以上開催すること。 開催すること。

・中小企業事業主を対象とする事業主説明会を１３０回以上 事業主説明会を４２０回以上開催すること。 ・平成２３年度計画に基づく変更。
開催すること。

平成22年度 446回（目標：従来の事業主説明会250回、
中小企業事業主対象の事業主説明会130回）

平成21年度 296回（目標：250回）
平成20年度 279回（目標：250回）

・障害者雇用納付金については、厳正な審査、調査の実施に ・障害者雇用納付金については、厳正な審査、調査の実施により、常 ・平成２３年３月３１日付け変更認可された中期計画に基づく変
より、９９％以上の収納率を維持すること。 用雇用労働者数が３００人を超える事業主については９９％以上の 更。

収納率を維持するとともに、平成２２年７月から新たに適用対象と
なった常用雇用労働者数が２００人を超え３００人以下の事業主に
ついては、中期目標期間終了時までに、９９％以上の収納率を目指
すこと。

平成22年度 99.80％
平成21年度 99.74％
平成20年度 99.76％

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ３ (3) ① イ 障害者雇用納付金制度について適切 第２ ３ (3) ① イ 障害者雇用納付金制度について適切な周知、

な周知、理解の促進 理解の促進
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・関係機関との連携を図りつつ、事業主説明会を第２期中期 ・関係機関との連携を図りつつ、事業主説明会を第２期中期目標期間
目標期間中、毎年度平均で２５０回以上開催するほか、パ 中、毎年度平均で２５０回以上開催するほか、パンフレット、記入
ンフレット、記入説明書等の配布を行っているか。 説明書等の配布を行っているか。

・関係機関との適切な連携を図っているか。 ・関係機関との適切な連携を図っているか。

第２ ３ (3) ① ハ 障害者雇用納付金の的確な徴収並び 第２ ３ (3) ① ハ 障害者雇用納付金の的確な徴収並びに障害者
に障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金 雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害
及び在宅就業障害者特例報奨金の適正な支給 者特例報奨金の適正な支給

・障害者雇用納付金については９９％以上の収納率を維持し ・障害者雇用納付金については、常用雇用労働者数が３００人を超え ・平成２３年３月３１日付け変更認可された中期計画に基づく変
ているか。 る事業主については９９％以上の収納率を維持するとともに、平成 更。

２２年７月から新たに適用対象となった常用雇用労働者数が２００
人を超え３００人以下の事業主については、中期目標期間終了時ま
でに９９％以上の収納率を目指すため、その達成に向けた取組を実
施しているか。

・当該年度内に収納に至らなかった未収納付金等については ・当該年度内に収納に至らなかった未収納付金等については、納付督、
、 。納付督励・督促を継続的に実施する等により、確実な徴収 励・督促を継続的に実施する等により 確実な徴収を図っているか

を図っているか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１０） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す
る事項る事項

(3)納付金関係業務等の実施に関する事項(3)納付金関係業務等の実施に関する事 (3)納付金関係業務等の実施に関する事
項項

② 障害者雇用納付金に基づく助成金業務の② 障害者雇用納付金制度に基づく助 イ 障害者雇用納付金に基づく助成金
適切な実施成金の支給業務の適切な実施 の支給
イ 助成金の効果的活用の促進に向けた周知障害者雇用に関する事業主等への ① 助成金の効果的活用の促進に向け
・広報及び事務手続の簡素合理化助成金支給については、障害者雇用 た周知・広報及び事務手続の簡素

合理化に係る事業主支援・援助の実施を通
(ｲ)ホームページを活用した周知じて障害者の働く場の整備を図るた 事業主等の利便性を図るため、

ホームページに掲載している各種助成金め、適正かつ効率的に行うことはも 各種助成金の支給要件、助成額、
の支給要件、助成額、申請方法、申請書等とより、助成金制度、申請手続等を 申請窓口の所在地等をホームペー
の様式及び添付書類一覧表等の説明につい周知すること、事業主等が利用しや ジ等で公開するとともに、支給要
て、申請事業主がその内容を一層容易に理すい手続とすること、助成金を障害 件等に変更があった場合は当該変
解できるよう内容の改善を行う。者雇用に効果的に活用できるように 更が確定した日から７日以内にホ
支給要件等に変更があった場合は当該変事業主等に対して助言・援助を行う ームページ等で公開する。

更が確定した日から７日以内にホームペーこと、など事業主等に対するサービ
ジ等で公開する。スの向上を図ること。

(ﾛ)助成金の効果的活用を促進するための職助成金の効果的活用を促進する
業安定機関等との連携による周知ため、職業安定機関、地域センタ
地方業務部門は、助成金制度の活用に係ー等との連携を図り、様々な機会

る運営方針に基づき、職業安定機関や関係を通じて事業主等に対する周知・
機関・団体等との連携の下、周知業務を積広報を行う。
極的に行う。
また、地方業務部門は、職業安定機関等

との間に連絡会議を設け、相互の情報交換
を密にする。
機構本部は上記の連絡会議における情報

交換の状況を把握し、その結果について全
国の地方業務部門にフィードバックするこ
とにより、連携による助成金の効果的な活
用の更なる促進を図る。

(ﾊ)事業主にとって分かりやすいパンフレッ事業主にとって分かりやすい各
トや支給申請の手引等を作成し、地方業務種助成金のパンフレットや支給申
部門の窓口において事業主等に配布すると請の手引等を作成し、地方業務部
ともに、職業安定機関等においても事業主門及び職業安定機関等において事
等に配布する。業主等に配布する。

(ﾆ)適正支給に配慮しつつ、申請様式の簡略適正支給に配慮しつつ、申請様
化、添付書類の簡素化等による事務手続の式の簡略化、添付書類の簡素化等
簡素合理化を図る。による事務手続の簡素合理化を図

る。

(ﾎ)支給事業主の状況を把握するためのアン
ケート調査を継続的に実施し、業務改善の
ポイントを把握するとともに、その結果を
踏まえて地方業務部門において、相談、申
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請手続きに係る業務の顧客満足度の向上を
図る。

ロ 適正な支給業務の実施② 適正な支給業務の実施
(ｲ)機構本部においては、施設・設備の設置厳正な審査と支給申請事業所に
に係る助成金のうち、支給請求額が４５０対する計画的な調査を行い、疑義
万円以上のものについては支給前に全数調のあるものについてはすべて事業
査を実施するとともに、その他の助成金に所を訪問する等により、不正受給
ついては、平成２２年度に支給した助成金防止対策を一層強化する。
の中から抽出した事業所に対し現地調査を
実施するほか、地方業務部門においては、
不正受給防止マニュアルに基づき、申請時
に疑義が生じるような事案については訪問
による確認作業を行う等、チェックリスト
を活用した厳正な審査を実施する。
また、支給対象事業所に対する計画的な

調査を障害者雇用納付金等に係る調査と連
携し効率的に行う。

(ﾛ)不正受給が発生した場合は、再発防止の不正受給が発生した場合は、再
、 、発防止の観点からその原因を究明 観点からその原因を究明し 地方業務部門

厚生労働省又は都道府県労働局等その他関し、関係機関に対して適切な情報
係機関に対して適切な情報提供を行うとと提供を行うとともに、必要な不正
もに、必要な不正受給防止対策を講ずる。受給防止対策を講ずる。

(ﾊ)適正な支給業務を実施するため、機構本適正な支給業務を実施するため、
部は地方業務部門の助成金業務担当者会議助成金業務担当者会議を開催し、
を６月下旬に開催する。これにより、助成支給業務に関する問題点等につい
金調査業務の実効性を確保しつつ、地方業て情報交換を行う。
務部門との密接な連携体制を維持する。

(ﾆ)平成２２年度に障害者助成金の電算処理
システムを改定し、進捗管理機能の追加、
記録機能の充実等を図ったことから、これ
らの機能を活用して効果的、効率的な支給
業務を実施する。

(ﾎ)機構本部及び地方業務部門は、厚生労働厚生労働省又は都道府県労働局
省又は都道府県労働局等その他関係機関と等その他関係機関との間において、
の間において、支給業務の問題点等に対す支給業務の問題点等に対する情報
る情報交換等を定期的に行い、適切な支給交換等を定期的に行い、適切な支
業務の実施を図る。給業務の実施を図る。

自己評価 評定

評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等

【評価項目１２ 障害者雇用納付金に基づく助成金の支給業 【評価項目１０ 障害者雇用納付金に基づく助成金の支給業務】 ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づく変
務】 更。

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］ ［数値目標］
・支給要件等に変更があった場合は当該変更が確定した日か ・支給要件等に変更があった場合は当該変更が確定した日から７日以

ら７日以内にホームページ等で公開すること。 内にホームページ等で公開すること。

平成22年度 変更日から１日後に公開
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平成21年度 変更日から１日後に公開
平成20年度 ―（変更なし）

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ３ (3) ② イ 助成金の効果的活用の促進に向けた 第２ ３ (3) ② イ 助成金の効果的活用の促進に向けた周知・広

周知・広報及び事務手続の簡素合理化 報及び事務手続の簡素合理化

・ホームページ等で事業主の利便性に配慮した情報提供を行 ・ホームページ等で事業主の利便性に配慮した情報提供を行っている
っているか。 か。

・支給要件等に変更があった場合は７日以内にホームページ ・支給要件等に変更があった場合は７日以内にホームページ等を修正
等を修正しているか。 しているか。

・事業主等に対する周知・広報を行うため、職業安定機関、 ・事業主等に対する周知・広報を行うため、職業安定機関、地域障害
地域障害者職業センター等との連携を図っているか。 者職業センター等との連携を図っているか。

、・事業主にとって分かりやすい各種助成金のパンフレット等 ・事業主にとって分かりやすい各種助成金のパンフレット等を作成し
を作成し、事業主等に配布しているか。 事業主等に配布しているか。

・事務手続の簡素合理化を図るため申請様式の簡略化、添付 ・事務手続の簡素合理化を図るため申請様式の簡略化、添付書類の簡 ・平成２３年３月３１日付け変更認可された中期計画に基づく変
ファイルの簡素化等を図っているか。 素化等を図っているか。 更。

第２ ３ (3) ② ロ 適正な支給業務の実施 第２ ３ (3) ② ロ 適正な支給業務の実施

・不正受給防止を図るため、厳正な審査と支給申請事業所に ・不正受給防止を図るため、厳正な審査と支給申請事業所に対する計
対する計画的な調査を行っているか。 画的な調査を行っているか。

・不正受給が発生した場合は、原因を究明した上で、必要な ・不正受給が発生した場合は、原因を究明した上で、必要な不正受給
不正受給防止対策を講じているか。 防止対策を講じているか。

・機構及び受託法人は、厚生労働省又は都道府県労働局等と ・厚生労働省又は都道府県労働局等との間において、支給業務の問題 ・平成２３年３月３１日付け変更認可された中期計画に基づく変
の間において、支給業務の問題点等に対する情報交換等を 点等に対する情報交換等を定期的に行っているか。 更。
定期的に行っているか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１１） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す
る事項る事項

(3)納付金関係業務等の実施に関する事項(3)納付金関係業務等の実施に関する事 (3)納付金関係業務等の実施に関する事
項項

③ 障害者の雇用に関する各種講習、相談・③ 障害者の雇用に関する各種講習、 ウ 障害者の雇用に関する各種講習、
援助、実践的手法の開発、啓発等の実施相談・援助、実践的手法の開発、啓 相談・援助、実践的手法の開発、啓

発等の実施発等の事業の効果的な実施
イ 各種講習、相談・援助等の実施ア 各種講習、相談・援助等の実施 ① 各種講習、相談・援助等の実施

(ｲ) 障害者職業生活相談員資格認定講習に障害者を５人以上雇用する事業 (ｱ) 障害者職業生活相談員資格認定
ついては、障害者の職業生活全般にわた所に選任が義務づけられている障 講習の実施に当たっては、障害者
る相談・指導等に必要な専門知識を付与害者の職業生活全般にわたる相談 の職業生活全般にわたる相談・指
するため講習内容の充実を図る。このた・指導を行う障害者職業生活相談 導等に必要な専門知識を付与する
め、平成２３年度においては、講習内容員の資格認定講習を実施すること ため講習内容の充実を図る。。
に発達障害者等の障害特性や精神障害者
の職場復帰に向けた支援内容を盛り込む
等の改善を行う。

(ﾛ) 障害者雇用エキスパートによる相談・障害者の能力と適性に応じた雇 (ｲ) 障害者の能力と適性に応じた雇
援助については、障害者の能力と適性に用の促進と職場定着を図るため、 用の促進と職場定着を図るため、

、障害者雇用に関する専門的な知識 障害者雇用に関する専門的な知識 応じた雇用の促進と職場定着を図るため
特に困難な課題を抱える事業主に対してと経験を有する者を活用して、特 と経験を有する障害者雇用エキス
行うこととし、障害者の職域拡大や雇用に困難な課題を抱える事業主に対 パートが、特に困難な課題を抱え
管理等に関する相談、新たな職域での雇する障害者の職域拡大や雇用管理 る事業主に対して、障害者の職域
用や職場環境の改善の事例をもとにした等に関する相談・援助を効果的に 拡大や雇用管理等に関する相談・
具体的な提案等を効果的に実施する。実施すること。 援助を効果的に実施する。
その実施に当たっては、障害者雇用状障害者雇用エキスパートによる

況の改善が遅れている中小企業等に対す相談・援助は、障害者雇用状況の
る相談・援助に重点を置いて実施する。改善が遅れている中小企業等に重

点を置いて実施する。

ロ 障害者雇用に関する実践的手法の開発・イ 実践的手法の開発・提供 ② 実践的手法の開発・提供
提供の実施
企業における障害者の雇用に係る問題の障害者の雇用・就業分野の拡大 企業における障害者の雇用に係、

解決、雇用管理の改善及び障害者の雇用機雇用の促進及び継続を図るため、 る問題の解決、雇用管理の改善及
会の拡大に資するため、事業主のニーズ及職域拡大、キャリアアップ、職務 び障害者の雇用機会の拡大に資す
び障害の種類に配慮しつつ 「多様化する再設計及び職場環境の改善の雇用 るため、事業主のニーズ及び障害 、
特例子会社の経営・雇用管理の現状及び課管理に関する実践的手法を開発し の種類に配慮しつつ、障害者の職、
題についての実態調査 「発達障害者雇用事業主が利用しやすい報告書、マ 域拡大及び雇用管理に係る実践的 」
のための職場改善に関する取組の実態、効ニュアル等の成果物を提供するこ 手法を開発し、障害者雇用エキス
果等のケーススタディによる効果的方法のと。 パート等が行う相談・援助への活
分析・整理」及び「発達障害者の雇用促進障害者雇用事例等の情報収集と 用を図るとともに、開発成果をホ
及び職場定着のための障害に配慮した雇用事業主等への効果的な提供を実施 ームぺージ等を通じて提供するこ
管理に関するコミック版マニュアルの開すること。 とにより、事業主等の自主的な取
発」を実施する。組を支援する。
上記の障害者雇用に関する実践的手法の上記による実践的手法の開発に

開発により得られた成果については、事業より得られた成果については、事
主等の利用しやすい報告書、マニュアル・業主等の利用しやすい報告書、マ
好事例集等にとりまとめ、事業主等に配布ニュアル等に取りまとめ、事業主
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するほか、当該開発成果に係る情報を事業等に配布するほか、当該開発成果
主等が有効に活用できるよう分かりやすくに係る情報を事業主等が有効に活
ホームページで公開する。用できるよう分かりやすくホーム
ホームページ上で、事業主等に対して障ページで公開するとともに、事業

害者雇用事例等を提供する「障害者雇用事主等に対して障害者雇用事例等を
例リファレンスサービス」については、障提供する「障害者雇用事例リファ
害者の募集・採用、雇用継続又は職場復帰レンスサービス」の充実を図り、
に当たって直面する課題の解決方法の参考企業のニーズに対して迅速かつ的
となる企業の具体的な取組をまとめた障害確な情報提供を行う。
者雇用モデル事例及び障害者助成金の活用
によって雇用が進められた事例を追加掲載
する。

ハ 就労支援機器の普及・啓発等ウ 就労支援機器の普及・啓発 ③ 就労支援機器の普及・啓発
視覚障害者向けパソコン、拡大読書器等障害者の雇用促進に役立つ就労 就労支援機器を広く事業主に普

の就労支援機器を広く事業主に普及・啓発支援機器の貸出しを行い、それら 及・啓発するため、ホームページ
するため、就労支援機器普及啓発ホームペの就労支援機器の普及・啓発を図 等を通じた情報提供、就労支援機
ージを活用して効果的な普及・啓発活動をること。 器の効果的な活用に係る相談等を
実施するとともに、就労支援機器の効果的実施し、事業所に就労支援機器の
な活用に係る相談等を通して、幅広く就労貸出しを行う。なお、当該業務に
支援機器の貸出しを行う。ついては、駐在事務所の廃止及び
就労支援機器の貸出業務については、地本部組織への一元化に際し、サー

方業務部門が事業主及び関係機関に対するビスの質の維持に留意するととも
周知を図るとともに、機構本部において事に、集約化による専門性の向上等
業主ニーズの直接収集及び障害者雇用エキ業務の効率的かつ効果的な実施に
スパートによる就労支援機器導入に関する努める。
事業主等への専門的な相談・援助、技術指
導等を行う。
貸出しを終了した事業主に対して適宜ア適宜アンケート調査を実施し、

ンケート調査を実施し、事業主のニーズを事業主のニーズを把握するととも
把握することにより、就労支援機器の効果に、効率的な業務を行うため、就
的な整備及び就労支援機器の導入や活用方労支援機器の利用率（全機器の貸

。 、出累計月数／延べ保有台月数）を 法についての相談内容の改善を図る また
効率的な業務を行うため、就労支援機器の常態において６０％以上にする。
利用率（全機器の貸出累計月数／延べ保有

） 。台月数 を常態において６０％以上にする

ニ 障害者雇用に係る啓発事業の実施エ 啓発事業の実施 ④ 啓発事業の実施
事業主や国民一般に対して、障害者に対事業主や国民一般に対して障害 事業主や国民一般に対して、障

する認識を高め、その雇用の促進と職業の者雇用の機運を醸成するため雇用 害者に対する認識を高め、その雇
安定を図るため、９月の障害者雇用支援月支援月間を設け、また障害者の職 用の促進と職業の安定を図るため、
間を中心として障害者雇用優良事業所等を業的自立を支援するため、障害者 障害者雇用を支援する月間を設け、
対象とした表彰、全国５か所の会場におけ雇用に関する様々な啓発活動を展 全国レベルで障害者雇用優良事業
る障害者雇用支援月間ポスター原画入賞作開すること。 所等の表彰、障害者ワークフェア
品展示会の開催等の啓発事業を実施する。等の諸事業を複合的に実施する。

１１月に埼玉県において、障害者を多数
雇用している事業所等の活動状況や障害者
福祉施設等の取組状況を展示・実演する総
合的なイベント「障害者ワークフェア２

」を開催する。本事業は、啓発効０１１
果を高めるため、埼玉県が主催する障害者
雇用優良事業所の表彰式典、障害者雇用に
関するセミナーなどの障害者関連イベント
と併せて開催する。

なお、障害者ワークフェアの来場者にア障害者ワークフェアの来場者に
ンケート調査を実施し、有効回答のうち８アンケート調査を実施し、有効回
０％以上の来場者から障害者の雇用問題に答のうち８０％以上の来場者から
ついての理解が深まった旨の評価が得られ障害者の雇用問題についての理解
るようにするとともに、次年度以降の障害が深まった旨の評価を得られるよ
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者ワークフェアの在り方について意見を求うにする。また、アンケート調査
め、その内容及び方法についてより効果的結果を分析し、その内容及び方法
なものとなるよう検討する。についてより効果的なものとする。

さらに、障害者の雇用に係る諸情報を総このほか、各都道府県において
合的に掲載した定期刊行誌「働く広場」を障害者雇用優良事業所等の表彰等
毎月作成・発行し、事業主等に配布する。による啓発事業を実施する。
なお、作成に当たっては、読者アンケー障害者の雇用に係る諸情報を総

トや編集委員会等の意見を踏まえ、誌面の合的に掲載した定期刊行誌を毎月
一層の充実を図る。発行する。
また、ホームページを通じて障害者雇用また、ホームページを活用した

に関する情報を提供するほか、障害者の雇情報提供、新聞・テレビ等マスメ
用を進める上で必要となる情報等についてディアの活用等による啓発広報活
マスメディアを活用した広報・啓発活動を動を実施する。
展開し、広く国民の障害者雇用に対する理
解を深める。

自己評価 評定

評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等

評価項目１３ 障害者雇用アドバイザーによる相談・援助 【評価項目１１ 障害者雇用に関する各種講習、相談・援助、実践的 ・平成２３年３月３１日付け変更認可された中期計画及び平成２【 、
各種講習等及び就労支援機器の普及・啓発】 手法の開発、啓発等】 ３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づく変更。

【評価項目１４ 障害者雇用に関する実践的手法の開発・提
供】

【評価項目１５ 啓発事業（障害者関係 】）

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］ ［数値目標］

（削除） ・平成２３年３月３１日付け変更認可された中期計画に基づく削
除。

・障害者雇用アドバイザーが事業主等に対し、的確かつ効果 平成22年度 27,660件
的な相談・援助を毎年度２２ ０００件以上実施すること 平成21年度 25,728件， 。

平成20年度 26,453件

、・相談・援助を実施した事業主等に対して追跡調査を実施し
７０％以上の利用事業主等において、具体的な課題改善効 平成22年度 88.6％
果が見られるようにすること。 平成21年度 87.5％

平成20年度 87.4％

・就労支援機器の利用率（全機器の貸出累計月数／延べ保有 ・就労支援機器の利用率（全機器の貸出累計月数／延べ保有台月数）
台月数）を常態において６０％以上にすること。 を常態において６０％以上にすること。

平成22年度 61.3％
平成21年度 60.5％
平成20年度 63.6％

・障害者ワークフェアの来場者にアンケート調査を実施し、 ・障害者ワークフェアの来場者にアンケート調査を実施し、有効回答
有効回答のうち８０％以上の来場者から障害者の雇用問題 のうち８０％以上の来場者から障害者の雇用問題についての理解が
についての理解が深まった旨の評価が得られること。 深まった旨の評価が得られること。

平成22年度 97.1％
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平成21年度 97.2％
平成20年度 94.2％

・障害者の雇用に係る諸情報を総合的に掲載した定期刊行誌 ・平成２３年度計画に基づく削除。
「働く広場」を月５４，０００部作成・発行し、事業主等 （削除）
に配布すること。

平成22年度 月54,000部
平成21年度 月54,000部
平成20年度 月54,000部

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ３ (3) ③ イ 相談・援助、各種講習等の実施 第２ ３ (3) ③ イ 各種講習、相談・援助等の実施

・障害者雇用アドバイザーによる相談・援助を毎年度２２， （削除） ・平成２３年３月３１日付け変更認可された中期計画に基づく削
０００件以上実施しているか。 除。

・追跡調査における回答者のうち７０％以上の事業主等から
具体的な課題改善が見られた旨の評価が得られたか。

・障害者職業生活相談員資格認定講習の内容の充実を図って ・障害者職業生活相談員資格認定講習の内容の充実を図っているか。
いるか。

・障害者雇用に関する専門的な知識と経験を有する者を活用して、特 ・平成２３年３月３１日付け変更認可された中期計画に基づき新
に困難な課題を抱える事業主に対する障害者の職域拡大や雇用管理 たに設定。
等に関する相談・援助を効果的に実施しているか。

第２ ３ (3) ③ ロ 障害者雇用に関する実践的手法の開 第２ ３ (3) ③ ロ 障害者雇用に関する実践的手法の開発・提供
発・提供の実施 の実施

・障害者雇用アドバイザーによる相談・援助への活用を図る ・障害者雇用に関する専門的な知識と経験を有する者による相談・援 ・平成２３年３月３１日付け変更認可された中期計画に基づく変
観点から調査研究のテーマを設定しているか。 助への活用を図る観点から調査研究のテーマを設定しているか。 更。

・実践的手法の開発により得られた成果について、事業主等 ・実践的手法の開発により得られた成果について、事業主等が有効に
が有効に活用できるようホームページで情報提供を行って 活用できるようホームページで情報提供を行っているか。
いるか。

・実践的手法の開発により得られた成果について、事業主等 ・実践的手法の開発により得られた成果について、事業主等の利用し
の利用しやすい報告書、マニュアル等に取りまとめている やすい報告書、マニュアル等に取りまとめているか。
か。

・事業主等に対して障害者雇用事例等を提供する「障害者雇 ・事業主等に対して障害者雇用事例等を提供する「障害者雇用事例リ
用事例リファレンスサービス」の充実を図り、企業のニー ファレンスサービス」の充実を図り、企業のニーズに対して迅速か
ズに対して迅速かつ的確な情報提供を行っているか。 つ的確な情報提供を行っているか。

第２ ３ (3) ③ ハ 就労支援機器の普及・啓発等 第２ ３ (3) ③ ハ 就労支援機器の普及・啓発等

・就労支援機器を広く事業主に普及・啓発するため、ホーム ・就労支援機器を広く事業主に普及・啓発するため、ホームページ等
ページ等を通じた情報提供、就労支援機器の効果的な活用 を通じた情報提供、就労支援機器の効果的な活用に係る相談等を実
に係る相談等を実施しているか。 施しているか。

・就労支援機器の利用率（全機器の貸出累計月数／延べ保有 ・就労支援機器の利用率（全機器の貸出累計月数／延べ保有台月数）
台月数）が常態において６０％以上となっているか。 が常態において６０％以上となっているか。

第２ ３ (3) ③ ニ 障害者雇用に係る啓発事業の実施 第２ ３ (3) ③ ニ 障害者雇用に係る啓発事業の実施

・アンケート調査の回答者のうち８０％以上から障害者の雇 ・アンケート調査の回答者のうち８０％以上から障害者の雇用問題に
用問題についての理解が深まった旨の評価が得られたか。 ついての理解が深まった旨の評価が得られたか。
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・定期刊行誌の一層の充実に向けた検討を行っているか。 ・定期刊行誌の一層の充実に向けた検討を行っているか。

・ホームページを活用した情報提供、新聞・テレビといった ・ホームページを活用した情報提供、新聞・テレビといったマスメデ
マスメディア等の活用等による啓発広報活動を実施してい ィア等の活用等による啓発広報活動を実施しているか。
るか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１２） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す
る事項る事項

(3)納付金関係業務等の実施に関する事項(3)納付金関係業務等の実施に関する事 (3)納付金関係業務等の実施に関する事
項項

④ 障害者の技能に関する競技大会の開催④ 障害者の技能に関する競技大会の エ 障害者の技能に関する競技大会の
開催開催に関する事項

産業、職業及び技術等の変化や障 障害者が技能労働者として社会に
害者の雇用・就業の動向等を踏まえ 参加する自信と誇りを持つことがで
た競技種目の重点化及び先駆的又は きるよう、広く障害者の職業能力に
雇用拡大が期待される職種による技 対する社会の理解と認識を深め、そ
能デモンストレーションの実施等一 の職業能力の向上と雇用促進を図る
層効率的かつ効果的な大会運営を行 ため、全国障害者技能競技大会（ア
うことにより、障害者が技能労働者 ビリンピック）を定期的（毎年、国
として社会に参加する自信と誇りを 際アビリンピック開催年を除く ）に。
持つことができるよう、広く障害者 開催し、成績優秀者を顕彰する。
の職業能力に対する社会の理解と認 産業、職業及び技術等の変化や障
識を深め、その職業能力の向上と雇 害者の雇用・就業の動向等を踏まえ

、用促進を図ること。 た競技種目の重点化を図るとともに
先駆的又は雇用拡大が期待される職
種による技能デモンストレーション
の実施等一層効率的かつ効果的な大
会運営を行う。

このため、大会来場者にアンケー 大会来場者に対してアンケート調
ト調査を実施し、障害者の職業能力 査を実施し、有効回答のうち８０％
及び雇用に対する理解が深まった旨 以上の大会来場者から障害者の職業
の評価を８０％以上の来場者から得 能力及び雇用に対する理解が深まっ
られるようにすること。 た旨の評価を得られるようにする。

平成２３年９月に韓国で開催される第８また、平成２３年度に韓国で開催 平成２３年に開催予定の第８回国
回国際アビリンピックには、過去２回の全予定の国際大会への選手の派遣も考 際アビリンピックへの選手の派遣に
国障害者技能競技大会（アビリンピック）慮して、国内大会の効果的な運営に 向け、国内大会の効果的運営に努め
の金賞受賞者も参加して開催した第３２回努めること。 る。
アビリンピックにおいて選考された成績優
秀者から選手を派遣する。派遣選手に対し
ては、各競技種目の専門家及び派遣選手が
所属する企業等と連携して強化指導を実施
し、選手が持てる力を発揮できるように支
援する。
また、国際アビリンピック開催に関連し

た国際会議へ出席し、情報収集等を行う。

さらに、都道府県、障害者団体及び企業各都道府県における障害者の技能
等との連携強化、アビリンピック競技種目競技大会（地方アビリンピック）を
を勘案した競技種目の見直しなどにより各毎年効率的かつ効果的に開催・運営
都道府県における障害者の技能競技大会 地する。 （
方アビリンピック）を効率的かつ効果的に
開催・運営する。
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自己評価 評定

評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等

【評価項目１６ 障害者技能競技大会（アビリンピック）の 【評価項目１２ 障害者技能競技大会（アビリンピック）の開催】 ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づく変
開催】 更。

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］ ［数値目標］

・大会来場者にアンケート調査を実施し、障害者の職業能力 （削除）
及び雇用に対する理解が深まった旨の評価を８０％以上の
来場者から得られるようにすること。

平成22年度 96.3％
平成21年度 98.1％
平成20年度 94.5％

平成２３年度計画に基づく削除。［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ３ (3) ④ 障害者の技能に関する競技大会の開催 第２ ３ (3) ④ 障害者の技能に関する競技大会の開催

・産業、職業及び技術等の変化や障害者の雇用・就業の動向 （削除）
等を踏まえた競技種目の重点化を図っているか。

・先駆的又は雇用拡大が期待される職種による技能デモンス
トレーションの実施等一層効率的かつ効果的な大会運営を
行っているか。

・アンケート調査の回答者のうち８０％以上から障害者の職
業能力及び雇用に対する理解が深まった旨の評価が得られ
たか。

・国際アビリンピック派遣選手に対して、各競技種目の専門家及び派 ・平成２３年度計画に基づき新たに設定。
遣選手が所属する企業等と連携して強化指導を実施し、選手が持て
る力を発揮できるように支援したか。

・各都道府県における障害者の技能競技大会（地方アビリン ・各都道府県における障害者の技能競技大会（地方アビリンピック）
ピック）を毎年効率的かつ効果的に開催・運営されるよう を毎年効率的かつ効果的に開催・運営されるよう取り組んだか。
取り組んだか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１３） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

４ 職業能力開発業務に関する事項３ 職業能力開発業務に関する事項 ４ 職業能力開発業務に関する事項
(1)職業能力開発促進センター等及び職業能力(1)職業能力開発促進センター等及び職 (1)職業能力開発促進センター等及び職
開発総合大学校の設置及び運営の実施等に関業能力開発総合大学校の設置及び運営 業能力開発総合大学校の設置及び運営
する事項の実施等に関する事項 の実施等に関する事項

②離職者を対象とする職業訓練の実施につい② 離職者を対象とする職業訓練の実 イ 離職者を対象とする職業訓練の実
て施について 施について
雇用のセーフティネットとしての役割を雇用のセーフティネットとしての役 雇用のセーフティネットとしての

果たすため、雇用失業情勢に応じて、離職割を果たすため、雇用失業情勢に応 役割を果たすため、雇用失業情勢
者に対し、適切かつ効果的な職業訓練を実じて、離職者に対し、適切かつ効果 に応じて、離職者に対し、適切か
施し、再就職に結び付けるため、次により的な職業訓練を実施し、再就職に結 つ効果的な職業訓練を実施し、再
職業訓練を実施する。び付けるものとすること。 就職に結び付けるため、次により

職業訓練を実施する。

イ 訓練開始時から面接指導、求人情報の提ア 訓練開始時から積極的に就職支援 ① 訓練開始時から積極的に就職支援
供を行うなど徹底した就職支援を行う。を行うこととし、訓練修了者の就職 を行い、訓練修了者の訓練終了後

率を各年度とも８０％以上とすると ３ヶ月時点の就職率を各年度とも
ロ 訓練修了者の訓練終了後３ヶ月時点の就ともに、就職者のうち常用労働者と ８０％以上とするとともに、就職
職率を８０％以上とするとともに、就職者して就職した者の割合の向上に努め 者のうち常用労働者として就職し
のうち常用労働者として就職した者の割合ること。 た者の割合の向上に努める。
の向上を図るため、就職支援に努める。

ハ 主にものづくり分野であって、当該地域イ 主にものづくり分野であって、当 ② 主にものづくり分野であって、当
において民間では実施できないもののみに該地域において民間では実施でき 該地域において民間では実施でき
限定して実施する。ないもののみに限定して実施する ないもののみに限定して実施する。

なお、訓練コースの設定に当たっては、こと。その際、各職種における求 なお、訓練コースの設定に当た
当該地域ごとに、事業主団体や関係行政機人と求職のミスマッチの状況も踏 っては、当該地域ごとに、事業主
関等から意見を聴くことなどにより人材ニまえ、訓練コースを精査した上で 団体や関係行政機関等から意見を
ーズを把握した上で、各職種における求人実施すること。 聴くことなどにより人材ニーズを
と求職のミスマッチの状況も踏まえつつ、把握した上で、各職種における求
真に必要とされている訓練コースを設定す人と求職のミスマッチの状況も踏
る。また、各地域において、地方運営協議まえつつ、真に必要とされている
会の専門部会として外部委員で構成する検訓練コースを設定する。また、各
討の場を設け、訓練コースについて、意見地域において、地方運営協議会の
を聴取し、審査する。専門部会として外部委員で構成す

る検討の場を設け、訓練コースに
、 、 。ついて 意見を聴取し 審査する

自己評価 評定

評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等

【評価項目１３ 離職者訓練】 ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づき新
たに設定。

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等
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［数値目標］ ［数値目標］

・訓練修了者の訓練終了後３ヶ月時点の就職率を各年度とも８０％以
上とすること。

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ４ (1) ② 離職者を対象とする職業訓練の実施について

平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づ
・当該地域において民間では実施できないもののみに限定して実施し き新たに設定。

たか。

・地域ごとに、事業主団体等から意見を聴くことなどにより人材ニー
、 。ズを把握した上で 真に必要とされている訓練コースを設定したか
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１４） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

４ 職業能力開発業務に関する事項３ 職業能力開発業務に関する事項 ４ 職業能力開発業務に関する事項
(1)職業能力開発促進センター等及び職業能力(1)職業能力開発促進センター等及び職 (1)職業能力開発促進センター等及び職
開発総合大学校の設置及び運営の実施等に関業能力開発総合大学校の設置及び運営 業能力開発総合大学校の設置及び運営
する事項の実施等に関する事項 の実施等に関する事項

③高度技能者の養成のための職業訓練につい③ 高度技能者の養成のための職業訓 ウ 高度技能者の養成のための職業訓
て練について 練について
産業の基盤を支える人材を育成するため産業の基盤を支える人材を育成する 産業の基盤を支える人材を育成す

に、職業能力開発大学校等の専門課程におために、職業能力開発大学校等の専 るために、職業能力開発大学校等
いては、技術革新に対応できる高度な知識門課程においては、技術革新に対応 の専門課程においては、技術革新
と技能・技術を兼ね備えた実践技能者を養できる高度な知識と技能・技術を兼 に対応できる高度な知識と技能・
成し、また、応用課程においては、生産技ね備えた実践技能者を養成し また 技術を兼ね備えた実践技能者を養、 、
術・生産管理部門のリーダーとなる人材を応用課程においては、生産技術・生 成し また 応用課程においては、 、 、
養成するよう、次により職業訓練を実施す産管理部門のリーダーとなる人材を 生産技術・生産管理部門のリーダ
る。養成するものとすること。 ーとなる人材を養成するよう、次

により職業訓練を実施する。

イ ものづくり産業における人材ニーズに的ア 専門課程及び応用課程の修了者の ① ものづくり産業における人材ニー
確に対応した訓練内容とすることや、的確うち、就職希望者の就職率を各年度 ズに的確に対応した訓練内容とす
な就職支援を徹底して行うことにより、引とも９５％以上とすること。 ることや、的確な就職支援を徹底
き続き高い就職実績を確保し、専門課程及して行うことにより、引き続き高
び応用課程の修了者のうち、就職希望者のい就職実績を確保し、専門課程及
就職率を９５％以上とする。び応用課程の修了者のうち、就職

希望者の就職率を各年度とも９５
％以上とする。

ロ 産学連携や他大学等関係機関との連携のイ 職業能力開発大学校等について、 ② 職業能力開発大学校等について、
強化を推進すること等により、広く地域社産学連携や他大学等関係機関との 産学連携や他大学等関係機関との
会に開かれた施設運営に努める。連携を強め、より地域に開かれた 連携を強め、より地域に開かれた

ものとすること。 施設運営に努める。

ハ 地方公共団体との役割分担を一層明確化ウ 地方公共団体との役割分担を一層 ③ 地方公共団体との役割分担を一層
し、民業補完に徹する観点から、民間教育明確化し、民業補完に徹する観点 明確化し、民業補完に徹する観点
訓練機関等の多種多様な訓練の実施の状況から、民間教育訓練機関等の多種 から、民間教育訓練機関等の多種
や昨今の地方公共団体における職業訓練の多様な訓練の実施の状況や昨今の 多様な訓練の実施の状況や昨今の
取組状況を踏まえ、さらに、ニーズや定員地方公共団体における職業訓練の 地方公共団体における職業訓練の
の充足率、就職率を見極めた上で、今後の取組状況を踏まえ、さらに、ニー 取組状況を踏まえ、さらに、ニー
経済社会を担う高度なものづくり人材を育ズや定員の充足率、就職率を見極 ズや定員の充足率、就職率を見極
成するため、主として若年者を対象としためた上で、今後の経済社会を担う めた上で、今後の経済社会を担う
高度職業訓練に特化・重点化する。高度なものづくり人材を育成する 高度なものづくり人材を育成する

ため、主として若年者を対象とし ため、主として若年者を対象とし
た高度職業訓練に特化・重点化す た高度職業訓練に特化・重点化す
ること。 る。

自己評価 評定

評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等
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【評価項目１４ 高度技能者養成訓練】 ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づき新
たに設定。

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］ ［数値目標］

・専門課程及び応用課程の修了者のうち就職希望者の就職率を各年度
とも９５％以上とすること。

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ４ (1) ③ 高度技能者の養成のための職業訓練について

平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づ
・産学連携や他大学等関係機関との連携を強め、より地域に開かれた き新たに設定。

施設運営に努めたか。

・地方公共団体との役割分担を一層明確化し、民業補完に徹する観点
から、主として若年者を対象とした高度職業訓練に特化・重点化し
たか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１５） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

４ 職業能力開発業務に関する事項３ 職業能力開発業務に関する事項 ４ 職業能力開発業務に関する事項
(1)職業能力開発促進センター等及び職業能力(1)職業能力開発促進センター等及び職 (1)職業能力開発促進センター等及び職
開発総合大学校の設置及び運営の実施等に関業能力開発総合大学校の設置及び運営 業能力開発総合大学校の設置及び運営
する事項の実施等に関する事項 の実施等に関する事項

④在職者を対象とする職業訓練の実施につい④ 在職者を対象とする職業訓練の実 エ 在職者を対象とする職業訓練の実
て施について 施について
産業の基盤を支える高度な職業能力を有産業の基盤を支える高度な職業能力 産業の基盤を支える高度な職業能

する人材を育成するため、在職者に対し、を有する人材を育成するため、在職 力を有する人材を育成するため、
事業主のニーズ等に基づき、適切かつ効果者に対し、事業主のニーズ等に基づ 在職者に対し、事業主のニーズ等
的な職業訓練を実施するよう、次により職き、適切かつ効果的な職業訓練を実 に基づき、適切かつ効果的な職業
業訓練を実施する。施すること。 訓練を実施するよう、次により職

業訓練を実施する。

イ 訓練コースの受講者と受講を指示した事ア 受講者に対してアンケート調査を ① 受講者に対してアンケート調査を
業主に対してアンケート調査を実施し、８実施し、８０％以上の者から職業能 実施し、８０％以上の者から職業
０％以上の者から職業能力の向上に役立っ力の向上に役立った旨の評価が得ら 能力の向上に役立った旨の評価が
た旨の評価が得られるようにする。また、れるようにすること。また、事業主 得られるようにする。また、事業
受講者が習得した能力について職場での適の指示により職業訓練を受講した場 主の指示により職業訓練を受講し
用状況等の確認を行う。合については、当該事業主について た場合については、当該事業主に
なお、アンケート調査に当たっては、受もアンケート調査を実施し、８０％ ついてもアンケート調査を実施し、
講者及び事業主の意見をより的確に把握で以上の者から受講者に職業能力の向 ８０％以上の者から受講者に職業
きるようにするとともに、当該調査結果と上が見られた旨の評価が得られるよ 能力の向上が見られた旨の評価が
職場での適用状況の結果を分析して業務のうにすること。 得られるようにする。
質の向上に反映できるようにする。なお、アンケート調査の実施に当た なお、アンケート調査の実施に当

っては、当該調査で得られた意見を たっては、当該調査で得られた意
より的確に把握できるようにすると 見をより的確に把握できるように
ともに、当該調査結果を分析して業 するとともに、当該調査結果を分
務の質の向上に反映できるようにす 析して業務の質の向上に反映でき
ること。 るようにする。

イ 在職者訓練の効果を客観的に把握 ② 在職者訓練の効果を客観的に把握
する観点から、受講者が習得した する観点から、受講者が習得した
能力（習得度）の測定・評価を実 能力について職場での適用状況等
施すること。 の確認・評価を実施する。

ロ 地方公共団体との役割分担の一層の明確ウ 地方公共団体との役割分担の一層 ③ 地方公共団体との役割分担の一層
化を図るとともに、民業補完に徹する観点の明確化を図るとともに、民業補 の明確化を図るとともに、民業補
から、民間教育訓練機関等の多種多様な訓完に徹する観点から、民間教育訓 完に徹する観点から、民間教育訓
練の実施の状況や昨今の地方公共団体にお練機関等の多種多様な訓練の実施 練機関等の多種多様な訓練の実施
ける職業訓練の取組状況を踏まえ、中小企の状況や昨今の地方公共団体にお の状況や昨今の地方公共団体にお
業等を主な対象として、ものづくり分野をける職業訓練の取組状況を踏まえ ける職業訓練の取組状況を踏まえ、 、
中心に真に高度なもののみに真に限定して中小企業等を主な対象として、も 中小企業等を主な対象として、も
実施する。のづくり分野を中心に真に高度な のづくり分野を中心に真に高度な
また、訓練コースは、当該地域ごとの事もののみに真に限定して実施する もののみに真に限定して実施する。
業主団体や関係行政機関等から意見を聴くこと。 また、訓練コースは、当該地域ご
ことなどにより人材育成ニーズを把握したまた、中小企業等を主な対象とし との事業主団体や関係行政機関等
上で設定するものとし、各地域において地ていることに配慮しつつ、適切な から意見を聴くことなどにより人
方運営協議会の専門部会として外部委員で費用負担を求めること。 材育成ニーズを把握した上で設定
構成する検討の場を設け、訓練コースにつするものとし、各地域において地
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いて、意見を聴取し、審査する。方運営協議会の専門部会として外
、部委員で構成する検討の場を設け

訓練コースについて、意見を聴取
し、審査する。

ハ 中小企業等を主な対象としていることになお、中小企業等を主な対象とし
配慮しつつ、適切な費用負担を求める。ていることに配慮しつつ、適切な

費用負担を求める。

⑤事業主等との連携・支援について⑤ 事業主等との連携・支援について オ 事業主等との連携・支援について
事業主等との連携による訓練カリキュラ事業主等との連携による訓練カリキ 事業主等との連携による訓練カリ

ムの開発や訓練の実施、その求めに応じたュラムの開発や訓練の実施、その求 キュラムの開発や訓練の実施、そ
職業訓練指導員の派遣、訓練設備の貸与、めに応じた職業訓練指導員の派遣、 の求めに応じた職業訓練指導員の
訓練ノウハウ・情報の提供等を行うなど、訓練設備の貸与、訓練ノウハウ・情 派遣、訓練設備の貸与、訓練ノウ
事業主等が効果的に職業訓練を実施できる報の提供等を行うなど、事業主等が ハウ・情報の提供等を行うなど、
よう、連携・支援を行う。特に、現在の雇効果的に職業訓練を実施できるよう 事業主等が効果的に職業訓練を実、
用失業情勢を踏まえ、中小企業等のニーズ連携・支援を行うこと。その際、適 施できるよう 連携・支援を行う、 。
に対応できるよう、事業主が行う休業期間切な費用負担を求めること。 その際 適切な費用負担を求める、 。
中の教育訓練に対する支援等を積極的に行
う。
また、支援に対する適切な費用負担を求

める。

自己評価 評定

評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等

【評価項目１５ 在職者訓練、事業主等との連携・支援】 ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づき新
たに設定。

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］ ［数値目標］

・受講者に対してアンケート調査を実施し、８０％以上の者から職業
能力の向上に役立った旨の評価が得られるようにすること。

・事業主に対してアンケート調査を実施し、８０％以上の者から受講
。者に職業能力の向上が見られた旨の評価が得られるようにすること

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ４ (1) ④ 在職者を対象とする職業訓練の実施について

・受講者が習得した能力について職場での適用状況等の確認・評価を
実施したか。 平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づ

き新たに設定。
・中小企業等を主な対象として、ものづくり分野を中心に真に高度な

もののみに限定して実施したか。

・地域ごとに、事業主団体等から意見を聴くことなどにより人材ニー
ズを把握した上で、訓練コースを設定したか。

・中小企業等を主な対象としていることに配慮しつつ、適切な費用負
担を求めたか。

第２ ４ (1) ⑤ 事業主等との連携・支援について

・事業主等が効果的に職業訓練を実施できるよう、連携・支援を行っ
たか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１６） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

４ 職業能力開発業務に関する事項３ 職業能力開発業務に関する事項 ４ 職業能力開発業務に関する事項
(1)職業能力開発促進センター等及び職業能力(1)職業能力開発促進センター等及び職 (1)職業能力開発促進センター等及び職
開発総合大学校の設置及び運営の実施等に関業能力開発総合大学校の設置及び運営 業能力開発総合大学校の設置及び運営
する事項の実施等に関する事項 の実施等に関する事項

⑥職業訓練指導員の養成について⑥ 職業訓練指導員の養成について カ 職業訓練指導員の養成について
職業訓練指導員については、職業能力開職業訓練指導員については、職業能 職業訓練指導員については、職業

発に関するニーズに的確に対応するため、力開発に関するニーズに的確に対応 能力開発に関するニーズに的確に
技能習得の指導ができるだけでなく、訓練するため、技能習得の指導ができる 対応するため、技能習得の指導が
のコーディネート、キャリア・コンサルテだけでなく 訓練のコーディネート できるだけでなく、訓練のコーデ、 、
ィング、就職支援など、公共だけではなくキャリア・コンサルティング、就職 ィネート、キャリア・コンサルテ
民間においても対応できる幅広い能力を有支援など、公共だけではなく民間に ィング、就職支援など、公共だけ
する人材を養成する。おいても対応できる幅広い能力を有 ではなく民間においても対応でき

する人材を養成すること。 る幅広い能力を有する人材を養成
する。

⑦訓練コースの開発等について⑦ 訓練コースの開発等について キ 訓練コースの開発等について
政策的必要性の高い分野を中心に、訓練政策的必要性の高い分野を中心に、 政策的必要性の高い分野を中心に、

コースの開発、人材ニーズの把握、キャリ訓練コースの開発、人材ニーズの把 訓練コースの開発、人材ニーズの
ア形成の過程の把握、職業訓練技法の開発握、キャリア形成の過程の把握、職 把握 キャリア形成の過程の把握、 、
等効果的・効率的な職業訓練の実施に資す業訓練技法の開発等効果的・効率的 職業訓練技法の開発等効果的・効
る調査・研究を実施し、その成果を民間教な職業訓練の実施に資する調査・研 率的な職業訓練の実施に資する調

、 。究を実施し、その成果を民間教育訓 査・研究を実施し、その成果を民 育訓練機関 地方公共団体等にも提供する
また、環境・エネルギー分野などの新し練機関、地方公共団体等にも提供す 間教育訓練機関、地方公共団体等

い分野の訓練カリキュラム開発を進める。ること。 にも提供する。
また、環境・エネルギー分野などの また、環境・エネルギー分野など
新しい分野の訓練カリキュラム開発 の新しい分野の訓練カリキュラム
を進めること。 開発を進める。

⑧職業能力開発分野の国際連携・協力の推進⑧ 職業能力開発分野の国際連携・協 ク 職業能力開発分野の国際連携・協
について力の推進について 力の推進について
国、国際協力機構（ＪＩＣＡ）等の委託国、国際協力機構（ＪＩＣＡ）等の 国、国際協力機構（ＪＩＣＡ）等

を受けて、開発途上国からの研修生の受入委託を受けて、開発途上国における の委託を受けて、開発途上国から
れや、職業訓練指導員の海外への派遣等を人材養成や国内における研修生の受 の研修生の受入れや、職業訓練指
効率的・効果的に推進する。入れ等を効率的・効果的に推進する 導員の海外への派遣等を効率的・

こと。 効果的に推進する。

自己評価 評定

評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等

【評価項目１６ 指導員の養成、訓練コースの開発、国際連携・協力 ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づき新
の推進等】 たに設定。

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［評価の視点］ ［評価の視点］
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第２ ４ (1) ⑥ 職業訓練指導員の養成について

、 、 、・訓練コーディネート キャリア・コンサルティング 就職支援など
幅広い能力を有する人材を養成したか。

第２ ４ (1) ⑦ 訓練コースの開発等について

・効果的・効率的な職業訓練の実施に資する調査・研究を実施し、そ
の成果を民間教育訓練機関や地方公共団体等に提供したか。 平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づ

き新たに設定。
・環境・エネルギー分野などの新しい分野の訓練カリキュラム開発を

進めたか。

第２ ４ (1) ⑧ 職業能力開発分野の国際連携・協力の推進につい
て

・開発途上国からの研修生の受入れや、職業訓練指導員の海外への派
遣等を効率的・効果的に推進したか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１７） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

４ 職業能力開発業務に関する事項３ 職業能力開発業務に関する事項 ４ 職業能力開発業務に関する事項
(1)職業能力開発促進センター等及び職業能力(1)職業能力開発促進センター等及び職 (1)職業能力開発促進センター等及び職
開発総合大学校の設置及び運営の実施等に関業能力開発総合大学校の設置及び運営 業能力開発総合大学校の設置及び運営
する事項の実施等に関する事項 の実施等に関する事項

①効果的な職業訓練の実施について① 効果的な職業訓練の実施について ア 効果的な職業訓練の実施について
イ 労働者を代表する者、事業主を代表するア 職業能力開発の実施に当たって ① 労働者を代表する者、事業主を代
者及び職業能力開発業務の適正な運営に必は、労使等の参画による運営委員 表する者及び職業能力開発業務の
要な学識経験を有する者から構成する運営会を機構本部に設置するとともに 適正な運営に必要な学識経験を有、
委員会を機構本部に設置し、職業能力開発都道府県、都道府県労働局、事業 する者から構成する運営委員会を
業務の円滑な運営を図る。主や労働者の代表、教育機関等の 機構本部に設置し、職業能力開発

参画による地域の協議会を都道府 業務の円滑な運営を図る。
県ごとに設置し、労使や地域にお
ける関係者の職業訓練に対するニ
ーズを踏まえた、これまで以上に
効果的・効率的な職業訓練の実施
が可能となるよう、関係機関等と
十分に連携を図ること。

都道府県、都道府県労働局、事業主や労② 都道府県、都道府県労働局、事業 ロ
働者の代表、教育機関等の参画による地方主や労働者の代表、教育機関等の
運営協議会を都道府県ごとに設置し、労使参画による地方運営協議会を都道
や地域における関係者の職業訓練に対する府県ごとに設置し、労使や地域に
ニーズを踏まえたこれまで以上に効果的・おける関係者の職業訓練に対する
効率的な職業訓練の実施が可能となるよニーズを踏まえたこれまで以上に
う、関係機関等と十分に連携を図る。効果的・効率的な職業訓練の実施

が可能となるよう、関係機関等と
十分に連携を図る。

ハ 企業等のニーズに応えた訓練コースの設イ 企業等のニーズに応えた訓練コー ③ 企業等のニーズに応えた訓練コー
定を行うとともに、就職率等の訓練成果のスの設定を行うとともに、就職率 スの設定を行うとともに、就職率
客観的な評価・分析を実施し、訓練の質や等の訓練成果の客観的な評価・分 等の訓練成果の客観的な評価・分
効果的な訓練の実施を担保する。析を実施し、訓練の質や効果的な 析を実施し、訓練の質や効果的な
なお、各職業訓練に係るＰＤＣＡサイク訓練の実施を担保すること。 訓練の実施を担保する。

ルによる訓練コースの見直しを行い、そのなお、各職業訓練に係るＰＤＣＡ
結果をホームページに公表する。サイクルによる訓練コースの見直

しを行い、その結果をホームペー
ジに公表する。

⑨公共職業能力開発施設等について⑨ 公共職業能力開発施設等について ケ 公共職業能力開発施設等について
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃独立行政法人雇用・能力開発機構 独立行政法人雇用・能力開発機構
止する法律（平成２３年法律第２６号）を法を廃止する法律（平成２３年法 法を廃止する法律（平成２３年法
踏まえ、以下の取組を適切に行う。律第２６号）を踏まえ、以下の取 律第２６号）を踏まえ、以下の取

組を適切に行うこと。 組を適切に行う。

イ 職業能力開発促進センター及び職業能力ア 職業能力開発促進センター及び職 ① 職業能力開発促進センター及び職
開発大学校・短期大学校の都道府県への移業能力開発大学校・短期大学校の 業能力開発大学校・短期大学校の
管について、希望する都道府県への移管を都道府県への移管に当たっては、 都道府県への移管に当たっては、
進める。平成２５年度までの間、集中的に 平成２５年度までの間、集中的に

希望する都道府県への移管を進め 希望する都道府県への移管を進め
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ること。 る。

ロ 職業能力開発促進センター及び職業能力イ 職業能力開発促進センター及び職 ② 職業能力開発促進センター及び職
開発大学校・短期大学校については、厳し業能力開発大学校・短期大学校に 業能力開発大学校・短期大学校に
い雇用失業情勢に配慮しつつ、都道府県とついては、厳しい雇用失業情勢に ついては、厳しい雇用失業情勢に
も連携して、地域において必要な訓練の質配慮しつつ、都道府県とも連携し 配慮しつつ、都道府県とも連携し
と量を確保する。て、地域において必要な訓練の質 て、地域において必要な訓練の質

と量を確保すること。 と量を確保する。

ハ 職業能力開発総合大学校についてウ 職業能力開発総合大学校は、平成 ③ 職業能力開発総合大学校は、平成
(ｲ)平成２４年度末までに相模原校を廃止２４年度末までに相模原校を廃止 ２４年度末までに相模原校を廃止
し、附属校である東京校（小平市）へ集し 附属校である東京校 小平市 し 附属校である東京校 小平市、 （ ） 、 （ ）
約するため、必要な準備を行う。へ集約するとともに、平成２６年 へ集約するとともに、平成２６年

度から導入するハイレベル訓練 仮 度から導入するハイレベル訓練 仮（ （
(ﾛ)平成２６年度から導入するハイレベル称 、平成２４年度から拡充するス 称 、平成２４年度から拡充するス） ）
訓練（仮称 、平成２４年度から拡充するキルアップ訓練の実施に向け、カ キルアップ訓練の実施に向け、カ ）
スキルアップ訓練の実施に向け、カリキリキュラムの検討など必要な準備 リキュラムの検討など必要な準備
ュラムの検討など必要な準備を進める。を進めるほか、民間教育訓練機関 を進めるほか、民間教育訓練機関

が実施する職業訓練の質を維持・ が実施する職業訓練の質を維持・
(ﾊ)民間教育訓練機関が実施する職業訓練向上させるための取組を支援する 向上させるための取組を支援する。
の質を維持・向上させるための取組を支こと。
援する。

ニ 上記各施設の在り方等の見直しに当たっエ 上記各施設の在り方等の見直しに ④ 上記各施設の在り方等の見直しに
て必要とされる施設ごとのセグメント情報当たっては、施設ごとのセグメン 当たっては、施設ごとのセグメン
を整備し、活用する。ト情報を十分に踏まえ、具体的な ト情報を十分に踏まえ、具体的な

、 、業務運営の達成目標を定めた上で 業務運営の達成目標を定めた上で
その業務量に応じた適切な人員や その業務量に応じた適切な人員や
コストとなっているかを検討し、 コストとなっているかを検討し、
必要な措置を講ずること。 必要な措置を講ずる。

自己評価 評定

評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等

評価項目１７ 効果的な職業訓練の実施 公共職業能力開発施設等 ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づき新【 、 】
たに設定。

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ４ (1) ① 効果的な職業訓練の実施について

・労使や地域における関係者の職業訓練に対するニーズを踏まえた、
効果的・効率的な職業訓練の実施が可能となるよう、関係機関等と
十分に連携を図ったか。

・企業等のニーズに応えた訓練コースの設定を行うとともに、就職率
等の訓練成果の客観的な評価・分析を実施したか。

、 。・訓練コースの見直しを行い その結果をホームページに公表したか

第２ ４ (1) ⑨ 公共職業能力開発施設等について

・職業能力開発促進センター及び職業能力開発大学校・短期大学校の
都道府県への移管について 希望する都道府県への移管を進めたか 平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づ、 。

き新たに設定。
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・職業能力開発促進センター及び職業能力開発大学校・短期大学校に
ついては、都道府県とも連携して、地域において必要な訓練の質と
量を確保するための取組を行ったか。

・職業能力開発総合大学校について、平成２４年度末までに相模原校
を廃止し、附属校である東京校（小平市）へ集約するとともに、平
成２６年度から導入するハイレベル訓練（仮称 、平成２４年度か）
ら拡充するスキルアップ訓練の実施に向け、カリキュラムの検討な
ど必要な準備を進めたか。

・各施設の在り方等の見直しに当たっては、達成目標を定めた上で、
その業務量に応じた適切な人員やコストとなっているかを検討し、
必要な措置を講じたか。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１８） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第２ 国民に対して提供するサービスその他の第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス
業務の質の向上に関する目標を達成するためその他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標
とるべき措置通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

４ 職業能力開発業務に関する事項４ 職業能力開発業務に関する事項 ４ 職業能力開発業務に関する事項
(2)求職者支援制度に係る職業訓練の認定業務(2)求職者支援制度に係る職業訓練の認 (2)求職者支援制度に係る職業訓練の認

等に関する事項定業務等に関する事項 定業務等に関する事項
職業訓練の実施等による特定求職者の就職業訓練の実施等による特定求職者 職業訓練の実施等による特定求職者

職の支援に関する法律（平成２３年法律第の就職の支援に関する法律（平成２３ の就職の支援に関する法律（平成２３
４７号）に基づく職業訓練の認定業務の実年法律第４７号）に基づく職業訓練の 年法律第４７号）に基づく職業訓練の
施に当たっては、技能の向上が図られ、就認定を的確に実施すること。 認定業務の実施に当たっては、技能の
職に資するものとなっているかを踏まえたまた、認定職業訓練が円滑かつ効果 向上が図られ、就職に資するものとな
審査を行う。また、認定職業訓練の円滑か的に行われるよう （職業訓練実施計 っているかを踏まえた審査を行う。、
つ効果的な実施に資するよう、職業訓練実画も踏まえて）必要な指導及び助言を また、認定職業訓練の円滑かつ効果
施計画も踏まえて、訓練コース設定の指導行うこと。 的な実施に資するよう、職業訓練実施
や機構が有する職業能力開発及び就職支援計画も踏まえて、訓練コース設定の指
のノウハウの提供など、必要な指導及び助導や機構が有する職業能力開発及び就
言を行う。職支援のノウハウの提供など、必要な

指導及び助言を行う。

自己評価 評定

評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等

【評価項目１８ 求職者支援制度に係る職業訓練認定業務等】 ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づき新
たに設定。

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ４ (2) 求職者支援制度に係る職業訓練の認定業務等に関する

事項

・職業訓練の認定業務に当たっては、技能の向上が図られ、就職に資
するものとなっているかを踏まえた審査を行ったか。

・認定職業訓練の円滑かつ効果的な実施に資するよう、訓練コース設 平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づ
定の指導や職業能力開発及び就職支援のノウハウの提供など、必要 き新たに設定。
な指導及び助言を行ったか。
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（１９） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第３ 予算、収支計画及び資金計画第４ 財務内容の改善に関する事項 第３ 予算、収支計画及び資金計画
１ 予算 別紙－１のとおり通則法第２９条第２項第４号の財務 １ 予算 別紙－１のとおり

内容の改善に関する事項は、次のとお
２ 収支計画 別紙－２のとおりりとする。 ２ 収支計画 別紙－２のとおり

３ 資金計画 別紙－３のとおり１ 管理業務の節減を行うとともに、効 ３ 資金計画 別紙－３のとおり
率的な施設運営を行うこと等により、
固定的経費の節減を図ること。

２ 運営費交付金を充当して行う事業に
ついては 「第２ 業務運営の効率化、
に関する事項」で定めた事項に配慮し
た中期計画の予算を作成し、当該予算
による運営を行うこと。

・ 障害者雇用納付金に係る積立金について３ 障害者雇用納付金に係る積立金につ ・ 障害者雇用納付金に係る積立金に
は、銀行等の健全性に配慮した運用を行ういては 納付金が障害者の雇用に伴う ついては、銀行等の健全性に配慮し、 、
など、適正にその運用及び管理を行う。経済的な負担の調整並びにその雇用の た運用を行うなど、適正にその運用

促進及び継続を図るために、法律に基 及び管理を行う。
づき、事業主から徴収しているもので
あることにかんがみ、適正にその運用
及び管理を行うこと。

４ 暫定的に行う雇用促進住宅業務については４ 暫定的に行う雇用促進住宅業務につ ４ 暫定的に行う雇用促進住宅業務につ
下記に従い、財務内容の改善に努める。いては下記に従い、財務内容の改善に いては下記に従い、財務内容の改善に

努めること。 努める。
① 雇用促進住宅の譲渡を着実に推進する。① 「規制改革推進のための３か年計 ① 「規制改革推進のための３か年計
ただし、厳しい雇用失業情勢や東日本大震画 平成１９年６月２２日閣議決定 画 平成１９年６月２２日閣議決定」（ ） 」（ ）
災の被害状況にかんがみ必要と認められる等に基づき、民間事業者等の知見・ 等に基づき、民間事業者等の知見・
間、解雇等に伴い住居を喪失した求職者のノウハウを活用しながら、総収益の ノウハウを活用しながら、総収益の
支援策及び震災による被災者等に対する支最大化を図りつつ、現に入居者がい 最大化を図りつつ、現に入居者がい
援策として、平成２０年度までに廃止決定ることを踏まえた上で、雇用促進住 ることを踏まえた上で、雇用促進住

、 。宅の売却方法について常に工夫を行 宅の売却方法について常に工夫を行 した雇用促進住宅を含め 最大限活用する
いつつ、譲渡を着実に推進し、これ いつつ、譲渡を着実に推進し、これ
を可能な限り前倒しできるよう取り を可能な限り前倒しできるよう取り
組み、遅くとも平成３３年度までに 組み、遅くとも平成３３年度までに
すべての譲渡・廃止を完了すること すべての譲渡・廃止を完了する。た。
ただし、厳しい雇用失業情勢や東日 だし、厳しい雇用失業情勢や東日本
本大震災の被害状況にかんがみ必要 大震災の被害状況にかんがみ必要と
と認められる間、解雇等に伴い住居 認められる間、解雇等に伴い住居を
を喪失した求職者の支援策及び震災 喪失した求職者の支援策及び震災に

、による被災者等に対する支援策とし よる被災者等に対する支援策として
て、平成２０年度までに廃止決定し 平成２０年度までに廃止決定した雇
た雇用促進住宅を含め、最大限活用 用促進住宅を含め、最大限活用する
することとし、現に入居している者 こととし、現に入居している者への
への配慮をしつつ、その適切な実施 配慮をしつつ、その適切な実施に留
に留意すること。 意する。

② 管理運営に係る委託業務については、独② 譲渡・廃止が完了するまでの間は ② 譲渡・廃止が完了するまでの間は、 、
立採算による合理的な運営に努める。独立採算による合理的な経営に努め 独立採算による合理的な経営に努め

ること。 る。
③ 雇用促進住宅の運営に係る利益剰余金に③ 雇用促進住宅の運営に係る利益剰 ③ 雇用促進住宅の運営に係る利益剰
ついては、旧雇用・能力開発機構の決算確余金の国庫納付を速やかに実施する 余金の国庫納付を速やかに実施する。
定後、機構の発足当初に支払が必要となること。
最小限の経費等を除き、速やかに国庫納付
する。

第４ 短期借入金の限度額第４ 短期借入金の限度額
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１ 限度額 １８，０００百万円１ 限度額 １８，０００百万円

２ 想定される理由２ 想定される理由
・ 運営費交付金の受入れの遅延による資金・ 運営費交付金の受入れの遅延によ
不足る資金不足

・ 予定外の退職者の発生に伴う退職金の支・ 予定外の退職者の発生に伴う退職
給 等金の支給 等

第５ 財産の処分等に関する計画第５ 財産の処分等に関する計画

１ 不要財産等の処分に関する計画１ 不要財産等の処分に関する計画
石川障害者職業センター跡地及び旧三重障石川障害者職業センター跡地及び旧

害者職業センターについては、平成２３年度三重障害者職業センターについては、
中に国庫納付する。平成２３年度中に国庫納付する。
また、岩手１号職員宿舎及び富士見職員宿また、岩手１号職員宿舎及び富士見

舎については、職員の退去後、速やかに国庫職員宿舎については、職員の退去後、
納付する。速やかに国庫納付する。
なお、石川障害者職業センター跡地についなお、石川障害者職業センター跡地

ては、独立行政法人通則法第４６条の２第１については、独立行政法人通則法第４
項に基づき現物による国庫納付とする。６条の２第１項に基づき現物による国

庫納付とする。
旧三重障害者職業センター、岩手１号職員旧三重障害者職業センター、岩手１

宿舎及び富士見職員宿舎については、同法第号職員宿舎及び富士見職員宿舎につい
４６条の２第２項に基づき金銭による国庫納ては、同法第４６条の２第２項に基づ
付とする。ただし、金銭による国庫納付によき金銭による国庫納付とする ただし。 、
り難い場合は、同法第４６条の２第１項に基金銭による国庫納付により難い場合
づき現物による国庫納付とする。は、同法第４６条の２第１項に基づき

現物による国庫納付とする。

２ 重要な財産の処分等に関する計画２ 重要な財産の処分等に関する計画
① 障害者職業センター移転に伴い生ずる遊
休資産については処分を行う。
せき髄損傷者職業センターの廃止に伴いせき髄損傷者職業センターの廃止に

生ずる遊休資産については、関係機関との伴い生ずる遊休資産については、国の
調整を終了したものから、国の資産債務改資産債務改革の趣旨を踏まえ、処分を
革の趣旨を踏まえ、処分を行う。行う。

② 職業能力開発促進センター等の敷地、職また、職業能力開発促進センター等
員宿舎等旧雇用・能力開発機構が保有しての敷地、職員宿舎等旧雇用・能力開発
いた資産のうち承継した資産については、機構が保有していた資産のうち承継し
引き続き、その必要性を厳しく検証し、不た資産については、引き続き、その必
要資産については処分を行う。要性を厳しく検証し、不要資産につい

ては処分を行う。

第６ 剰余金の使途第６ 剰余金の使途
・ 事業主に対する相談・援助業務の充実・ 事業主に対する相談・援助業務の

充実
・ 職業リハビリテーション業務の充実・ 職業リハビリテーション業務の充

実
・ 障害者職業能力開発校における職業訓練・ 障害者職業能力開発校における職
業務の充実業訓練業務の充実

・ 旧雇用・能力開発機構から移管した職業・ 旧雇用・能力開発機構から移管し
能力開発業務及び宿舎等業務の充実た職業能力開発業務及び宿舎等業務

の充実
・ 求職者支援制度に係る職業訓練の認定業・ 求職者支援制度に係る職業訓練の
務の充実認定業務の充実

自己評価 評定
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評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等

【評価項目１７ 予算、収支計画及び資金計画】 【評価項目１９ 予算、収支計画及び資金計画】 ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づく変
更。

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［評価の視点］ ［評価の視点］
・運営費交付金を充当して行う事業については、中期目標に ・運営費交付金を充当して行う事業については、中期目標に基づく予

基づく予算を作成し、当該予算の範囲内で予算を執行して 算を作成し、当該予算の範囲内で予算を執行しているか。
いるか。

・運営費交付金については収益化基準にしたがって適正に執 ・運営費交付金については収益化基準にしたがって適正に執行してい
行しているか。 るか。

・予算、収支計画及び資金計画について、各費目に関して計 ・予算、収支計画及び資金計画について、各費目に関して計画と実績
画と実績の差異がある場合には、その発生理由が明らかに の差異がある場合には、その発生理由が明らかになっており、合理
なっており、合理的なものとなっているか。 的なものとなっているか。

・運営費交付金が全額収益化されず債務として残された場合 ・運営費交付金が全額収益化されず債務として残された場合には、そ
には、その発生理由が明らかになっており、それが合理的 の発生理由が明らかになっており、それが合理的なものとなってい
なものとなっているか （政・独委評価の視点「２財務状 るか （政・独委評価の視点「２財務状況 (3)運営費交付金債務」。 。
況 (3)運営費交付金債務」の一部（下段）事項に該当） の一部（下段）事項に該当）

・障害者雇用納付金に係る積立金について、適正な運用・管 ・障害者雇用納付金に係る積立金について、適正な運用・管理を行っ
理を行っているか （政・独委評価の視点「３保有資産の ているか （政・独委評価の視点「３保有資産の管理・運用等 (2)。 。
管理・運用等 (2)資産の運用・管理 イ金融資産 a)資金の 資産の運用・管理 イ金融資産 a)資金の運用」事項に該当）
運用」事項に該当）

・雇用促進住宅について、平成３３年度までに譲渡・廃止を完了する
ため、譲渡等を着実に推進したか。

・厳しい雇用失業情勢や東日本大震災の被害状況にかんがみ必要と認
められる間、解雇等に伴い住居を喪失した求職者の支援策及び震災
による被災者等に対する支援策として、平成２０年度までに廃止決
定した住宅を含め、最大限活用を図ったか。 平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づ

き新たに設定。
・譲渡・廃止が完了するまでの間は、独立採算による合理的な経営に

努めたか。

・雇用促進住宅の運営に係る利益剰余金について、速やかに国庫納付
したか。

・不要財産等の処分に関する計画の実施状況はどのようなものであっ ・平成２３年３月３１日付け変更認可された中期計画に基づき新
たか。 たに設定。

・せき髄損傷者職業センターの廃止に伴い生ずる遊休資産に ・せき髄損傷者職業センターの廃止に伴い生ずる遊休資産について、
ついて、処分に向けた取組を進めているか （政・独委評 処分に向けた取組を進めているか （政・独委評価の視点「３保有。 。
価の視点「３保有資産の管理・運用等 (1)保有資産全般の 資産の管理・運用等 (1)保有資産全般の見直し」事項に該当）
見直し」事項に該当）

・職業能力開発促進センター等の敷地、職員宿舎等旧雇用・能力開発 ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づき新
機構が保有していた資産のうち承継した資産については 引き続き たに設定。、 、
その必要性を厳しく検証し、不要資産については処分を行っている
か。

（ ） 。・当該総利益（又は当期総損失）の発生要因が明らかにされ ・当該総利益 又は当期総損失 の発生要因が明らかにされているか
ているか。また、当期総利益（又は当期総損失）の発生要 また、当期総利益（又は当期総損失）の発生要因の分析は行われて
因の分析は行われているか。当該要因は法人の業務運営に いるか。当該要因は法人の業務運営に問題等があることによるもの
問題等があることによるものか。業務運営に問題等がある か。業務運営に問題等があることが判明した場合には当該問題等を

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
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ことが判明した場合には当該問題等を踏まえた改善策が検 踏まえた改善策が検討されているか （政・独委評価の視点「２財。
討されているか （政・独委評価の視点「２財務状況 (1) 務状況 (1)当期総利益（又は当期総損失 ）。 ）」
当期総利益（又は当期総損失 ））」

・利益剰余金が計上されている場合、国民生活及び社会経済 ・利益剰余金が計上されている場合、国民生活及び社会経済の安定等
の安定等の公共上の見地から実施されることが必要な業務 の公共上の見地から実施されることが必要な業務を遂行するという
を遂行するという法人の性格に照らし過大な利益となって 法人の性格に照らし過大な利益となっていないか （政・独委評価。
いないか （政・独委評価の視点「２財務状況 (2)利益剰 の視点「２財務状況 (2)利益剰余金（又は繰越欠損金 ）。 ）」
余金（又は繰越欠損金 ））」

・貸付金、未収金等の債権について、回収計画が策定されて ・貸付金、未収金等の債権について、回収計画が策定されているか。
いるか。回収計画が策定されていない場合、その理由の妥 回収計画が策定されていない場合、その理由の妥当性についての検
当性についての検証が行われているか。 証が行われているか。

・回収計画の実施状況について、ⅰ）貸倒懸念債権・破産更 ・回収計画の実施状況について、ⅰ）貸倒懸念債権・破産更生債権等
生債権等の金額やその貸付金等残高に占める割合が増加し の金額やその貸付金等残高に占める割合が増加している場合、ⅱ）
ている場合、ⅱ）計画と実績に差がある場合の要因分析を 計画と実績に差がある場合の要因分析を行っているか。
行っているか。

・回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必要性等の検討が ・回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必要性等の検討が行われて
行われているか （政・独委評価の視点「３保有資産の管 いるか （政・独委評価の視点「３保有資産の管理・運用等 (2)資。 。
理・運用等 (2)資産の運用・管理 イ金融資産 b)債権の管 産の運用・管理 イ金融資産 b)債権の管理等 ）」
理等 ）」
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高齢・障害・求職者雇用支援機構評価シート（２０） （注：中期計画四年度目）

中期目標 中期計画 平成２３年度計画 平成２３年度の業務の実績

第７ その他主務省令で定める業務運営に関す第７ その他主務省令で定める業務運
る事項営に関する事項

１ 人事に関する計画１ 人事に関する計画
(1)方針(1)方針

全国各地での採用説明会の開催、採用案効果的かつ効率的な業務運営のた
内パンフレットの充実やホームページ等のめ、必要な人材の確保、人員の適正
活用、職場見学会の実施等による積極的か配置、研修の充実による専門性及び
つ効率的な募集活動を行い、必要な人材の意識の向上を図る。
確保に努めるとともに、人員の適正配置、
研修の充実による専門性及び意識の向上を
図る。
また、機構業務の改善活動等の促進を目

的とし、職員の自発的な業務改善の取組で
あるＥサービス運動を推進し、職員意識の
向上を図る。
さらに、離職者・在職者及び学卒者への

職業訓練を実施する職業訓練指導員につい
ては、民間企業等幅広い層から、職業訓練
指導員として必要な資質を有する者を任期
付き雇用により積極的に活用し、社会のニ

。ーズに機動的に対応できる体制を実現する

(2)人員に係る計画(2)人員に関する指標
業務のより効率的な実施を図るため、人人件費 退職金及び福利厚生費 法（ （

員配置の見直しを行う。定福利費及び法定外福利費）並びに
人件費（退職金及び福利厚生費（法定福人事院勧告を踏まえた給与改定部分

利費及び法定外福利費）並びに人事院勧告を除く ）については 「簡素で効率。 、
を踏まえた給与改定部分を除く ）について的な政府を実現するための行政改革 。
は 「簡素で効率的な政府を実現するためのの推進に関する法律 （平成１８年法」 、
行政改革の推進に関する法律 （平成１８年律第４７号）等に基づく平成１８年 」
法律第４７号）及び「経済財政運営と構造度以降の５年間で５％以上を基本と
改革に関する基本方針２００６ （平成１８する削減を、引き続き着実に実施す 」
年７月７日閣議決定）等に基づく削減を、る。常勤職員について、その職務能
引き続き着実に実施する。力を向上させるとともに、全体とし

て効率化を図りつつ、常勤職員数の
抑制を図る。
さらに 「経済財政運営と構造改革、

に関する基本方針２００６ （平成１」
８年７月７日閣議決定）に基づき、
国家公務員の改革を踏まえ、人件費
改革を平成２３年度まで継続する。

なお、機構の給与水準について、以下のなお、機構の給与水準について、
ような観点からの検証を行い、その検証結以下のような観点からの検証を行い、
果については、結果が出次第、公表する。これを維持する合理的な理由がない

場合には必要な措置を講ずることに
より、給与水準の適正化に速やかに
取り組むとともに、その検証結果や
取組状況については公表する。

① 職員の在職地域や学歴構成等の要因を考① 職員の在職地域や学歴構成等の要
慮してもなお国家公務員の給与水準を上回因を考慮してもなお国家公務員の
ってないか。給与水準を上回ってないか。

② 職員に占める管理職割合が高いなど、給② 職員に占める管理職割合が高いな
与水準が高い原因について、是正の余地はど 給与水準が高い原因について、 、
ないか。是正の余地はないか。
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③ 国からの財政支出の大きさ、類似の業務③ 国からの財政支出の大きさ、類似
を行っている民間事業者の給与水準等に照の業務を行っている民間事業者の
らし、現状の給与水準が適切かどうか十分給与水準等に照らし、現状の給与
な説明ができるか。水準が適切かどうか十分な説明が

できるか。

④ その他、給与水準についての説明が十分④ その他、給与水準についての説明
に国民の理解を得られるものとなっているが十分に国民の理解を得られるも
か。のとなっているか。

（参考）第２期中期目標期間中の予
、算における人件費見積りの総額は

別紙－１のとおり。

２ 施設・設備に関する計画
障害者の就労に関する様々な援助業

務及び求職者等への職業訓練の効果的
かつ効率的な遂行を図るため、施設の
老朽化等を勘案して、計画的な修繕等
を行う。

施設･設備の内容 予算額 財 源

(百万円)

(地域センター)

空調設備更新 １２３

電気設備整備

給排水設備更新

(職業能力開発促 施設整備費

進センター) ８９１ 補助金

実習場建替

設備更新

(職業能力開発大

学校) １４４

設備更新

（注）上記の計画については、業務実
施状況、予見しがたい事情等を勘
案し、施設整備を追加又は予定額
を変更することがあり得る。

２ 積立金の処分に関する事項３ 積立金の処分に関する事項
旧雇用・能力開発機構から承継した積立金旧雇用・能力開発機構から承継した

は、宿舎等業務に充てることとする。積立金は、宿舎等業務に充てることと
する。

第５ その他業務運営に関する重要事
項
通則法第２９条第２項第５号のその

他業務運営に関する重要事項について
は次のとおりとする。

１ ニーズの適確な把握等
サービスを希望する者が適切な時期

に適切なサービスを受けられるように
するため、利用者の機会の均等・公平



- 82 -

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

の観点から、ニーズの適確な把握、ニ
ーズを踏まえた適正なサービスの提供
を図るよう、事業の周知や関係機関へ
の協力要請を積極的に実施するととも
に、事業主団体、障害者団体等と情報
交換を行うほか、機構の業務に関する
要望、意見等を聞くことを目的とする
場を設けること。

２ 利便性の向上
利用者に対するアンケート調査を積

極的に実施し、その結果を業務改善に
つなげることにより、利用者の要望を
踏まえた業務運営を行うこと。
高年齢者等や障害者の雇用問題等に

関する情報及び求職者や在職者等に対
する職業訓練実施状況等に関する情報
をホームページにおいて公表し、高年
齢者等や障害者の雇用問題等に関する
情報及び求職者や在職者等に対する職
業訓練実施状況等に関する情報の効率
的な活用と国民の理解の促進を図るこ
と。また、給付金及び助成金の支給申
請事業主等の利便性を図るため、支給
要件、助成額、申請窓口等をホームペ
ージ等で公開すること。
また、障害者雇用納付金の徴収及び

調整金等の支給業務については、事業
主の利便性の向上を図るため、申告・
申請手続の簡素化及び電算機処理シス
テムの改定など、適正かつ効率的に実
施すること。

３ 業績評価の実施及び公表による業
務内容の充実等
適正な業務の推進に資するため業績

評価を行い、業務運営に反映する。
さらに、業務内容の透明性を高め、

業務内容の充実を図る観点から、設定
した目標の達成状況、業績評価の結果
や機構の業務の内容について、ホーム
ページ等において、積極的かつ分かり
やすく公表すること。

４ 内部統制の在り方
機構における役職員の職務執行の在

り方をはじめとする内部統制につい
て、会計監査人等の指導を得つつ、向
上を図るものとし、講じた措置につい
て積極的に公表すること。

５ 「第２次情報セキュリティ基本計
画 （平成２１年２月３日情報セキュ」
リティ政策会議決定）等の政府の方針
を踏まえ、適切な情報セキュリティ対
策を推進すること。

６ 「独立行政法人の事務・事業の見
直しの基本方針 （平成２２年１２月」
７日閣議決定）に盛り込まれた改革を
着実に実施すること。
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自己評価 評定

評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等

【評価項目１８ 人事に関する計画、施設・設備に関する計 【評価項目２０ 人事に関する計画、施設・設備に関する計画】 ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づく変
画】 更。

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］ ［数値目標］
・人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福 ・人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並

利費）並びに人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く ） びに人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く ）については 「簡。 。 、
については 「簡素で効率的な政府を実現するための行政 素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」、
改革の推進に関する法律 （平成１８年法律第４７号）等 （平成１８年法律第４７号）等に基づく平成１８年度以降の５年間」
に基づく平成１８年度以降の５年間で５％以上を基本とす で５％以上を基本とする削減を、引き続き着実に実施すること。
る削減を、引き続き着実に実施すること。

平成22年度 △8.7％（平成17年度比）
平成21年度 △6.1％（平成17年度比）
平成20年度 △7.3％（平成17年度比）

［評価の視点］ ［評価の視点］
・必要な人材の確保、人員の適正配置並びに研修の充実によ ・必要な人材の確保、人員の適正配置並びに研修の充実による専門性

る専門性及び意識の向上を図っているか。 及び意識の向上を図っているか。

・人件費について 「簡素で効率的な政府を実現するための ・人件費について 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革、 、
行政改革の推進に関する法律 （平成１８年法律第４７号） の推進に関する法律 （平成１８年法律第４７号）等に基づく平成」 」
等に基づく平成１８年度以降の５年間で５％以上を基本と １８年度以降の５年間で５％以上を基本とする削減を、着実に実施
する削減を、着実に実施しているか （政・独委評価の視 しているか （政・独委評価の視点「４人件費管理 (2)総人件費」。 。
点「４人件費管理 (2)総人件費」事項に該当） 事項に該当）

・機構の給与水準について検証を行い、これを維持する合理 ・機構の給与水準について検証を行い、これを維持する合理的な理由
的な理由がない場合には必要な措置を講ずることにより、 がない場合には必要な措置を講ずることにより、給与水準の適正化
給与水準の適正化に速やかに取り組むとともに、その検証 に速やかに取り組むとともに、その検証結果や取組状況については
結果や取組状況については公表しているか （政・独委評 公表しているか （政・独委評価の視点「４人件費管理 (1)給与水。 。
価の視点「４人件費管理 (1)給与水準」事項に該当） 準」事項に該当）

・給与水準が適正に設定されているか（特に、給与水準が対 ・給与水準が適正に設定されているか（特に、給与水準が対国家公務
国家公務員指数１００を上回る場合にはその適切性を厳格 員指数１００を上回る場合にはその適切性を厳格に検証し 給与水、
に検証し 給与水準を設定しているか。国の財政支出規模 準を設定しているか。国の財政支出規模や累積欠損の状況を踏まえ、
や累積欠損の状況を踏まえて適切な水準となっているか 。 て適切な水準となっているか （政・独委評価の視点「４人件費管） ）。
（政・独委評価の視点「４人件費管理 (1)給与水準」と同 理 (1)給与水準」と同趣旨）
趣旨）

・国と異なる、又は法人独自の諸手当は、適切であるか。 ・国と異なる、又は法人独自の諸手当は、適切であるか。

・国家公務員の再就職者のポストの見直しを図っているか。 ・国家公務員の再就職者のポストの見直しを図っているか。特に役員
特に役員ポストの公募や、平成２１年度末までに廃止する ポストの公募や、平成２１年度末までに廃止するよう指導されてい
よう指導されている嘱託ポストの廃止等は適切に行われた る嘱託ポストの廃止等は適切に行われたか。
か。

・独立行政法人職員の再就職者の非人件費ポストの見直しを ・独立行政法人職員の再就職者の非人件費ポストの見直しを図ってい
図っているか。 るか。

・施設・設備に関する計画の実施状況はどのようなものであ ・施設・設備に関する計画の実施状況はどのようなものであったか。
ったか。
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・旧雇用・能力開発機構から承継した積立金は、宿舎等業務に充てた ・平成２３年９月３０日付け変更認可された中期計画に基づき新
か。 たに設定。

・法人の福利厚生費について、法人の事務・事業の公共性、 ・法人の福利厚生費について、法人の事務・事業の公共性、業務運営
業務運営の効率性及び国民の信頼確保の観点から、必要な の効率性及び国民の信頼確保の観点から、必要な見直しが行われて
見直しが行われているか （政・独委評価の視点「４人件 いるか （政・独委評価の視点「４人件費管理 (3)その他 ）。 。 」
費管理 (3)その他 ）」

・法人の業務改善のための具体的なイニシアティブが認めら ・法人の業務改善のための具体的なイニシアティブが認められるか。
れるか （政・独委評価の視点「９業務改善のための役職 （政・独委評価の視点「９業務改善のための役職員のイニシアティ。
員のイニシアティブ等についての評価 ） ブ等についての評価 ）」 」
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